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勅令 

No. NS/RKM/0807/024  

 

 
我々 

ノロドム・シハモニ国王陛下 
（以下，アルファベット部分は，国王の尊称，固有の尊称。日本語に訳出困難なため，

アルファベットにて表音表記。）  
Samanphoun Cheatsasna Rakhatkhateya Khmerarothreas 
Puthinthreathoreamohaksat Khemreachnea Samohopheas 
Kampuchekreachroathboranaksanti Sopheakmonglea 
Sereyvibolea  

Khemarasreypireas Preah Chao Krong Kampuchea Thipdey  

 

 

下記の資料 
‐カンボジア王国の憲法  

‐2004年7月15日付のNo. NS/RKT/0704/124 カンボジア王国の政府任命に係る王令1 

‐1994年7月20日付のNo.02/NS/94の内閣の構成及びその実行に係る法律の公布のための勅令 

‐1994年7月20日付のNo.NS/RKM/196/04の司法省の設置に関する法律の公布のための勅令 

‐カンボジア王国の首相及び司法大臣の建議 

を理解し，次の法律を公布する。 

 

2007年6月7日の第3期第6回国民議会の国会で採択され，2007年7月24日の第2期第3回上院議

会の国会で修正なく通過した刑事訴訟法。 

その詳細内容は下記のとおりである。 

                                                        
1 訳注：カンボジア語では，国王の出す命令について２種類の用語で使い分けている。ここ
では，任命する場合のものを「勅令」，法律を発効する場合のものを「王令」と訳した。 
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刑事訴訟法 

 
第１編 公訴及び民事訴訟 

 第１部 一般原則 
第１章 一般原則 

第１条（刑事訴訟法の目的） 

刑事訴訟法は，刑法に対する違反の存否を決定するための手続を規定し，それに従って

慎重に実行することを目的とする。 

本法の条文は，その他の特別法による規定のない刑事事件に適用する。 

 

第２条（公訴及び民事訴訟） 

公訴と民事訴訟は，２つの異なる訴訟の形態である。 

公訴の目的は，犯罪の有無を審理し，違反者の罪刑を示し，法律に基づいて処罰するこ

とである。 

民事訴訟の目的は，違反者によって起こされた被害者の損害を修復し，この目的におい

て被害者が受けた苦しみに相当する慰謝料を受けることである。 

 

 

第２部 公訴 
第１章 公訴 

第３条（公訴の対象） 

公訴は，自然人及び法人に対し，民族や肌の色，性別，信仰，宗教，政治思想，出身の

国籍，社会の中の地位，資産状況又はその他の状況に関係なく適用する。 

 

第４条（検察庁による公訴の開始） 

公訴は，総合的な利益のために検察官によって行うものである。 

検察庁とは，予審又は審理の管轄の下で，刑事起訴及び法の執行を申立て，取調べを行

う機関である。 

 

第５条（被害者による公訴の提起） 

重犯罪若しくは中犯罪の被害者は，予審判事に対して，民事訴訟の原告として提起をす

ることができる。被害者が原告として提起された民事訴訟は，本法第１３９条（検察官へ

の訴状の送付）及び第１４０条（供託金の支払）の条件の下で予審判事に対して効力を有

する。 

刑事管轄権は，特別法によって起訴権を与えられた公務員又はその他の公的機関からの
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訴えを受けることができる。 

 

第６条（被害者の請求による訴訟の提起） 

犯罪の被害者であると訴えた者は，誰でも訴訟を提起することができる。通常の訴状は，

刑事起訴の効果はない。 

訴状に対して回答がないか，検察官が処理せずに放置した場合，被害者は本法第４１条

（事件の放置未処理）に基づいて高等検察長官に訴えることができる。 

 

第７条（公訴の消滅） 

公訴の消滅原因は，下記のとおりである。 

１．違反者の死亡 

２．時効 

３．一般の恩赦 

４．刑法の無効化 

５．既判力 

公訴が消滅した場合，刑事起訴をすることができなくなるか，あるいは中止をしなけれ

ばならない。 

 

第８条（その他の理由による刑事訴訟の消滅） 

その他の特別法によって明確な規定があった場合，公訴も消滅する。 

１．国との調整によるもの 

２．公訴状が刑事起訴の必須条件である場合の訴状の取下げ 

３．罰金の全額納付，若しくは調整制裁金の納付 

 

第９条（時効のない犯罪） 

虐殺や人類に対する犯罪及び戦争犯罪については，時効がない。 

 

第１０条（犯罪の時効） 

本法第９条（時効のない犯罪）を除き，公訴の時効期間は，下記のとおりである。 

‐重犯罪は１５年 

‐中犯罪は５年 

‐微犯罪は１年 

 

第１１条（時効の進行停止） 

時効の期間は，犯罪行為が行われた時から進行する。時効は，起訴若しくは捜査によっ

て停止する。各起訴若しくは捜査の終了により本法第１０条（犯罪の時効）の規定による
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新たな時効が進行する。当該新時効は，本件の全ての関係者に対抗できる。 

 

第１２条（既判力） 

既判力の趣旨の適用により，裁判所によって無罪が確定した者は，当該行為について別

の罪名であっても起訴をされることがない。 

 

 

第３部 民事訴訟 
第１章 民事訴訟 

第１３条（民事訴訟及び損害） 

民事訴訟は，犯罪の被害者によって提起する。 

修復してもらうためには，次の損害でなければならない。 

‐犯罪行為によって発生した損害 

‐自分が直接被る損害 

‐発生し，現在も残っているもの 

損害には，物的なもの，身体的なもの若しくは精神的なものがある。 

 

第１４条（損害の修復） 

損害は，慰謝料の支払，被害者の消滅財産の弁償，若しくは被害を受けた財産の原状回

復によって修復される。 

慰謝料は，受けた損害に相当するものでなければならない。 

 

第１５条（民事訴訟の原告） 

民事訴訟は，被害者，若しくは未成年者や法律によって保護されている成人の場合その

法定代理人によって提起される。 

 

第１６条（被害者の承継人による民事訴訟） 

被害者が死亡した場合，その承継人が民事訴訟を開始若しくは継承することができる。 

 

第１７条（性的暴力，家庭内暴力若しくは子供に対する暴力防止の活動団体） 

少なくとも犯罪の期日の３年前に正当に公示された全ての団体で，定款の中に，性的暴

力や家庭内暴力若しくは子供に対する暴力の防止活動を規定している団体は，次の犯罪に

ついて，民事訴訟の原告によって認められた権利を用いることができる。 

‐故意に死亡させた犯罪 

‐個人の尊厳にかかわる犯罪 

‐セクシャルハラスメント 
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第１８条（人身売買又は拉致若しくは性的商売防止の活動団体） 

少なくとも犯罪の期日の３年前に正当に公示された全ての団体で，定款の中に，人身売

買又は拉致若しくは性的商売の防止活動を規定している団体は，法規によって規定されて

いる人身売買又は拉致若しくは人身商売に係る犯罪について，民事訴訟の原告によって認

められた権利を用いることができる。 

 

第１９条（人権若しくは人種差別防止の活動団体） 

少なくとも犯罪の期日の３年前に正当に公示された全ての団体で，定款の中に，人権若

しくは人種差別防止や出生時の国籍若しくは宗教差別による被害者支援の活動を規定して

いる団体は，次の犯罪について，その犯罪が人種や宗教を理由に，又はその勘違いによっ

て差別もしくは侵害があった場合，その犯罪の民事訴訟の原告によって認められた権利を

用いることができる。 

‐差別 

‐故意に死亡させたり，個人の尊厳を否定したりする犯罪 

‐破壊したり，損害を与えたりする犯罪 

 

第２０条（団体からの訴えの受領について） 

本法第１７条（性的暴力，家庭内暴力若しくは子供に対する暴力防止の活動団体）及び

第１９条（人権若しくは人種差別防止の活動団体）に基づいて団体からの訴えがあったと

き，被害者若しくはその法定代理人からの権限委任に関する証拠がなければその訴えを受

領することができない。また，犯罪によって被害者が死亡をしたときは，その被害者の承

継人からの権限委任に関する証拠がなければ団体からの訴えを受領することができない。 

 

第２１条（民事訴訟の被告） 

民事訴訟は，犯罪によって発生した全ての損害を修復すべき者に対して起こすことがで

き，次の者も含まれる。 

‐犯罪の加害者及び共犯者 

‐犯罪の首謀者及びその共謀者 

‐民事責任者 

 

第２２条（刑事裁判所の管轄及び民事裁判所の管轄の関係） 

民事訴訟及び公訴は，刑事裁判所に対して同時に行うことができる。 

民事訴訟は，民事裁判所に提起することもできる。その場合において，刑事訴訟が確定

していないときは，民事訴訟は留保される可能性がある。 
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第２３条（罪刑の事前公表） 

刑事訴訟上の罪刑の事前審理をし，刑事裁判所が被告人は有罪であると宣告してからで

なければ，損害の修復の判断をすることはできない。 

 

第２４条（被告人の死亡） 

刑事訴訟の進行中に被告人が死亡した場合，民事訴訟の原告は，その被告人の承継者に

対して損害の修復を申し立てることができる。刑事訴訟が消滅したとしても，刑事裁判所

は，引き続き，その承継者に対する民事訴訟の管轄を有する。 

 

第２５条（被害者の訴訟放棄及び訴状の取下げ） 

被害者は，損害賠償請求訴訟を放棄したり，訴状を取り下げたりすることができる。 

被害者の訴訟放棄若しくは訴状の取下げで刑事訴訟の中止又は留保をすることはできな

い。ただし，本法第８条２号（その他の理由による刑事訴訟の消滅）の場合，この限りで

ない。 

 

第２６条（民事訴訟の時効） 

民事訴訟の時効は，民法の規定による。しかし，民事訴訟は，刑事訴訟期間を経過した

場合において，刑事裁判所に提起することはできない。 

 

 

第２編 起訴，取り調べ及び捜査の担当機関 
第１部 検察機関 

第１章 総則 
第２７条（検察機関の役割） 

検察機関は，裁判所が法律を適用するために，犯罪についての起訴及び結審を行う。検

察機関は，裁判所の判決の執行を確実にし，さらに拘束決定の公示を注意深く行わなけれ

ばならない。 

業務執行時，検察庁の判事は，公的権力を集めて支援してもらうことができる。 

検察庁の判事は，刑事法廷に出廷しなければならない。 

 

第２８条（検察庁の判事） 

検察庁の判事は，次のように構成される。 

１．最高検察庁の長官，検事次長及び検事 

２．高等検察庁の長官，検事次長及び検事 

３．始審検察庁裁判所検事，副検事 
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第２９条（検察機関のヒエラルキー） 

犯罪事件を知った場合，司法大臣は，書面で，高等検察庁の長官若しくは始審裁判所の

検事に，事件として捜査を命じることができ，あるいは司法大臣は，自分の考え方が適切

であると考えている場合，その旨の起訴又は求刑を命じることができる。司法大臣は，検

察庁の長官若しくは検事に刑事事件の処分保留を命じることができない。 

高等検察庁の長官は，管轄下の検事全員に対する監督権を有する。検察庁の長官は，自

分の考え方が適切であると判断した場合，その旨の起訴若しくは求刑を検事に命じること

ができる。 

検事は，自分の管轄下にいる検察庁の判事に対して権限を有する。 

検事は，自分の考え方が適切であると判断した場合，その旨の起訴若しくは求刑を検察

庁の判事に命令をすることができる。 

 

第３０条（口頭による訴え） 

検察庁の判事は，ヒエラルキー上の上司の命令に従わなければならない。 

しかし，法廷では，検察庁の判事は，自分の考えを良心に従って自由に口頭で陳述をす

ることができる。検察庁の判事が法廷で述べたことに対して，懲戒されることはない。 

 

 

第２章 最高検察庁の検事の任務 
第３１条（最高検察機関の代表について） 

最高検察庁の長官，検事次長及び検事は，最高検察庁の代表である。 

 

第３２条（最高検察総長の役割） 

最高検察庁の長官，最高裁判所に対して提起された上告審，再審及びその他の異議申立

てに参加し，法の遵守をするように申し出る。 

 

 

第３章 高等検察庁の長官の任務 
第３３条（高等検察機関の代表について） 

高等検察庁の長官，検事次長及び検事は，高等検察庁の代表である。 

 

第３４条（高等検察庁の長官の役割） 

高等検察庁の長官は，高等裁判所の管轄内における法の遵守を監視する。 

高等検察庁の長官は，管轄内の検察機関の監査を行うことができる。 

重大な違反があった場合，高等検察庁の長官が司法大臣に報告をしなければならない。 
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第３５条（高等検察庁の長官の権限） 

高等検察庁の長官は，司法警察の監視及び監督を行う。 

高等検察庁の長官は，司法警察機関の責任者を呼び出して司法警察機関の業務執行の仕

方について議論をすることができる。 

高等検察庁の長官は，司法警察の管理運営にとって有益であると考えている業務につい

て司法警察の職員若しくはその機関に行わせることができる。 

高等検察庁の長官は，いつでも司法警察に対して監査を行うことができる。高等検察庁

の長官は，尋問に立ち会ったり，拘束の手続の実行を監督したり，特に留置場での管理運

営及び法的手続の遵守を監督することができる。 

司法警察機関の長及び司法警察官は，高等検察庁の長官の命令に従わなければならない。 

 

 

第４章 始審裁判所の検察庁の任務 
第１節 始審裁判所の検察庁 

第３６条（始審裁判所の検察機関の代表について） 

始審裁判所の検察庁の検事及び副検事は，当該機関の代表である。 

 

第３７条（検事の権限） 

検事は，自分の管轄下の司法警察官及び司法警察の代理の活動を指揮したり，調整した

りする。しかし，決定による委任捜査を行う司法警察官は，予審判事の監督下に置かれる。 

検事は，本法で司法警察官に与えられている全ての権限を使うことができる。 

検事は，取調べ現場へ行き，司法警察官及びその機関に有益な指導を行うことができる。

特別に必要な場合において，検事は，司法警察及び司法警察官の取調べの全権限を取り上

げ，代わりに執行をすることができる。 

検事は，いつでも警察機関を監査することができる。検事は，尋問に立ち会ったり，拘

束の手続の実行を監督したり，特に留置場での管理運営及び法的手続の遵守を監督するこ

とができる。 

 

第３８条（副検事の権限） 

副検事は，検事の権限の下で，検事の犯罪に対する全ての捜査権及び起訴権を実行する

ことができる。 

 

第３９条（管轄を有する検事） 

管轄を有する検事は，次のとおりである。 

‐犯罪が発生した場所を管轄する検事 

‐犯罪被疑者の住居地を管轄する検事 
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‐犯罪被疑者を拘束した場所を管轄する検事 

 

 

第２節 刑事訴訟の執行 

第４０条（起訴の選択） 

検事は，訴状に対する措置及び直接受けた又は司法警察官から送付されてきた抗議を吟

味することができる。 

検事は，犯罪に対して起訴を保留することもでき，起訴をすることもできる。その決定

をする前に初期捜査を行なったり，又は追加の調査を行わせたりすることができる。 

重大な法律違反があった場合，検事が検察総長に報告をし，検察総長は司法大臣に報告

をしなければならない。 

 

第４１条（起訴保留） 

事件の起訴を保留した場合，検事が，速やかに，本法第５０条（訴状記録簿）で規定し

ている事件の起訴を記録帳に登録した日から２日以内に，その旨を訴訟を提起した者に対

して通知しなければならない。 

事件の起訴を保留した場合，その理由及び根拠となる法律を述べなければならない。事

件の起訴の保留は，既判力の効果がない。 

刑事訴訟が消滅しなければ，検事は自分が出した決定を覆すことができる。 

訴訟を提起した者は，事件の起訴保留に対して不満があった場合，高等検察庁の長官に

異議を申し立てることができる。 

この異議申立ては，起訴の保留を知ってから２か月以内に行わなければならない。異議

申立ては，通常の訴訟で関係の検察機関に提起し，始審裁判所検察庁の代表が事件の記録

を直ちに高等検察庁の長官に送付しなければならない。 

異議申立てに事由があると判断した場合，高等検察庁の長官は，始審裁判所検察官に事

件の起訴をするように命じなければならない。高等検察庁の長官の命令は，書面で行わな

ければならない。逆の場合，高等検察庁の長官が始審裁判所の検察官の決定を保留する。

高等検察庁の長官は，その決定を異議申立て者に通知しなければならない。 

 

第４２条（重犯罪及び中犯罪についての訴追義務） 

公的機関若しくは仕事に従事している職員全員は，重犯罪若しくは中犯罪を知っている

とき，速やかに，検察官若しくは司法警察官に，その犯罪に関連する情報，報告書，書類

及び証拠を付けて通報をしなければならない。 

法律で明確に規定されている職務上秘守義務のある者以外は，本条の規定を適用する。 

 

第４３条（起訴） 
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刑事事件の起訴は，次のように行うことができる。 

‐捜査の着手 

‐法廷への召喚 

‐直ちに出頭命令 

 

第４４条（捜査の着手） 

重犯罪の場合，検察官が捜査を着手しなければならない。 

捜査は，予審判事への決定の送付によって着手される。捜査は，氏名が明示される１人

若しくは複数名に対して行うことができ，氏名不詳の人物に対しても行うことができる。 

捜査送致決定には，次の項目を含む。 

‐事実の要約 

‐罪名の特定 

‐犯罪に係る法律の表示及び犯罪への制裁 

‐特定できれば被疑者の氏名 

捜査送致決定には，期日及び署名を行わなければならない。 

上記の記載事項がない場合，その決定書は無効とする。 

 

第４５条（中犯罪に対する起訴） 

中犯罪の場合，検察官が 

‐本法第４４条（取調べの開始）の規定に基づいて取調べを行うことができる。 

‐本法第４６条（法廷への召喚の決定）の規定に基づいて被告人を始審裁判所に送致し，

裁判を行うことができる。 

‐本法第４７条（即出頭）及び第４８条（即出頭の手続）の規定に基づいて被告人の呼

出命令を発出する。 

 

第４６条（法廷への召喚の決定） 

法廷への召喚の決定とは，被告人を始審裁判所への出頭命令である。法廷への召喚の決

定には，次の項目を記載しなければならない。 

‐被告人の表示 

‐事実の要約 

‐罪名 

‐犯罪に係る法律の表示 

決定には，出頭の裁判所名，その場所及び法廷開催の期日を示さなければならない。決

定には，被告人が弁護士に依頼をすることができる旨を明記しなければならない。 

 

第４７条（即出頭） 
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下記の条件が満たされた場合，検察官は，被告人を直ちに裁判所へ連れてくるように命

じることができる。 

‐本法第８６条（現行の重犯罪若しくは中犯罪の定義）及び第８８条（みなし現行の重

犯罪若しくは中犯罪）で規定されている現行犯 

‐１年以上５年以下の懲役犯罪 

‐成人であること 

‐裁判可能な状態の事件 

 

第４８条（即出頭の手続） 

即出頭命令の手続を行った場合，検察官は，次のことをしなければならない。 

‐連れて来られた者の身分の確認 

‐その人に対する起訴事実及び罪名の通知 

‐本人の希望があればその人の言い分を聞く 

‐即出頭に係る記録の作成 

検察官は，被告人に対して，弁護士会の規則に基づいて弁護士を任意に選任し，若しく

は弁護士を選任してもらうことができる旨を伝えなければならない。 

任意弁護士若しくは選任された弁護士は，直ちにその情報が伝えられる。弁護士は，事

件の記録を見たり，被告人に連絡をとったりすることができる。 

上記のことを全て記録に記載をしなければならない。そうでない場合，その手続は無効

となる。 

始審裁判所は，即出頭についての記録により，事件を受領する。 

被告人は，その当日，直ちに裁判所の法廷に出頭するまで保安当局によって拘束される。 

出頭時，裁判所は，被告人の身分を確認した後，防御の準備時間を請求することができ

る旨を被告人に伝えなければならない。 

もし被告人が防御時間を請求し，若しくは裁判所が本件をこの法廷で直ちに審理するこ

とができないと判断した場合，事件の審理を次回の期日に回さなければならない。 

裁判所は，被告人を理由付きの判決によって暫定拘束を命じることができる。この判決

の中で，裁判所は，本法第２０５条（暫定拘束の理由）の条件を準用しなければならない。

裁判所は，決定で拘束を命じる。 

事件の本案に関する判決は，裁判所への出頭の日から２週間以内に出さなければならな

い。２週間を経過したら，暫定拘束が解除される。 

もし即出頭命令の手続を受けた裁判所が，事件が複雑であり，さらに詳細の捜査が必要

である場合か，本法第４７条（即出頭）の条件が成就しないと判断した場合には，裁判所

は，事件を検察庁に送致し，取り調べてもらわなければならない。当日，被告人を予審判

事のところへ連れて行かなければならず，そうでなければ被告人が自動的に釈放される。 
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第４９条（軽犯罪の場合の即審理の呼出） 

軽犯罪の事件の場合，検察官が本法第４６条（法廷への召喚の決定）の規定に基づいて，

被告人を直接裁判所で審理をしてもらうよう呼び出さなければならない。 

 

第５０条（訴状記録簿） 

各始審裁判所において，検察官から直接訴えられた事件や司法警察から送られてきた事

件を記載するための検察帳簿を備えなければならない。 

全ての事件については，下記の内容で帳簿に記載をしなければならない。 

‐起訴者の表示 

‐検察庁が事件の訴状を受けた期日 

‐訴え元：訴えは検察庁からなのか，それとも司法警察からなのか 

‐訴えた人から報告された事件の種類 

‐事件の処分：不起訴処分か，それとも刑事起訴処分か 

訴状記録簿は，検察官の監督の下で検察の事務局が管理しなければならない。高等検察

庁の長官などの裁判所当局は，この起訴記録簿を閲覧することができる。 

 

 

第２部 予審判事 
第１章 予審判事 

第５１条（裁判所長による任命） 

休暇や病気又はその他の理由で職務に従事できない予審判事がいた場合，裁判所長によ

って，その他の予審判事が予審に係る業務を暫定的に行うために任命される。 

予審判事がいない場合，当該裁判所のその他の判事を任命し，予審の業務に従事させる

ことができる。 

本件の裁判所の決定に対して，異議申立てを行うことはできない。 

さらに民事訴訟法第２６条（事件の配分）の規定を遵守しなければならない。 

 

第５２条（裁判所長による事件の配分） 

１つの裁判所に複数人の予審判事がいた場合，裁判所長が全事件の配分をしなければな

らない。 

 

第５３条（予審判事から事件の取り上げ） 

良い司法行政のために，予審判事から事件を取り上げて，他の予審判事に担当してもら

うための申立ては，裁判所長に対して行うことができる。本申立ては，検察官の自己の意

思によって行われるか，若しくは当事者の申立書によって行われ，その理由を記載しなけ

ればならない。 



26 
 

予審判事からの事件の取り上げの理由は，本法第５５６条（裁判官の忌避の理由）に準

ずる。 

 

第５４条（事件からの抜けないことによる無効） 

予審判事は，調査を担当した事件の刑事法廷審理に参加することはできず，参加した場

合，当該審理が無効となる。 

予審判事は，本法で規定している権限を使うことができる。 

 

 

第３部 調査委員会 
第１章 調査委員会 

第５５条（高等裁判所の特別調査委員会） 

高等裁判所内に調査委員会が置かれている。調査委員会の任務は，予審判事の決定に対

する審理を行うことである。調査委員会の委員は，関与した刑事事件に予審判事として参

加することはできない。関与した場合，その決定は無効とみなす。 

 

 

第４部 司法警察 
第１章 総則 

第５６条（司法警察の任務） 

司法警察は，裁判所の補助機関である。 

司法警察の役割は，重犯罪，中犯罪及び軽犯罪の監督を行い，違反者の特定及び拘束を

行い，証拠を収集することである。 

 

第５７条（司法警察の構成） 

司法警察の構成は，次のとおりである。 

１．司法警察官 

２．司法警察エージェント 

３．その他の法律の規定によって一部の違反に対する監督権限が付与されたその他の公

務員か公的機関 

 

５８条（司法警察の仕事の調整） 

検察官は，自分の管轄内の司法警察官及び司法警察の代理の仕事の運営及び調整を行う。 

本法第８２条（公務員及びその他の公的代理に対する資格の付与）で規定している公務

員及びその他の公的代理人が司法警察としての業務を行うとき，検察官の監督権の下に置

かれる。 
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決定による委任捜査を実施するとき，司法警察官は，予審判事の権限下に置かれる。 

 

第５９条（司法警察官に対する監督） 

司法警察は，高等検察庁の検察官の下で監視及び監督される。 

高等検察庁長官は，司法警察に対する懲罰を行うことができる。 

 

 

第２章 司法警察官 
第１節 司法警察官の資格の取得について 

第６０条（司法警察官） 

司法警察官になるための資格： 

１．少尉以上の階級を有する国家警察官で，２年以上の業務経験者であり，高等司法警

察証書を取得した者 

２．国家憲兵隊(Gendarmery Royal Khmer)の将校で，２年以上の業務経験者であり，しか

も高等司法警察証書を取得した者 

３．下記の階級及び職位を有する者 

ⅰ．市及び州知事及び副知事，Srok（市），Khan（町），Khom（群）及びSangkat（区）

の長及び次長 

ⅱ．国家警察の司法警察本部の本部長及び次長，国家警察の安全本部の本部長及び次

長，国家警察の公共秩序本部の本部長及び次長 

ⅲ．司法警察本部，安全本部及び公共秩序本部に属する下部組織で，刑事を担当して

いる局，課，係の長及びその次長 

ⅳ．下記の組織に属する局，課及び係の長及びその次長： 

‐“越境犯罪”担当の国境警察局 

‐麻薬対策室 

‐観光警察局 

‐国家遺産保護特別本部 

ⅴ．州・市警察本部の本部長及びその次長 

ⅵ．州・市警察本部に属し，刑事事件を担当する課及び係の長及びその次長： 

‐警察重犯罪課及び軽犯罪課 

‐人身売買及び未成年者保護課 

‐経済警察課 

‐刑事技術科学科 

‐麻薬対策課 

‐テロ対策課 

‐外国人課 
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ⅶ．Srok（市）及びKhan（町）警察署長及び次長，刑事係の長及びその次長 

ⅷ．警察の交通課及び「交通違反」係の長及びその次長，爆発物管理課及び「爆発物

違反」係の長及びその次長，観光警察課の長及びその次長，それに観光警察係の

長及びその次長 

ⅸ．「刑事犯罪」に係るKhom及びSangkatの警察署の長及びその次長 

ⅹ．刑事業務担当の憲兵本部の長及びその次長 

xi．刑事業務担当の州・市の憲兵司令官及び副司令官 

xii．刑事業務担当のSrok及びKhanの憲兵司令官及び副司令官 

xiii．刑事業務担当の憲兵課の長及びその次長，それに憲兵係の長及びその次長 

xiv．必要に応じて設立された刑事犯罪捜査その他の組織の長及びその次長 

本条の第１項，第２項及び第３項で規定された警察官及び憲兵を保護する大臣は，司法

大臣との共同省令で司法警察業務を担当する警察官及び憲兵を任命する。 

 

第６１条（高等司法警察証書） 

下記の科目を含む司法警察の職業試験に合格した者に対して，高等司法警察証書が与え

られる。 

１．刑法科目 

２．刑事訴訟法科目 

３．国連の起草による倫理などの業務に係る科目 

本証書は，司法大臣及び関係の大臣が署名を行い，押印される。 

 

第６２条（試験監督） 

本試験は，最高検察長官若しくは最高検察の担当検察官の監督の下で行われる。 

１．国家警察官関係では，試験監督の構成は，下記のとおりである。 

‐最高裁判所長官の任命による予審判事   １人 

‐最高検察長官の任命による検察官     １人 

‐内務省の代表              ２人 

２．憲兵部隊関係では，試験監督の構成は，下記のとおりである。 

‐最高裁判所長官の任命による予審判事   １人 

‐最高検察長官の任命による検察官     １人 

‐国防省の代表              ２人 

証書付与の手続については，関係省庁の大臣の共同省令によって規定する。 

 

第６３条（司法警察官の宣誓） 

司法警察官は，自分の業務を忠実に行うことを宣誓しなければならない。宣誓式は，高

等裁判所の前で行う。次回以降，司法警察官としての資格を得た場合，宣誓を再度行う必
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要がない。宣誓書については，司法大臣の省令によって規定する。 

 

 

第２節 業務違反した場合 

第６４条（懲戒手続） 

業務中に司法警察官によって起こされたあらゆる違反については，検察官若しくは予審

判事が高等検察庁長官に報告をしなければならない。各事案によるが，高等検察庁長官は，

司法大臣若しくは国防大臣に通知し，懲戒の手続を開始しなければならない。懲戒の措置

は，高等検察庁長官に通知される。 

 

第６５条（懲戒） 

内務大臣若しくは国防大臣による懲戒は，違反に対する刑事訴訟の妨げにならない。 

業務実施上において，捜査若しくは裁判上において，司法警察官が違反を起こした場合，

裁判業務の利益のために，最高裁判所は，事件の別の担当者への移管を決定することがで

き，直ちに当該機関に通知しなければならない。 

権限の取り上げの申請は，検察官によって行わなければならない。 

 

第６６条（司法警察官としての業務禁止令） 

ある司法警察官の重大な違反が業務の実施に不適合であると判断した場合，高等検察庁

長官は，下記の措置を取る権限を有する。 

１．暫定的に最長５年間，司法警察官の業務に従事することを禁止する。 

２．恒久的に司法警察官の業務に従事することを禁止する。 

上記決定を行う前に，高等検察庁長官が，違反した司法警察官を呼び出し，その観察記

録をしなければならない。当事者は，１人の弁護士若しくはアドバイザーを自分で選任を

することができる。 

業務禁止の決定には，その理由を記載しなければならない。各事件において，高等検察

庁長官は，内務大臣若しくは国防大臣に通知をしなければならない。 

この決定に対して，司法大臣に異議申立てを行うことができ，司法大臣は，その決定を

取り消したり，禁止期間を短縮したりすることができる。高等検察庁長官によって業務実

施の禁止を決定された司法警察官の所属省庁は，司法大臣に対して意見を述べることがで

きる。 

高等検察庁長官によって業務実施の禁止を決定された司法警察官は，その禁止決定通知

を受けてから１５日以内に，理由を付けて異議申立てをすることができる。 

司法大臣は，その異議申立てに対して，１か月以内に判断しなければならない。その判

断に対して異議申立てをすることはできない。 

上記の異議申立期間及び判断の期間において，高等検察庁長官によって業務実施の禁止
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を決定された司法警察官は，司法警察官としてその業務を実施することができない。 

司法大臣が業務実施禁止決定を取り消した場合，若しくはその禁止期間を短縮した場合，

当該警察官は，司法警察官としての業務を実施することができる。 

高等検察庁長官によって業務実施禁止の決定に違反して行われた司法警察官の業務は，

全て無効とみなす。 

 

第３節 司法警察官の土地管轄 

第６７条（行政管轄） 

一人一人の司法警察官の管轄は，業務を任命されている機関の管轄と同じである。 

プノンペン市において，司法警察官の管轄は，市内の所属がどこであれ，プノンペン市

全体を管轄する。 

司法警察官の任命において，その管轄の行政を明示しなければならない。その任命の決

定については，高等検察庁長官に通知しなければならない。 

 

第６８条（土地管轄の拡張） 

本法第８６条（重犯罪及び中犯罪の現行犯の定義）及び第８７条（重犯罪及び中犯罪の

現行犯における拘束）で規定されている重犯罪及び中犯罪の現行犯の場合で，緊急性があ

れば，検察官の許可により，司法警察官の管轄を全国に拡張させることができる。その許

可は，口頭で行うことができるが，捜査報告書にはその旨を記載しなければならない。 

捜査において，予審判事が緊急時に捜査の委任を決定された場合，当該予審判事が司法

警察官に全国でその業務実施を許可することができる。 

自分の管轄外での業務を実施した場合，その司法警察官は，土地管轄を有する司法警察

官の支援を求めなければならない。 

管轄の拡張を許可した判事は，あらゆる手段で土地管轄の検察官に情報を伝達しなけれ

ばならない。 

 

第６９条（管轄規定を遵守しない場合の制裁） 

上記の条文によって規定している土地管轄は，絶対規定である。それらの規定を遵守し

ない場合，実施された業務の全ては無効である。 

 

第７０条（裁判所機関からの命令） 

業務の実施に当たって，司法警察官は，裁判所機関からの命令しか受けられず，また裁

判所機関にしか命令を求めることができない。 

 

 

第４節 司法警察官の任務 
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第７１条（違反の記録調書） 

司法警察官は，要求の訴えや告発の訴えを受ける。司法警察官は，違反行為を調査する。 

司法警察官は，起こり得る犯罪の捜査を行い，また本法第８４条（捜査の種類別におけ

る司法警察官の権限の違い）から第１１０条（裁判官の考察権）まで規定されている条件

における初期捜査を行う。 

捜査が開始されたとき，本法第１７３条（捜査委任決定）から第１８４条（司法警察官

による記録調書の作成）まで規定されている条件の下において，裁判官の委任捜査の決定

を実行しなければならない。 

 

第７２条（記録調書） 

司法警察官が受けた全ての訴えについて，その記録調書を作成しなければならない。 

記録調書には，訴えた人からの報告を正確に記載しなければならない。必要に応じて，

通訳人を１人呼び，その通訳人に報告を正確に通訳することの宣誓を信仰又は宗教の下で

行わせなければならない。どのような場合においても通訳人を警察官若しくは憲兵から選

ぶことはできない。 

訴えの記録調書には，下記の項目を記載しなければならない。 

‐司法警察官の氏名及び職位 

‐当該司法警察官が所属する機関 

‐期日 

各ページには司法警察官及び訴えた人が署名をしなければならない。 

削除，追加及び参照の記載については，ページの縁に司法警察官及び訴え人がその旨を

記載しなければならない。 

署名及び押捺の前に，訴え人は，記録調書を再度読まなければならない。必要な場合，

司法警察官は，大きな声でその記録調書を読み上げなければならない。 

 

第７３条（訴えの登録簿） 

全ての司法警察機関において，訴えの登録簿を１つ備えなければならない。訴えを受け

たとき，司法警察官は，当該登録簿に下記の項目を記載しなければならない。 

‐訴えた人の表示 

‐訴えた期日 

‐訴えの記録調書を作成した司法警察官の氏名及び職位 

‐訴えの種類 

‐訴えに対する措置，例えば検察官への送付又は捜査開始等 

訴えの登録簿は，裁判所機関のために常時保管しなければならない。 

 

第７４条（訴え後の措置） 
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訴えを受けた司法警察官は，直ちに捜査を開始するか，若しくは次の処理のために検察

官にその記録調書を送付しなければならない。 

捜査を開始する前に，司法警察官は，検察官の指導を求めることができる。 

正当な理由のある告発状を受けたとき，司法警察官は，検察官にその旨を通報し，助言

を求めなければならない。 

 

第７５条（裁判所の活動妨害） 

どのような事情においても，仮に違反者と被害者との間で話し合って和解し，あるいは

訴えを取り下げたとしても，司法警察官は，その訴えを処理せずに放置してはならない。 

記録調書を未処理のまま放置したり，証拠を意図的に放置したり，裁判所機関に対して

訴え若しくは証拠の存在を隠したりした場合，司法警察官が法に違反したとみなし，刑法

の証拠に関する調査の章で規定されている刑罰を受ける。 

 

 

第３章 司法警察の代理 
第７６条（司法警察の代理の資格の取得） 

下記の者は，司法警察の代理の資格を有する。 

１．警察署長及び次長で，司法警察官の資格を有しない者 

２．その他の国家警察の代理 

３．司法警察官の資格を有しない憲兵部隊の長 

４．憲兵部隊のその他の兵士 

 

第７７条（司法警察の代理の宣誓） 

司法警察の代理は，自分の業務を忠実に行うことを宣誓しなければならない。宣誓式は，

始審裁判所の前で行う。次回以降，司法警察の代理としての資格を得た場合，宣誓を再度

行う必要がない。宣誓書については，司法大臣の省令によって規定する。 

 

第７８条（司法警察の代理の任務） 

司法警察の代理の任務は，次のとおりである。 

１．違反等の軽犯罪の調査 

２．司法警察官の業務の補助 

違反に関する調査を行なった場合，司法警察の代理は，報告書を作成しなければならな

い。この報告書は，単なる一般情報にしかならない。 

どのような場合においても，司法警察の代理は，司法警察官が行わなければならない業

務を行うことはできない。この禁止規定に反して業務を行った場合，その業務は全て無効

とみなす。 
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第７９条（業務上の違反） 

司法警察の代理の全ての業務上の違反については，検察官若しくは予審判事が高等検察

庁の長官に通知をしなければならない。各事案によるが，高等検察庁長官は，司法大臣若

しくは国防大臣に通知し，懲戒の手続を開始しなければならない。懲戒の措置は，高等検

察庁長官に通知される。 

 

第８０条（懲戒） 

内務大臣若しくは国防大臣による懲戒は，違反に対する刑事訴訟の妨げにならない。 

業務実施上において，司法警察の代理が違反を起こした場合，裁判業務の利益のために，

最高裁判所は，事件の別の担当者への移管を決定することができる。 

権限の取り上げの申請は，検察官によって行わなければならない。 

 

 

第４章 国家警察及び憲兵の管轄の設定 
第８１条（管轄の設定） 

司法警察，国家警察及び憲兵部隊の管轄は，本法第５６条（司法警察の任務）の規定に

よるものである。 

さらに軍の違反については，憲兵部隊のみがその司法警察の資格を有する。 

国家警察の長及び憲兵部隊の長との協力関係については，政令によって規定する。 

国家司法警察機関の設立は，勅令によって行うことができる。 

 

 

第５章 一部の違反に対する調査の資格を有する公務員及びその他の公的代理 
第８２条（公務員及び公的代理に対する資格の付与） 

特別法で違反の調査権限が付与されている公務員及びその他の公的代理は，その業務を

行うとき，検察官の監督権の下におかれる 

資格の付与及びその手続は，司法省及び関係省庁の共同省令で規定する。 

当該公務員及びその他の公的代理は，自分の業務を忠実に行うことを宣誓しなければな

らない。宣誓式は，始審裁判所の前で行う。宣誓書については，司法大臣の省令によって

規定する。 

違反の調査について，公務員及び代理は，報告書を作成しなければならない。本報告書

は，単なる一般情報にしかならない。 

公務員及び公的代理の全ての業務上の違反については，検察官若しくは予審判事が高等

検察庁の長官に通知をしなければならない。高等検察庁長官は，当該公務員若しくは代理

が所属する省庁の大臣に通知し，懲戒の手続を開始しなければならない。懲戒の措置は，
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高等検察庁長官に通知される。違反があった場合，その懲戒は刑事訴訟の妨げにならない。 

 

 

第３編 捜査 
第１部 総則 
第１章 総則 

第８３条（捜査の秘密性） 

捜査は，秘密に行わなければならない。捜査に参加した全ての人，特に検察側の裁判官，

弁護士，書記官，警察官，憲兵，公務員，専門家，通訳人，医師及び本法第９５条（技術

的若しくは科学的鑑定）で規定されている人たちは，職業上の秘密を守らなければならな

い。 

しかし，職業上の守秘行為は，自己の権利の保護の妨げにならない。 

また，関係の情報が正しく発信されていない場合において，検察官が公的に発信するこ

とを許される。 

守秘義務違反の場合，施行されている刑法によって罰せられる。 

 

第８４条（捜査による司法警察官の権限の違い） 

司法警察官に付与される権限は，本人が所属する捜査の枠組み又は初期捜査の枠組みに

よって異なる。 

 

 

第２部 事件の捜査 
第１章 重犯罪若しくは中犯罪の現行犯 

第８５条（現行犯捜査における司法警察官の権限） 

重犯罪若しくは中犯罪の現行犯において，司法警察官は，この第２部の規定を遵守しな

ければならない。 

 

第８６条（重犯罪若しくは中犯罪の現行犯の定義） 

重犯罪若しくは中犯罪の現行犯とは： 

‐行われている最中の犯罪 

‐行われた直後の犯罪 

犯罪が行われて少し経過した後で，下記の状況であれば，重犯罪若しくは中犯罪の現行

犯であるとみなす。 

‐被疑者が住民によって追われているとき 

‐物，傷又は証拠を明確に持っており，それにその他の状況に合致した場合であって，

それによってその者が実行犯であるか，若しくは犯罪に加担したと推察できるとき 
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第８７条（重犯罪若しくは中犯罪の現行犯における身柄拘束） 

誰でも，現行犯の重犯罪者若しくは中犯罪者の身柄拘束をすることができ，その者を一

番近くにいる司法警察官に引き渡すことができる。 

 

第８８条（みなし重犯罪若しくは中犯罪の現行犯） 

本法第８６条（重犯罪又は中犯罪の現行犯の定義）の規定以外であっても，重犯罪若し

くは中犯罪が行われた場所の占有者が，検察官，司法警察官又は司法警察の代理人に依頼

して現場検証を行った場合も，重犯罪若しくは中犯罪の現行犯とみなされる。最後の場合，

司法警察の代理が，直ちに，司法警察官に報告をしなければならない。 

 

 

第２章 調査の方法 
第８９条（重犯罪若しくは中犯罪の現行犯に対する初期の措置） 

重犯罪若しくは中犯罪の現行犯の場合，司法警察官が検察官に直ちに報告をしなければ

ならない。 

司法警察官は，現場へ行き，その犯罪の調査をしなければならない。司法警察官は，現

場の証拠を無くならないよう保全しなければならない。司法警察官は，調査実施が終わる

まで現場にいる人たちに対して現場を離れないよう命令をすることができる。 

必要があれば，検察官が現場へ行き，捜査の指揮を行うことができる。 

緊急時，検察官は，本法第６８条（土地管轄の拡張）に基づいて，特定の司法警察官に

対して全国的に調査の実施を許可することができる。 

 

第９０条（調査及び検証の記録調書） 

司法警察官は，調査及び検証の記録調書を作成しなければならない。 

 

第９１条（捜索） 

司法警察官は，捜索をすることができる。この場合において，司法警察官が，口頭であ

っても，検察官の許可を得なければならない。 

司法警察官は，現場の占有者の立ち会いで捜索を行わなければならず，現場の占有者が

いない場合，２人の証人の立ち会いで行わなければならない。証人は，司法警察官によっ

て選任をし，捜索活動に参加している機関である警察若しくは憲兵部隊から選任をするこ

とはできない。 

司法警察官は，朝の６時前及び１８時以降に捜索を開始することができない。ただし，

下記の場合においては，その限りではない。 

‐本法第８６条（重犯罪若しくは中犯罪の現行犯の定義）による規定の事件 
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‐本法第８８条（みなし重犯罪若しくは中犯罪の現行犯）による規定の事件 

‐現場から「助けて」の声があった場合 

‐一般の国民に公開されている場所の捜索で公開時間中の場合 

‐麻薬の製造，保管，売買，流通，使用の場所の捜索の場合 

司法警察官は，捜索の記録調書を作成しなければならず，その中で下記の項目を記載し

なければならない。 

‐検察官からの許可，その許可の日付及び時間 

‐場所の占有者若しくは証人の表示 

司法警察官は，弁護士の事務所の捜索をすることができない。検察官若しくは予審判事

のみが，弁護士会の会長，その代表団又は弁護士本人の立ち会いにおいて，弁護士の事務

所を捜索することができる。 

１人の検察官若しくは予審判事の立ち会いの下で，情報機関（メディア）の職業上の自

由が担保され，情報を滞りなく発信できるように保障できる場合において，司法警察官が

メディア機関の建物を捜索することができる。 

 

第９２条（証拠物の封印） 

司法警察官は，証拠物を押収することができる。証拠物を封印しなければならない。 

押収の証拠物を場所の占有者若しくは証人に対して見せた後，司法警察官は，押収した

証拠物の記録調書及びその目録を作成しなければならない。その記録調書には，場所の占

有者若しくは二人の証人が署名をし，指紋押捺をしてもらわなければならない。 

 

第９３条（尋問の記録調書） 

司法警察官は，犯罪の被疑者を呼び出したり，自分の機関に同行を求めて尋問を行った

りすることができる。 

尋問の結果については，記録調書を作成しなければならない。 

記録調書には，尋問された人の陳述を正確に記録しなければならない。必要に応じて，

通訳人を選任することができ，その通訳人に，正確に通訳することの宣誓を信仰又は宗教

の下で行わせなければならない。通訳人を警察官，憲兵又は当該事件に係る者から選ぶこ

とはできない。 

記録調書の各ページには，陳述者の署名及び指紋押捺をしなければならない。 

署名及び指紋押捺をする前に，陳述をした人は，その記録調書を再度読み上げなければ

ならない。必要な場合，司法警察官は，大きな声でその記録調書を読み上げなければなら

ない。司法警察官は，通訳人を呼ぶことができる。またその人が署名及び指紋押捺を拒絶

した場合，司法警察官がその旨を記録調書に記載しなければならない。 

 

第９４条（現行犯捜査の場合の出頭命令） 
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事件の情報を得るために，司法警察官は，どのような人でも呼び出して尋問をすること

ができる。 

呼出を受けた者は，出頭しなければならない。それを拒絶した場合，司法警察官は，検

察官に通知し，出頭命令を出してもらわなければならない。この出頭命令には，関係者の

表示，期日，検察官の署名及び公印を押さなければならない。出頭命令によって，司法警

察官は，公権力を使って強制的に出頭をさせることができる。本法第９３条（尋問の記録

調書）第２項から第５項までを適用する。 

 

第９５条（技術的若しくは科学的鑑定） 

技術的若しくは科学的鑑定が必要な場合，司法警察官がその専門家に依頼をすることが

できる。もしその専門家が本法第１６３条（専門家の国家名簿）の規定による専門家名簿

に載っていない場合，その専門家に宣誓を信仰又は宗教の下で行わせ，裁判所に協力をし

てもらわなければならない。 

 

 

第３章 身柄拘束 
第９６条（身柄拘束） 

捜査上の必要に応えるために，司法警察官は，犯罪の被疑者の身柄を拘束することがで

きる。また，下記の条件が成就した場合，司法警察官は，犯罪に係る情報が得られそうな

人の身柄を拘束することもできる。 

‐情報提供可能な人であるが，その情報の提供を拒絶した場合 

‐検察官から書面で身柄拘束を許可した場合。 

司法警察官は，直ちに，検察官に報告をし，それに身柄拘束に必要な全ての証拠も付け

なければならない。身柄拘束は，４８時間までである。時間の計算の起点は，本人が警察

機関若しくは憲兵機関への到着時である。 

重犯罪に関しては，身柄を拘束された者は，犯罪者である証拠が少しでもあり，拘束の

延長によって捜査活動が円滑にできれば，その身柄拘束期間を延長することができる。身

柄拘束の期間延長をするには，検察官の許可を得なければならず，検察官は，その合理性

を確認しなければならない。身柄拘束の期間延長の許可は，書面で行わなければならず，

それにその延長の理由も明示し，さらにそれを事件の記録に綴じ込まなければならない。

拘束期間の延長は，特別な措置である。その延長期間は，輸送時間を除いて２４時間まで

とする。 

身柄を拘束された人は，未成年者であれば，その身柄拘束の期間延長を許可することは

できない。 

重犯罪の場合において，１４歳から１６歳未満までの未成年者の身柄拘束は，３６時間

を超えることができない。 
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中犯罪の場合において，１４歳から１６歳未満までの未成年者の身柄拘束は，２４時間

を超えることができない。 

重犯罪の場合において，１６歳から１８歳未満までの未成年者の身柄拘束は，４８時間

を超えることができない。 

中犯罪の場合において，１６歳から１８歳未満までの未成年者の身柄拘束は，３６時間

を超えることができない。 

１４歳未満の未成年者の身柄を拘束することはできない。 

 

第９７条（身柄拘束についての記録調書） 

ある人の身柄拘束を決定するとき，司法警察官は，直ちにその決定を本人に通知し，そ

の身柄拘束の決定の理由も知らせなければならない。司法警察官は，本法第９８条（身柄

拘束時の弁護士の支援）で規定されている権利を有することも，本人に伝えなければなら

ない。必要であれば，司法警察官は，通訳人を呼ぶこともできる。司法警察官は，その身

柄拘束について，直ちに記録調書を作成し，その記録調書に下記の項目を記載しなければ

ならない。 

‐身柄拘束を命令した司法警察官の氏名及び職位 

‐身柄拘束された人の表示 

‐身柄拘束の理由 

‐身柄拘束の期日及び時間 

‐本法第９８条（身柄拘束時の弁護士の支援）で規定されている権利の通知について 

‐通訳人がいた場合の通訳人の氏名 

本記録調書を身柄拘束された人に読ませた後，本人の署名又は指紋押捺をもらわなけれ

ばならない。もし身柄拘束をされた人が読み書きできない場合，司法警察官は，その記録

調書を読み上げなければならない。もし身柄を拘束された人が署名若しくは指紋押捺を拒

絶した場合，司法警察官がその旨を記録調書に記載しなければならない。記録調書は，事

件記録に綴じ込まなければならない。 

 

第９８条（身柄拘束時の弁護士の支援） 

身柄拘束を開始してから２４時間経過後，身柄を拘束された人は，弁護士又は事件に関

与した人以外で自分が指名した人と話をすることを要求することができる。その人には，

直ちにかつ緊急的に，あらゆる手段で通知をしなければならない。その人は，話の内容を

守秘することを条件に３０分会話をすることができる。話をした後，その人が書面で記録

し，事件の記録に付けることができる。 

 

第９９条（身柄拘束時の医師の支援） 

検察官又は司法警察官は，いつでも，医師に，拘束された人の診察を求めることができ
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る。医師は，身柄を拘束された人の健康状態が拘束に耐えられるかどうかを診断しなけれ

ばならない。 

もし医師が身柄を拘束された人の健康状態は拘束に耐えられないと判断した場合，司法

警察官は，直ちに，検察官に報告をしなければならない。医師は，拘束された人の健康状

態が身柄拘束に耐えられないことの診断書を発行し，それを事件の記録に綴り込まなけれ

ばならない。 

司法警察官は，その医師の氏名，その健康診断の年月日及び時間を記録調書に記載しな

ければならない。 

検察官は，直接現場へ行き，身柄拘束の条件を確認することができる。 

 

第１００条（拘束された未成年者） 

身柄を拘束された人が未成年者の場合，司法警察官が，直ちに，その未成年者の親，法

定代理人又は保護者にあらゆる手段で伝えなければならない。 

 

第１０１条（身柄拘束簿） 

身柄拘束者を受ける警察機関及び憲兵機関の各事務所において，身柄拘束簿を１つ備え

なければならない。 

全ての拘束事件は，身柄拘束簿に登録し，下記の項目を記載しなければならない。 

‐拘束命令を出した司法警察官の氏名及び職位 

‐拘束された人の表示 

‐拘束開始期日及び時間，身柄拘束が解かれた期日及び時間 

‐拘束期間延長があった場合の拘束延長許可者の氏名及び職位 

‐医師による診察があった場合の身柄拘束者の診察をした医師の氏名 

‐拘束期間経過後の裁判所機関の決定の種類 

この登録簿は，裁判所機関のために常時保管しなければならない。 

 

第１０２条（身柄拘束のまとめの記録調書） 

全ての身柄拘束は，そのまとめの報告書を作成しなければならない。 

まとめの記録調書には，下記の項目を記載しなければならない。 

‐拘束命令を出した司法警察官の氏名及び職位 

‐拘束された人の表示 

‐身柄拘束の理由 

‐拘束開始期日及び時間 

‐検察官への通知の手続 

‐本法第１００条（拘束された未成年者）を適用した場合の通知の手続 

‐身柄拘束された人を診察した医師の氏名 
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‐本法第９８条（身柄拘束時の弁護士の支援）を適用した場合，身柄拘束者と会話をし

た人の表示 

‐身柄拘束延長を許可した裁判官の氏名及び職位 

‐各尋問時間及び休憩時間 

‐身柄拘束の期日及び時間 

‐身柄拘束終了時の裁判所機関の決定の種類 

‐身柄拘束実行の条件及び起こり得る事柄 

このまとめの記録調書は，事件記録に閉じこまなければならない。 

 

 

第４章 身柄の送検 
第１０３条（身柄を拘束された人の送検） 

身柄拘束期間を経過したら拘束された人を 

‐検察官に送検する 

‐釈放する 

この決定は，検察官が行う。 

 

第１０４条（送検の期間） 

身柄拘束者を検察官に送検した場合，直ちに，検察官の面前に連れて行かなければなら

ない。 

輸送の難しさや輸送距離の長さの特別な事情によって，身柄拘束者の検察官への送検が

当日にできない場合，検察官によって，その送検の期間を延長することができる。 

あらゆるケースにおいて，身柄拘束者の検察官への送検は，できるだけ最短の時間で行

わなければならない。 

送検の遅延の理由は，司法警察官によって事件記録に記載し，検察官に提出しなければ

ならない。 

 

 

第５章 実際の事件での尋問の方法 
第１０５条（傍受の禁止等） 

司法警察官は，傍受及び電話での会話の録音を命令する権限はない。司法警察官は，フ

ァックスやインターネットのメール等の通信方法による通話の傍受又は会話の録音等を命

令する権限はない。 

 

第１０６条（実際の捜査の期間） 

実際の事件の捜査期間は，実行の日から７日間を超えることはできない。捜査は，この
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期間内において常時行わなければならない。もし捜査を７日間以内に終えることができな

い場合，司法警察官は，検察官の意見を求めなければならない。 

 

第１０７条（検察官への記録調書の送付） 

捜査終了後，司法警察官は，検察官に記録調書及び証拠を送らなければならない。 

ある人の身柄を検察官へ送検をするときは，記録調書及びその証拠も同時に送らなけれ

ばならない。 

 

第１０８条（記録調書への記載事項） 

司法警察官が作成する記録調書には，次の項目を記載しなければならない。 

‐司法警察官の氏名及び職位 

‐司法警察官が所属する機関 

‐期日 

各ページには，司法警察官が署名をしなければならない。 

削除の文言及び参照があった場合，司法警察官の同意の確認が必要であり，ページの縁

に司法警察官が署名をしなければならない。 

尋問又は身柄拘束の記録には，関係者の表示をしなければならない。 

 

第１０９条（規定に違反した場合の無効化） 

下記の本法条文の規定の方法及び手続は絶対に守らなければならない。そうでない場合，

その手続は無効である。 

‐第９０条（調査及び検証の記録調書） 

‐第９１条（捜索） 

‐第９２条（証拠物の封印） 

‐第９３条（尋問の記録調書） 

‐第９４条（現行犯捜査の場合の出頭命令） 

‐第９５条（技術的若しくは科学的鑑定） 

‐第９６条（身柄拘束） 

‐第９７条（身柄拘束についての記録調書） 

‐第９８条（身柄拘束時の弁護士の支援） 

‐第９９条（身柄拘束時の医師の支援） 

‐第１００条（拘束された未成年者） 

‐第１０５条（聞き取りの禁止等） 

‐第１０６条（実際の捜査の期間） 

‐第１０８条（記録調書への記載事項） 
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第１１０条（裁判官の考察権） 

原則として，記録調書は，あくまで情報の価値しかない。しかし，司法警察官の記録調

書は，“原資料”として保存し，つまりそれを覆す証拠が出るまで信じなければならない

資料である。それを覆す証拠は，いつでも，どのような合法的な手段でも，裁判官に提出

をすることができる。 

実際の犯罪捜査の枠組みにおいて，裁判官は，司法警察官が作成した記録調書を自由に

考察することができる。 

 

 

第３部 初期捜査 
第１章 初期捜査 

第１１１条（初期捜査の開始） 

重犯罪，中犯罪又は軽犯罪である可能性のある事件を知った場合，司法警察官は，自分

で初期捜査を行うことができ，又は検察官の依頼によって初期捜査を行うことができる。 

 

第１１２条（初期捜査に対する手続） 

本法の下記の条文は，初期捜査にも適用する。 

‐第９０条（調査及び検証の記録調書） 

‐第９５条（技術的若しくは科学的鑑定） 

‐第１０５条（聞き取りの禁止等） 

‐第１０７条（検察官への記録調書の送付） 

‐第１０８条（記録調書への記載事項） 

 

第１１３条（捜索） 

もしその初期捜査が重犯罪若しくは中犯罪に関係する場合，司法警察官は，捜索及び証

拠の押収をすることができる。 

司法警察官は，まず現場の占有者の明確及び正確な同意を得なければならない。 

上記の同意は，書面で行わなければならず，しかも現場の占有者が直に書かなければな

らない。もし現場の占有者が文字の読み書きができない場合，記録調書に明確に現場の占

有者が文字の読み書きができないが，捜索に同意したと記載をしなければならない。 

もし現場の占有者が不在であるか，捜索を拒絶した場合，土地管轄の始審裁判所の所長

は，検察官の申立てで捜索を許可することができる。その捜索の指揮は，検察官が直接行

わなければならない。捜索は，現場の占有者の立ち会いで捜索を行わなければならず，現

場の占有者がいない場合，２人の証人の立ち会いで行わなければならない。証人は，検察

官によって選任される。証人は，その捜索活動に参加している機関である警察官若しくは

憲兵であってはならない。捜索活動は，朝の６時前及び１８時以降に開始をすることがで
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きない。 

証拠物の押収において，本法第９２条（証拠物の封印）を適用する。 

 

第１１４条（出頭命令，初期捜査） 

司法警察官は，犯罪の加担者であると疑われる人又は事件に関する情報を得られる人を

呼び出して尋問をすることができる。 

呼出を受けた者は，出頭しなければならない。それを拒絶した場合，司法警察官は，検

察官に通知し，出頭命令を出してもらわなければならない。この出頭命令には，関係者の

表示，期日及び検察官の署名及び公印を押さなければならない。出頭命令によって，司法

警察官は，公権力を使って強制的に出頭をさせることができる。 

 

第１１５条（尋問の陳述の記録調書，初期捜査） 

各尋問の陳述について，その記録調書を作成しなければならない。 

記録調書には，関係者の陳述を正確に記載しなければならない。必要に応じて，通訳人

を呼び，その通訳人に正確に通訳することの宣誓を信仰又は宗教の下で行わせなければな

らない。通訳人を同事件に関係する警察官若しくは憲兵から選ぶことはできない。 

 

第１１６条（被疑者の身柄拘束） 

重犯罪若しくは中犯罪の初期捜査を行うとき，本編の第２部（事件の捜査）第３章（身

柄拘束）及び第４章（身柄の送検）の規定を準用する。 

 

第１１７条（規定に違反した場合の無効化） 

初期捜査の枠組みにおいて，下記の本法条文の規定の方法及び手続は絶対に守らなけれ

ばならない。そうでない場合，その手続は無効である。 

‐第９６条（身柄拘束） 

‐第９７条（身柄拘束についての記録調書） 

‐第１００条（拘束された未成年者） 

‐第１０５条（聞き取りの禁止等） 

‐第１０７条（検察官への記録調書の送付） 

‐第１１３条（捜索） 

‐第１１４条（出頭命令，初期捜査） 

 

第１１８条（裁判官の考察権） 

原則として，記録調書は，あくまで情報の価値しかない。しかし，司法警察官の記録調

書は，“原資料”として保存し，つまりそれを覆す証拠が出るまで信じなければならない

資料である。それを覆す証拠は，いつでも，どのような合法的な手段でも，裁判官に提出
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をすることができる。 

初期捜査の枠組みにおいて，裁判官は，司法警察官が作成した記録調書を自由に考察す

ることができる。 

 

 

第４部 捜査段階で押収した物の所有者への返還 
第１章 捜査段階で押収した物の所有者への返還 

第１１９条（当局者による元の所有者に対する押収された物の返還） 

捜査の段階で押収した物で，事実を証明する効果がなく，それに所有権についての異議

申立てがない場合，検察官は，元の所有者に返還命令を発しなければならない。 

しかし，押収した物で，個人又は財産に被害を与える恐れのある物，例えば，銃器類，

爆発物等及び違法所持された物については，返還をすることはできない。それらの物は，

国の財産とし，又は廃棄処分の対象となる。 

返還がなされない場合，検察長官に異議申立てをすることができる。 

捜査中又は裁判中，検察官及び検察長官が返還をする義務はない。捜査を終え，不起訴

が確定した場合，検察官及び検察長官が返還命令を発しなければならない。 

 

第１２０条（押収された物の元の所有者への返還） 

起訴された裁判所が確定の判断を下し，その中で元の所有者への物の返還についての判

断がなされない場合で，返還の申立てがあったときは，その物の所有権に関する異議申立

てがない限り，検察官又は検察長官は，事案別で返還の判断をすることができる。 

 

 

第４編 捜査 
第１部 予審判事 

第１章 総則 
第１２１条（捜査の秘密性） 

捜査は，秘密に行わなければならない。捜査に参加した全ての人，特に裁判官，弁護士，

書記官，警察官，憲兵，公務員，専門家，通訳人，医師及び本法第９５条（技術的若しく

は科学的鑑定）で規定されている人たちは，職業上の秘密を守らなければならない。 

しかし，職業上の守秘行為は，自己の権利の保護の妨げにならない。 

また，関係の情報が正しく発信されていない場合において，検察官が公的に発信するこ

とを許される。 

守秘義務違反の場合，施行されている刑法によって罰せられる。 

 

第１２２条（捜査の実施） 
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重犯罪の場合，捜査を絶対しなければならない。中犯罪の場合，捜査を行ってもよいし，

行わなくてもよい。 

 

第１２３条（土地管轄） 

管轄を有する裁判官は，次のとおりである。 

‐犯罪が発生した場所の予審判事 

‐罪を犯した被疑者の住所地又は居所の予審判事 

‐被疑者が逮捕された場所の予審判事 

異なる始審裁判所の複数の裁判官の間で対立があり，同じ刑事事件の訴えを全員が受領

した場合，この事件を捜査委員会長に送付し，判断をしてもらわなければならない。 

複数の捜査委員会間の土地管轄の争いについては，最高裁判所長官が判断する。 

その判断は，争いを終わらせる。 

 

第１２４条（捜査請求決定） 

捜査は，本法第４４条（捜査の着手）の検察官の捜査を請求する決定の送付によって開

始される。 

捜査は，本法第４４条（捜査の着手）を準用し，氏名が明示される１人若しくは複数名

に対して行うことができ，氏名不詳の人物に対しても行うことができる。 

検察官の聞き取り捜査請求決定がなければ，予審判事は，聞き取り捜査活動を行うこと

はできない。 

原告として提起した民事訴訟を受領した場合，予審判事は，本法第１３９条（検察官へ

の訴訟の送付）及び第１４０条（供託金の支払）に従わなければならない。 

 

第１２５条（訴えの範囲） 

予審判事は，検察官から送付されてきた聞き取り捜査請求決定の中の訴えを受領する。

予審判事は，その訴えに記載されている事実についてのみ聞き取り捜査を行うことができ

る。 

聞き取り捜査の過程で新たに刑法違反に当たるような事実を発見した場合，予審判事が

検察官に通知しなければならない。検察官は，追加の聞き取り捜査請求で，その新しい事

実についての聞き取り捜査を予審判事に求めることができる。もしその追加の聞き取り捜

査請求がない場合，予審判事は，その新事実についての捜査を行うことはできない。 

しかし，新事実は，すでに受け取った聞き取り捜査請求に記載された事実を補強するだ

けであれば，予審判事は，追加の聞き取り捜査請求がなくても，それを捜査することがで

きる。 

 

第１２６条（被疑者を捜査の管理下に置く） 
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予審判事は，聞き取り捜査請求決定によって氏名の特定された被疑者を捜査の管理下に

置かなければならない。 

被疑者に関係する確度の高い証拠があった場合，聞き取り捜査請求決定に氏名の記載が

なくても，予審判事は，捜査の管理下に置くことができる。 

予審判事は，その被疑者を加害者，首謀者又は共犯者として捜査の管理下に置くことが

できる。 

 

第１２７条（有罪のための捜査及び無罪のための捜査） 

真実を追求するのに役立つのであれば，予審判事は，法の下でどのように捜査をしても

かまわない。 

予審判事は，有罪に持ち込むための捜査を行ってもいいし，無罪に持ち込むための捜査

を行ってもいい。 

 

第１２８条（書記官の支援） 

予審判事には，必ず１人の書記官が付かなければならない。どのような場合であっても，

書記官は，予審判事の仕事を代わりに行うことができない。 

 

第１２９条（書記官の役割） 

捜査記録は，書記官が保管をしなければならない。書記官は，できるだけ捜査記録の各

種資料を書き写さなければならない。書き写した資料には，原本に相違がないと記載をし

なければならない。それらの資料を予備として保管をしなければならない。 

記録の全ての資料には，番号を時系列どおりに振らなければならない。 

記録及び予備の書類は，予審判事の庁舎の書記官の事務所若しくは裁判所の安全な部屋

で保管しなければならない。 

弁護士及びその事務担当者は，予審判事の許可で，自分の費用で，書記官の管理の下で

資料を複写することができる。 

 

第１３０条（予審判事及び書記官の現場訪問） 

物の検証，捜索及び証拠の押収のために必要であれば，予審判事は，始審裁判所の土地

管轄の範囲内で，書記官を同行し，現場に出向いて捜査を行うことができる。 

その現場捜査については，予審判事が検察官に通知をしなければならない。検察官は，

予審判事と一緒に同行をすることもできる。 

捜査上の必要性があれば，予審判事は，書記官と一緒に，全国的に捜査を展開すること

ができる。この場合において，予審判事は，行先を管轄する高等検察庁の検察官に事前通

知をしなければならない。 

予審判事は，その捜査の記録調書を作成しなければならない。 
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第１３１条（捜査委任の決定） 

本法第１７３条（捜査委任決定）及び第１８４条（司法警察官による記録調書の作成）

で規定されている条件の下で，予審判事は，他の裁判官又は司法警察官若しくは司法警察

機関に対して，その捜査を委任することができる。 

 

第１３２条（検察官による業務実施依頼） 

捜査段階のどの時点であっても，必要があれば，検察官が予審判事に対して，ある項目

について捜査を依頼することができる。 

もし検察官からの依頼どおりの捜査を行わない場合，予審判事が１５日以内にそれを拒

絶する決定を出さなければならない。その決定には，拒絶の理由を記載しなければならず，

直ちに検察官に送らなければならない。 

もし予審判事がその１５日間以内に依頼に対する対応がなされない場合，検察官は，申

立書で捜査委員会に直接訴えを行うことができる。 

 

第１３３条（被疑者による捜査依頼） 

捜査期間中，被疑者は，いつでも，予審判事に，自分に対する聞き取り捜査を依頼した

り，民事訴訟の原告若しくは証人に対する聞き取り捜査を依頼したり，相手と対面する聞

き取り捜査を依頼したり，現場捜査を依頼したりすることができる。その依頼は，書面で

行わなければならず，その理由も付けなければならない。 

もしその依頼どおりに行わない場合，予審判事は，依頼を受け取ってから１か月以内に

依頼を拒絶する決定を出さなければならない。その決定には，理由を付けなければならず，

さらに直ちに検察官及び依頼者本人に通知しなければならない。 

もし依頼された捜査が１か月以内に実施されなければ，書面で捜査委員会に直接訴えて，

予審判事の代わりに決定をしてもらうことができる。 

 

第１３４条（民事訴訟の原告による捜査依頼） 

捜査段階のどの時点であっても，民事訴訟の原告は，予審判事に自分の陳述を聞いても

らうことを依頼したり，証人若しくは被疑者の陳述を聞いてもらうように依頼したり，対

面の聞き取りをしてもらったり，現場での捜査をしてもらうことを依頼したりすることが

できる。依頼は，書面で，理由も付けて行わなければならない。 

もしその依頼どおりに行わない場合，予審判事は，依頼を受け取ってから１か月以内に

依頼を拒絶する決定を出さなければならない。その決定には，理由を付けなければならず，

さらに直ちに検察官及び民事訴訟の原告に通知しなければならない。 

もし予審判事がその１か月以内に依頼に対する対応がなされない場合，民事訴訟の原告

は，申立書で捜査委員会に直接訴えて，予審判事の代わりに決定をしてもらうことができ
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る。 

 

第１３５条（捜査記録を検察官への送付） 

検察官は，いつでも捜査記録を見ることができ，又はチェックをするために捜査記録を

送付してもらうことができるが，２４時間以内に戻さなければならない。 

 

第１３６条（聞き取り捜査時の検察官の参加） 

聞き取り捜査時，特に被疑者に対する対面の聞き取り捜査時，検察官は，いつでも参加

することができる。 

 

第１３７条（民事訴訟の原告としての補助参加） 

聞き取り捜査着手時，被害者であると称する全ての人は，いつでも民事訴訟の原告とし

て，予審判事の前に参加をすることができる。 

民事訴訟の原告として補助参加するときは，特に手続は不要である。 

もし書面で民事訴訟の原告として補助参加をするときは，その書面を記録調書に綴じ込

まなければならない。口頭での補助参加の場合，予審判事が記録調書に記載をしなければ

ならない。 

民事訴訟の原告としての補助参加をするとき，予審判事は，検察官及び被疑者に通知を

しなければならない。 

 

第１３８条（民事訴訟の原告としての訴え） 

重犯罪若しくは中犯罪の被害者は，原告として民事訴訟を担当の予審判事に提起するこ

とができる。訴状は，被害者の代理人として弁護士が提出をすることもできる。 

 

第１３９条（検察への訴訟の送付） 

予審判事は，決定で，原告として提起された民事訴訟に対してコメントをしなければな

らない。予審判事は，その訴えを検察官に送付しなければならない。 

この原告として提起された民事訴訟を受け取った後，検察官は，捜査請求を決定で予審

判事に対して発出しなければならない。提起された民事訴訟は，特定の被告１人若しくは

複数人に対して起こされたとしても，捜査請求は，氏名不詳の人物に対してしてもよい。 

刑事起訴可能期間が過ぎた場合，若しくは刑事事件として不起訴処分の場合，検察官が

予審判事に捜査をしないように求めることができる。 

もし予審判事が捜査をしないと判断した場合，その理由を付けて，決定で，直ちに民事

訴訟の原告に通知しなければならない。 

もし捜査を行うと判断した場合，予審判事が理由を付けて，決定で，直ちに検察官に通

知しなければならない。 
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第１４０条（供託金の支払） 

民事訴訟の原告の財力及び事件の難しさを基に，予審判事は，決定で，民事訴訟の原告

が支払わなければならない金額及びその期日を決めなければならない。 

もし民事訴訟の原告がその供託金を支払えない場合，予審判事は，それを免除すること

ができる。本決定は，直ちに民事訴訟の原告に通知しなければならない。 

供託金が支払われたとき，民事訴訟の原告に，裁判所所長，検察官及び書記官の署名付

きの領収証が交付される。 

もし供託金が予審判事の決定した期日内に支払われなかった場合，予審判事が，決定で，

その民事訴訟を受領できないことを直ちに民事訴訟の原告に通告する。 

手続の終了後，供託金は，本人に還付される。ただし，本法第１４１条（濫用又は手続

遅延の訴え）を適用した場合，この限りでない。 

 

第１４１条（濫用又は手続遅延の訴え） 

もし原告として民事訴訟が提起され，その捜査が着手されたが，不起訴によってその捜

査が終了された場合，予審判事がその民事訴訟は濫用され，若しくは遅延行為であると判

断したときは，決定で，民事訴訟の原告に対して民事の過料を科することができる。過料

の金額は，供託の金額を超えることはできない。この過料の決定は，直ちに本人に通知を

しなければならない。 

 

第１４２条（損害修復の訴え） 

もし原告として民事訴訟が提起され，その捜査が着手されたが，不起訴によりその捜査

の終了が確定された場合で，しかもその訴訟が濫用されたか，若しくは遅延行為であった

とき，その訴訟に登場されている人物が訴訟を起こした人に対して損害修復の訴えを起こ

すことができる。 

この損害修復の訴えは，捜査を行った始審裁判所に提起をしなければならない。裁判所

は，審査をするために事件の記録を請求することができる。 

 

 

第２章 予審判事の調査 
第１節 調査に置かれたことの通知 

第１４３条（調査に置かれたことの通知） 

最初の出頭時，予審判事は，被疑者の身分を確認し，その容疑及び法律で規定している

罪名を伝えなければならない。予審判事は，被疑者に答えてもいいし，答えなくてもいい

と伝える。そのことを最初の出頭記録調書に記載をしなければならない。 

もし被疑者が答えたい場合，予審判事がその答えを聞かなければならない。 

予審判事は，被疑者に弁護士会の規則に基づいて弁護士を任意に選任し，若しくは弁護
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士を選任してもらうことができる旨を伝えなければならない。 

被疑者が未成年者の場合，必ず弁護士が立ち会わなければならない。もし被疑者が弁護

士を任意で選任しなければ，弁護士会の規則に基づいて選任をしなければならい。 

第１回目の出頭後，もし被疑者が拘束されない場合，自分の所在の住所を予審判事に伝

えなければならない。被疑者には，次のことが通知される。 

‐居住地を変更した場合，必ず予審判事に報告をしなければならない。 

‐被疑者が報告した最後の居住地の住所に伝達された情報は，被疑者に直接伝えたとみ

なす。 

通知及び居住地の変更に関する項目は，最初の出頭の記録調書に記載をしなければなら

ない。 

 

第１４４条（通訳人の支援） 

必要があれば，予審判事は，通訳人を呼び出さなければならない。通訳人は，信仰又は

宗教の下で裁判所を支援し，陳述を正しく通訳することを宣誓しなければならない。どの

ような場合においても，通訳人を裁判官，書記官，警察官，憲兵，当事者若しくは証人か

ら選ぶことはできない。 

 

 
第２節 被疑者の尋問 

第１４５条（尋問時の弁護士の立ち会い） 

尋問に弁護士が立ち会わなければならない場合，予審判事は，立ち会いの弁護士を少な

くとも尋問の５日前までに呼び出さなければならない。その間，弁護士は，事件の手続の

記録を読むことができる。 

被疑者の尋問は，自分の弁護士に立ち会いの下でしかされない。しかし，もし適切に呼

び出された弁護士が定められた期日及び時間に現れない場合，弁護士不在でも尋問をする

ことができる。その不在を記録調書に記載しなければならない。 

被疑者が弁護士の立ち会いを明確に放棄した場合において，予審判事が弁護士を呼び出

さずに尋問をすることができる。その放棄については，記録調書に記載しなければならな

い。 

緊急時，予審判事が弁護士を呼び出さずに尋問をすることもできる。その緊急性とは，

死亡の危険性があるか，若しくは証拠の滅失の危険性がある場合である。その緊急性の種

類は，記録調書に記載をしなければならない。 

この尋問は，本法第１４４条（通訳人の支援）の規定に基づいて通訳人を呼び出すこと

ができる。 

 

第１４６条（予審判事の許可による尋問） 

被疑者を尋問するとき，予審判事の許可があれば，検察官若しくは弁護士も尋問をする



51 
 

ことができる。 

許可されない場合，その旨を記録調書に記載をしなければならない。 

 

第１４７条（追及） 

被疑者を追及尋問するとき，本法第１４５条（尋問時の弁護士の立ち会い）及び第１４

６条（予審判事の許可による尋問）の規定も適用する。 

 

第１４８条（尋問の最長期間） 

最初の出頭から４か月が経過した場合，被疑者を尋問又は追及の尋問をすることはでき

ない。被疑者から要求があった場合，尋問をしなければならない。もし予審判事が要求の

日から１か月以内に被疑者を呼び出して尋問をしなければ，その被疑者は，捜査委員会に

直接訴えて，尋問をしてもらうことができる。その時の記録調書は，予審判事に送られる。 

 

第１４９条（被疑者の自己防御） 

弁護士は，拘束されている被疑者と留置所でいつでも会うことができる。弁護士と被疑

者の会話を聞いたり録音をしたりすることはできない。弁護士は，事件の記録を被疑者に

読んで聞かせることができる。しかし，その記録のコピーを被疑者に渡すことはできない。 

 

 
第３節 民事訴訟の原告の尋問 

第１５０条（民事訴訟の原告の尋問） 

民事訴訟の原告は，弁護士に同行をしてもらうことができる。 

この場合，予審判事は，弁護士を少なくとも尋問の５日前までに呼び出さなければなら

ない。その間，弁護士は，事件の手続の記録を読むことができる。 

民事訴訟の原告の尋問は，弁護士の立ち会いの下でしかされない。しかし，もし適切に

呼び出された弁護士が定められた期日及び時間に現れない場合，弁護士不在でも民事訴訟

の原告を尋問することができる。その不在を記録調書に記載しなければならない。 

民事訴訟の原告が弁護士の立ち会いを明確に放棄した場合において，予審判事が弁護士

の立ち会いなしでも民事訴訟の原告を尋問することができる。その放棄については，尋問

調書と別の記録調書に記載しなければならない。 

緊急時，予審判事が弁護士を呼び出さずに民事訴訟の原告を尋問することもできる。そ

の緊急性とは，死亡の危険性があるか，若しくは証拠の滅失の危険性がある場合である。

その緊急性の種類は，尋問の記録調書に記載をしなければならない。 

この尋問は，本法第１４４条（通訳人の支援）の規定に基づいて通訳人を呼び出すこと

ができる。 

 

第１５１条（予審判事の許可による尋問） 
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尋問をするとき，予審判事の許可があれば，検察官若しくは弁護士も尋問をすることが

できる。許可されない場合，その旨を記録調書に記載をしなければならない。 

 

第１５２条（追及又は相手との対面尋問） 

民事訴訟の原告を尋問するとき，本法第１５０条（民事訴訟の原告の尋問）及び第１５

１条（予審判事の許可による尋問）の規定も適用する。 

 

 
第４節 証人尋問 

第１５３条（証人尋問） 

真実を追求するのに役立つのであれば，予審判事は，どの人でも尋問をすることができ

る。 

予審判事は，被疑者及び民事訴訟の原告を立ち会わせずに証人を別々に尋問する。また，

予審判事は，被疑者及び民事訴訟の原告と証人を対面させて尋問をすることもできる。 

証人として呼び出された者は，必ず出頭しなければならない。 

出頭を拒絶した場合，予審判事が公権力を依頼して，強制的に証人を連れてくることが

できる。予審判事は，出頭命令を出す。その命令には，証人の表示，それに期日及び予審

判事の署名及び公印がなければならない。 

 

第１５４条（証人の宣誓） 

尋問に答える前に，証人は，信仰又は宗教の下で真実を話すと宣誓をしなければならな

い。宣誓の文言は，本法の付録によって規定する。 

 

第１５５条（通訳人の支援） 

予審判事は，本法第１４４条（通訳人の支援）の規定に基づいて，証人の尋問に通訳人

を呼ぶことができる。 

 

第１５６条（宣誓不要な証人） 

下記の人々に対する尋問は，宣誓をさせる必要がない。 

１．被疑者の父母及び尊属 

２．被疑者の息子娘及び卑属 

３．被疑者の兄弟 

４．被疑者の義理の兄弟 

５．被疑者の夫，妻，元夫又は元妻 

６．１４歳未満の子供 

 

第１５７条（尋問不可の一部の証人） 
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自己防衛権を守るために，予審判事は，犯罪の被疑者に，証人としての尋問を行うこと

はできない。この場合において，予審判事は，本法第１４３条（調査に置かれたとの通知）

を適用しなければならない。 

 

第１５８条（証人の居住地に出向く） 

証人が病気又は移動できない場合，予審判事及び書記官は，証人の居住地又は居所に出

向いて尋問をすることができる。 

 

 

第５節 捜索及び証拠物の押収 

第１５９条（捜索の実施方法） 

予審判事は，捜索をすることができる。 

予審判事は，場所の占有者の面前，若しくは占有者がいない場合は２人の証人の面前で

捜索をしなければならない。証人は，その捜索に参加している警察官又は憲兵から選任を

することはできない。 

予審判事は，朝の６時前又は１８時以降に捜索を開始することはできない。ただし，次

の場合，その限りではない。 

‐一般住民に広く公開されているところの捜索 

‐麻薬類の製造，保管，売買，流通又は使用している場所の捜索 

弁護士の事務所の捜索の場合，弁護士会の会長若しくはその代表団の面前で行われなけ

ればならない。 

予審判事は，捜索の記録調書を作成し，自分と書記官及び場所の占有者若しくは２人の

証人が署名をしなければならない。 

記録調書には，占有者の表示又は各証人の表示を記載しなければならない。捜索は，弁

護士事務所で行われた場合，弁護士会の会長若しくはその代表団の立ち会いについても記

載をしなければならない。 

 

第１６０条（証拠物の封印） 

予審判事は，証拠物を押収することができる。証拠物を封印しなければならない。 

押収された証拠物を場所の占有者若しくは２人の証人に見せた後，予審判事は，その証

拠物の押収及び押収物の目録を作成しなければならない。押収に関する記録調書には，予

審判事，書記官及び場所の占有者又は２人の証人が署名をしなければならない。記録調書

には，場所の占有者又はそれぞれの証人の表示の記載をしなければならない。 

 

第１６１条（予審判事による押収物の元の所有者への返還） 

事件に対する解決に係る決定が出されていない状態において，押収物に係る所有権につ
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いての明確な異議がない場合，その押収物を元の所有者への返還については予審判事がそ

の権限を有する。その返還について，検察官の意見を受けて，予審判事が理由を付けて決

定で行う。もしその返還についての申立てがあった場合，申立者若しくはその弁護士に対

してその決定を通知しなければならない。 

もし証拠物の返還によって真実が証明できなくなる恐れがあった場合，それを返還して

はならない。 

押収物で，個人又は財産に被害を与えるような物，例えば，銃器類，爆発物等及び違法

所持された物については，返還してはならない。それらの押収物は，国の財産となる。 

 

 

第６節 鑑定 

第１６２条（鑑定の必要性） 

技術的な問題が発生した場合，予審判事が職権で，若しくは検察官，被疑者又は民事訴

訟の原告の申立てで，鑑定を命令することができる。 

鑑定を拒絶した場合，予審判事がその理由を付けて，決定で行わなければならない。鑑

定の申立てが検察官から出された場合，予審判事は，５日以内に決定を出さなければなら

ず，被疑者若しくは民事訴訟の原告から出された場合，１か月以内に決定を出さなければ

ならない。その決定は，直ちに申立人に通知しなければならない。 

 

第１６３条（専門家の国家名簿） 

専門家の国家名簿を作成しなければならない。この名簿は，司法大臣によって作成しな

ければならない。登録手続及び削除手続は，省令で規定しなければならない。 

登録された専門家は，プノンペンの高等裁判所で，信仰又は宗教の下で正義のために誠

実に支援することを宣誓しなければならない。鑑定を行うとき，すでに登録された専門家

は，再度宣誓をする必要はない。 

 

第１６４条（国家名簿に載っていない専門家の選任） 

通常，予審判事は，専門家を国家名簿から選任しなければならない。 

予審判事は，国家名簿に載っていない専門家を選ぶこともできるが，その場合，その特

別な理由を決定に記載しなければならない。また，その専門家に自分の信仰又は宗教の下

で正義のために誠実に支援することを宣誓させなければならない。 

 

第１６５条（専門家選任の決定） 

専門家は，予審判事の決定によって選任される。その決定には，専門家の任務及びその

実施期間を規定しなければならない。 

任務は，あくまで技術関連のみである。 
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可能であれば，予審判事は，専門家に，押収された物の一部若しくは全部渡す。予審判

事は，押収された物の専門家への引渡しについて，記録調書を作成しなければならない。

専門家は，鑑定をするために封印を解いてもいい。もし専門家が押収された物に損傷若し

くは破壊をするようなことがあれば，実施をする前に予審判事に通知し，事前の許可をも

らわなければならない。 

 

第１６６条（予審判事による専門家の鑑定業務の監督） 

専門家は，予審判事の監督の下で鑑定を行わなければならない。専門家は，鑑定の難し

さなどの実施状況を予審判事に報告をしなければならない。 

もし専門家が予審判事の決めた期間内に鑑定できない場合，予審判事は，この専門家の

代わりに鑑定をしてもらうことができる。しかし，必要性があれば，予審判事は，その期

間の延長を許可することもできる。 

 

第１６７条（専門家の鑑定実施に必要な事） 

鑑定実施のために，専門家は，被疑者以外の人から事情を聴くことができる。これらの

回答は，あくまで一般情報としての価値しか持っていない。質問された人物は，特に宣誓

をする必要はない。 

もし被疑者に尋問をする必要があった場合，専門家は，予審判事の許可をもらうことが

できる。被疑者は，専門家に弁護士の立ち会いの下で尋問をすることを申し出ることがで

きる。 

しかし，もし予審判事が医師若しくは心理士を専門家として選任をした場合，被疑者の

心理鑑定については弁護士を立ち会わせてはならない。 

 

第１６８条（専門家の報告） 

鑑定を終えたら，専門家は，報告書を作成しなければならない。その報告書には，実施

されたことを詳細にし，それに専門家自身の考察を書かなければならない。専門家は，鑑

定を自分自身で行ったことを明確にしなければならない。報告書には，期日及び署名が必

要である。 

もし鑑定した物の封印を解いた場合，報告書の中にその旨を明記しなければならない。 

報告書を提出するとき，専門家は，押収された物も予審判事に返還をしなければならな

い。押収された物の封印が解かれた場合，予審判事が再度封印をしなければならない。押

収された物の返還及び再封印についての記録調書を作成しなければならない。 

押収された物が鑑定によって損傷若しくは破壊された場合，専門家は本法第１６５条（専

門家選任の決定）第３項第３文の規定どおり，報告書の中に，予審判事からの許可を得た

ことを明記しなければならない。 

可能であれば，専門家は，この報告書の写しを取って予審判事に提出をする。 
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第１６９条（複数名の専門家の選任） 

必要があれば，予審判事は，複数名の専門家を選任することができる。 

この場合において，もし専門家の間で異なる意見があったら，各自自分の考え方及び同

意できないことについて書かなければならない。 

 

第１７０条（鑑定の結果の通知） 

鑑定の報告書が完成されたら，予審判事は，検察官に通知しなければならない。 

鑑定の報告書は，捜査記録調書に閉じこまなければならない。 

予審判事は，被疑者及び弁護士を呼び出して，その鑑定の結果を伝えなければならない。 

予審判事は，検察官，被疑者若しくは民事訴訟の原告に追加鑑定又はクロス鑑定の申立

期間を設定しなければならない。この期間は，１０日以下にすることはできない。この間

において，弁護士は，鑑定結果を含む事件記録を見ることができる。 

追加の鑑定若しくはクロス鑑定の全ての陳述は，理由も付けなければならず，しかも書

面で行わなければならない。 

もし予審判事が鑑定の申立てを拒絶する場合，その理由も付けて，決定でしなければな

らない。申立ては，検察官から出された場合，予審判事は５日以内に決定を出さなければ

ならず，被疑者若しくは民事訴訟の原告から出された場合，１か月以内に決定を出さなけ

ればならない。その決定は，直ちに申立人に通知しなければならない。 

予審判事が決めた期間を経過して出された申立ては，事件の記録調書に入れなければな

らない。 

もし予審判事が追加鑑定又はクロス鑑定の申立てについて本法第１６２条（鑑定の必要

性）又は本条の規定に従って決定しない場合，申立人が，申立てで，捜査委員会に訴えを

直接提起し，予審判事の代わりに決定をしてもらうことができる。 

 

第１７１条（鑑定の費用） 

鑑定の費用は，申立人の負担である。 

予審判事，検察官又は司法警察官が鑑定の申立てを行った場合，その費用は，国庫の負

担である。 

 

 

第７節 電話の傍受 

第１７２条（予審判事の命令による電話等の傍受） 

真実を明確にするために必要であれば，予審判事は，聞き取り及び電話での会話の録音

を命令することができる。予審判事は，ファックスやインターネットのメール等の通信方

法による通話の傍受又は会話の録音等を命令することもできる。 
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予審判事は，全ての公的機関あるいは専門家に盗聴又は録音等の機器の設置を依頼する

ことができる。予審判事は，決定の中で傍受する通信の種類及びその任務の期間を明確に

指示しなければならない。 

任命された公的機関若しくは公務員は，予審判事の依頼どおり実施をしなければならな

い。それを実施するとき，任命された公的機関若しくは公務員は，予審判事にその任務の

実施状況や難しさなどを報告しなければならない。任務終了後，その公的機関若しくは公

務員は，録音された会話を書き起こさなければならない。書き起こした内容は，会話を忠

実に反映しなければならない。録音された資料は，予審判事に提出し，ラベルを付けなけ

ればならない。 

予審判事は，いつでも，傍受又は録音している場所へ出向くことができる。その場所へ

の立ち入りは，どのような理由であれ，軍の施設であっても，予審判事にそれを禁止する

ことはできない。 

予審判事は，捜査委任の決定で，そのことを自ら行ってもよい。 

 

 

第８節 捜査委任の決定 

第１７３条（捜査委任の決定） 

予審判事は，捜査委任の決定によって，自分の所属の裁判所の他の判事，他の裁判所の

判事，司法警察官若しくは司法警察機関に対して，その業務を委任することができる。 

 

第１７４条（捜査委任の決定の内容） 

捜査委任の決定には，その業務の内容を記載しなければならない。その内容は，直接に

犯罪と関わりのあるものでなければならない。捜査委任の決定は，一般的な記述ではなく，

明確に詳細にしなければならない。 

予審判事は，捜査委任の決定の中で，その業務の期間を決めなければならない。 

捜査委任の決定には，日付を記載し，さらに予審判事が署名をして，公印を押さなけれ

ばならない。 

予審判事は，いつでも，捜査委任の決定を撤回することができる。 

 

第１７５条（別の裁判官に対する捜査委任の決定） 

捜査委任の決定は，別の裁判官に対して出された場合，その裁判官が予審判事の全ての

権限を有する。 

 

第１７６条（司法警察官に対する捜査委任の決定） 

捜査委任の決定は，司法警察官に対して出された場合，その司法警察官が本法第１７８

条（調査及び観察に関する記録調書）から第１８４条（司法警察官による記録調書の作成）
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までに規定されている権限を有する。 

捜査委任の決定の実行に際して，司法警察官は，予審判事の監督下に置かれ，その予審

判事にのみ報告をする。 

 

第１７７条（司法警察官による捜査委任の決定の実行） 

本法第６８条（土地管轄の拡張）第２項及び第３項の場合を除き，司法警察官は，捜査

委任の決定で記載されている業務を自分の管轄内で実施する。 

第１７８条（調査及び観察に関する記録調書） 

司法警察官は，調査及び観察に関する記録調書を作成しなければならない。 

第１７９条（司法警察官の連絡方法及び質問をする方法） 

司法警察官は，証人を呼び出して質問をすることができる。 

質問をする前に，証人に，信仰又は宗教の下で真実を述べることを宣誓させなければな

らない。しかし，本法第１５６条（宣誓不要な証人）で規定している証人は，宣誓が不要

である。自己防御であるため，司法警察官は，犯人であると疑わしい人を証人として質問

をすることはできない。もしある証人を質問し，その人が犯人であると疑われる場合，そ

の質問を中止し，予審判事にその旨を報告しなければならない。司法警察官は，通訳人を

呼んで，自分の信仰又は宗教の下で誠実に通訳をすることを宣誓させてから通訳をさせる

ことができる。 

証人として呼び出された者は，出頭しなければならない。もし拒絶されたら，司法警察

官は，予審判事に報告し，予審判事は，出頭命令を出すことができる。その命令には，証

人の表示，日時を記載して，予審判事が署名及び公印を押さなければならない。この出頭

命令によって，司法警察官は，公権力を使って強制的にその証人を出頭させることができ

る。 

証人の質問記録調書については，本法第９３条（尋問の記録調書）第２項から第５項ま

でを準用する。 

 

第１８０条（司法警察官が質問できない者） 

司法警察官は，被疑者に質問をすることができず，又は民事訴訟の原告の話を聞くこと

ができない。 

 

第１８１条（司法警察官による捜索及び押収） 

司法警察官は，本法第９１条（捜索）及び第９２条（証拠物の封印）で規定されている

条件において捜索をしたり，証拠物を押収したりすることができる。しかし，第９１条（捜

索）第１項第２文で規定されている許可は，予審判事が行う。 

 

第１８２条（委任捜査における身柄拘束） 
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本法第９６条（身柄拘束）から第１０２条（身柄拘束の記録調書）の身柄拘束の規定は，

委任捜査の決定を実行するときにも適用する。しかし，これらの条文で規定されている検

察官の権限は，予審判事に与える。本法第１０３条（身柄を拘束された人の送検）及び第

１０４条（送検の期間）の実行については，身柄拘束期間の経過後，身柄を拘束された人

を予審判事に連れて行かなければならない。 

 

第１８３条（委任捜査における電話の傍受等） 

委任捜査の決定において，もし傍受及び電話での会話の録音を命令したり，ファックス

やインターネットのメール等の通信方法による通話の傍受又は会話の録音等を命令したり

した場合，本法第１７２条（予審判事の命令による電話等の傍受）の第１項第２文及び第

２項の規定で予審判事に与えられている権限を司法警察官に与える。 

 

第１８４条（司法警察官による記録調書の作成） 

委任捜査において司法警察官が作成する記録調書については，本法第１０８条（記録調

書への記載事項）の規定を準用する。 

 

 

第３章 安全対策 
第１節 決定 

第１８５条（決定の発出） 

予審判事は，出頭命令の決定，連行命令の決定，身柄拘束命令の決定及び拘留命令の決

定を出すことができる。 

 

第２節 出頭命令の決定 

第１８６条（出頭命令の決定） 

予審判事は，出頭命令の決定を出すことができる。 

出頭命令の決定とは，ある者を予審判事の面前に来てもらう命令である。 

出頭命令の決定は，被疑者又は被疑者の可能性がある人に対して出すことができる。 

 

第１８７条（出頭命令の決定に記載する事項） 

出頭命令の決定には，次の項目を記載しなければならない。 

‐関係者の表示 

‐罪名，関連する法規及びその犯罪への制裁 

‐予審判事への出頭の日時 

‐決定を出した予審判事の氏名及び職位 

出頭命令の決定には，日付，予審判事の署名及び公印がなければならない。 



60 
 

 

第１８８条（出頭命令の決定に関する通知） 

出頭命令の決定は，司法警察官，司法警察機関若しくは執行官によって，関係者へ通知

される。 

その決定の謄本を受け取った者は，決定の原本に署名をし，予審判事に戻さなければな

らない。 

司法警察官，司法警察機関若しくは執行官は，予審判事に，その任務の実行の困難さを

報告しなければならない。 

 

 

第３節 連行命令の決定 

第１８９条（予審判事による連行命令の決定の発出） 

予審判事は，連行命令の決定を発出することができる。 

 

第１９０条（連行命令の決定） 

連行命令の決定とは，公権力を使って，ある者を予審判事の面前に連れてくるように命

令をすることである。 

連行命令の決定は，被疑者又は被疑者の可能性がある人に対して出すことができる。 

 

第１９１条（連行命令の決定に記載する事項） 

連行命令の決定には，次の項目を記載しなければならない。 

‐関係者の表示 

‐罪名，関連する法規及びその犯罪への制裁 

‐決定を出した予審判事の氏名及び職位 

連行命令の決定には，日付，予審判事の署名及び公印がなければならない。 

 

第１９２条（連行命令の決定の実行） 

司法警察官は，連行命令の決定を実行する。 

緊急時，連行命令の決定をあらゆる手段で警察機関又は憲兵部隊に通知しなければなら

ない。この決定の原本は，土地管轄の司法警察官に渡さなければならない。司法警察官は，

関係者の居住地に朝の６時前又は１８時以降に立ち入ることはできない。司法警察官は，

予審判事に対して，その任務の実行の困難さを報告しなければならない。 

 

第１９３条（連行命令に従っての出頭） 

関係者の身柄拘束後，様々な事情によって，予審判事の所へ連れていけない場合，その

者を警察機関，憲兵部隊，拘置所若しくは留置所へ連れて行かなければならない。また，
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その人を遅くても次の日に予審判事又はその代行のところへ連れて行かなければならな

い。もし次の日に連れて行かない場合，その人を自由の身に釈放しなければならない。 

 

第１９４条（仮身柄拘束の期間の算定） 

連行命令の決定の執行によってある人を拘留した場合，その拘留期間を，暫定拘留期間

に算定される。 

 

 

第４節 身柄拘束の決定 

第１９５条（予審判事の身柄拘束の決定） 

予審判事は，身柄拘束の決定を出すことができる。 

 

第１９６条（身柄拘束の決定） 

身柄拘束命令の決定は，被疑者又は被疑者である可能性のある人に対して出すことがで

きる。予審判事が身柄拘束の決定を出すことができるのは，下記の場合である。 

１．容疑の犯罪は，重犯罪若しくは中犯罪であり，禁錮刑の可能性がある。 

２．関係者は逃亡して不明になっているか，又は外国へ逃亡した。 

身柄拘束命令とは， 

‐公的権力機関に命令し，その人を探して拘束をし，拘置所又は拘留所へ連れて行くこ

と 

‐拘置所又は拘留所の所長に対して，身柄拘束をされた人の身柄を受け入れるように命

令すること 

第１９７条（身柄拘束命令の決定及び検察官の意見） 

身柄拘束命令の決定を出す前に，予審判事は，検察官の意見を聞かなければならない。 

検察官の意見を聞いた後，予審判事は，身柄拘束命令の決定を出すが，その中でその理

由も記載をしなければならない。 

検察官は，その身柄拘束の決定の通知を保証しなければならない。 

 

第１９８条（身柄拘束命令の決定に記載をしなければならない事項） 

身柄拘束命令の決定には，次の項目を記載しなければならない。 

‐関係者の表示 

‐罪名，関連する法規及びその犯罪への制裁 

‐決定を出した予審判事の氏名及び職位 

身柄拘束命令の決定には，日付，予審判事の署名及び公印がなければならない。 

 

第１９９条（身柄拘束命令の決定の実行） 



62 
 

司法警察官は，身柄拘束命令の決定を実行する。 

緊急時，身柄拘束命令の決定は，あらゆる手段で警察機関又は憲兵部隊に通知をしなけ

ればならない。身柄拘束命令の決定は，それを実行する司法警察官に最短の時間で渡さな

ければならない。 

司法警察官は，関係者の居住地に朝の６時前又は１８時以降に立ち入ることはできない。

司法警察官は，予審判事に対して，その任務の実行の困難さを報告しなければならない。 

 

第２００条（身柄拘束命令の決定の国際的な通報） 

必要であれば，身柄拘束命令の決定は，司法省によって，あらゆるメカニズムによって，

国際的に通報をすることができる。 

 

第２０１条（身柄拘束命令の決定に従っての出頭） 

拘置所又は留置所の所長は，身柄拘束命令の決定の対象者を受け入れて留置をしなけれ

ばならない。拘置所又は留置所の所長は，決定の原本若しくは原本に相違がないと記載さ

れた謄本を保管しなければならない。 

もしまだ捜査の段階であれば，関係者は，予審判事又はその代行の所へ最短の時間で連

れていかなければならない。 

もしその連行で，その他の拘置所又は留置所へ送致しなければならない場合，その送致

は検察官によって行わなければならない。 

もし関係者が次の日までに予審判事又はその代行の所へ連れて行かない場合，留置して

いるところの検察官がその人を尋問しなければならない。検察官は，その尋問についての

記録調書を作成し，予審判事に送らなければならない。 

 

第２０２条（仮身柄拘束の期間の算定） 

身柄拘命令の決定の実行によって逮捕された人を拘留した場合，その拘留期間を暫定拘

留期間に算定される。 

 

 

第５節 暫定拘留 

第２０３条（暫定拘留の原則） 

原則として，被疑者は，自由の身である。しかし，特別な場合で，本節で規定している

条件の下では暫定的に拘留することができる。 

 

第２０４条（暫定拘留） 

暫定的拘留ができるのは，重犯罪若しくは中犯罪の場合で，しかも１年以上の禁錮刑に

処する犯罪である。 
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第２０５条（暫定拘留の理由） 

下記の条件において，暫定拘留が必要である。 

１．犯罪を止めるか，再発がないようにするため 

２．証人又は被害者に圧力をかけないようにするか，被疑者と共犯者が口裏合わせをし

ないようにするため 

３．証拠又は証拠物件を保全するため 

４．裁判にかけるために被疑者を確保するため 

５．被疑者の安全のため 

６．公序を維持し，犯罪によって混乱がないようにするため 

 

第２０６条（被疑者の陳述及び決定の理由の伝達） 

自分の主導で又は検察官の意見で，被疑者を暫定的に拘留することを決めた予審判事は，

その旨を被疑者に伝えなければならず，また，それに対して，被疑者の陳述を聞かなけれ

ばならない。もし被疑者に弁護士がついていれば，その弁護士は，被疑者に対して，防御

方法を示さなければならない。 

予審判事は，理由の記述付きの決定で，被疑者の暫定拘留を決める。その決定には，本

法第２０５条（暫定拘留の理由）を適用する。暫定拘留の決定は，直ちに，検察官及び被

疑者に通知しなければならない。 

予審判事は，拘留の決定を本法第２２０条（拘留の決定の定義），第２２１条（拘留の

決定の記載事項）及び第２２２条（拘留の決定の実行）に従って行う。 

 

第２０７条（暫定拘留しない決定） 

検察官による被疑者の暫定拘留請求に対して，予審判事がその請求どおり拘留しない場

合，５日以内に，理由を付けずに暫定拘留しない決定を出すことができる。この決定は，

直ちに，請求をした人に通知をしなければならない。 

もし予審判事が５日以内に決定をしなければ，検察官は，捜査委員会に申し立てて予審

判事の代わりに決定をしてもらうことができる。 

 

第２０８条（重犯罪の場合の暫定拘留期間） 

重犯罪で起訴された成人の場合，暫定拘留の期間は，６か月間を超えることはできない。

しかし，予審判事は，正当で明確な理由があれば，その理由を付けて，決定で，この期間

をさらに６か月間延長をすることができる。 

予審判事は，この期間を２回までしか延長できない。 

 

第２０９条（中犯罪の場合の暫定拘留期間） 
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中犯罪で起訴された成人の場合，暫定拘留の期間は，４か月間を超えることはできない。

しかし，予審判事は，正当で明確な理由があれば，その理由を付けて，決定で，この期間

を１回だけ最長２か月間延長をすることができる。 

上記の暫定拘留期間は，法律で規定しているその犯罪に対する禁錮刑の最長期間の２分

の１を超えることはできない。 

 

第２１０条（人類に対する重犯罪の場合の暫定拘留期間） 

人類に対する重犯罪，人種虐殺犯罪又は戦争重犯罪の場合，各犯罪については，暫定拘

留の期間は，１年間を超えることはできない。しかし，予審判事は，正当で明確な理由が

あれば，その理由を付けて，決定で，この期間をさらに１年間延長をすることができる。 

予審判事は，この期間を２回までしか延長できない。 

 

第２１１条（暫定拘留期間の延長） 

予審判事が被疑者の暫定拘留期間延長を決定した場合，直ちに，その被疑者に伝えなけ

ればならず，また，それに対して被疑者の陳述を聞かなければならない。もし被疑者に弁

護士がついていれば，その弁護士は，被疑者に対して防御方法を示さなければならない。 

予審判事は，理由の記述付きの決定で，被疑者の暫定拘留期間の延長を決める。その決

定には，本法第２０５条（暫定拘留の理由）を適用する。暫定拘留の決定は，直ちに，被

疑者に通知しなければならない。 

 

第２１２条（１４歳未満の未成年者に対する決定） 

１４歳未満の未成年者は，暫定拘留をされることはない。予審判事は，その未成年者を

親又は後見人に，親及び後見人がいない場合は裁判所が判断を待つ間，暫定的に更生施設

に，引き渡さなければならない。 

 

第２１３条（重犯罪の場合の１４歳から１８歳未満までの未成年者の暫定拘留期間） 

１４歳から１８歳未満までの未成年者に対する重犯罪の起訴の場合，暫定拘留の期間は，

次のとおりである。 

１．その未成年者が１６歳未満の場合，暫定拘留期間は，４か月間を超えることはでき

ない。 

２．その未成年者が１６歳から１８歳未満までの場合，暫定拘留期間は，６か月間を超

えることはできない。 

 

第２１４条（中犯罪の場合の１４歳から１８歳未満までの未成年者の暫定拘留期間） 

１４歳から１８歳未満までの未成年者に対する中犯罪の起訴の場合，暫定拘留の期間は，

次のとおりである。 
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１．その未成年者が１６歳未満の場合，暫定拘留期間は，２か月間を超えることはでき

ない。 

２．その未成年者が１６歳から１８歳未満までの場合，暫定拘留期間は，４か月間を超

えることはできない。 

上記の暫定拘留期間は，法律で規定している未成年者のその犯罪に対する禁錮刑の最長

期間の２分の１を超えることはできない。 

 

第２１５条（予審判事による被疑者の釈放） 

予審判事は，いつでも，被疑者の釈放を命令することができる。 

被疑者を釈放しようとした場合，予審判事が検察官に通知し，審査のためにその事件の

記録を検察官に送り，意見を求めなければならない。検察官は，早急にそれに対する意見

を述べなければならない。事件記録の検察官への送付後，予審判事は，５日以内に決定を

出さなければならない。緊急の場合，予審判事が検察官の意見を待たずに被疑者の釈放を

命令することができる。予審判事は，その決定の中で，釈放の理由を記載しなければなら

ない。 

 

第２１６条（検察官の申立てによる釈放） 

検察官は，いつでも，被疑者の釈放を申し立てることができる。予審判事は，それに対

して，５日以内に決定をしなければならない。 

もし予審判事が５日間以内に決定を出さなければ，検察官は，捜査委員会に申し立てて

予審判事の代わりに判断をしてもらうことができる。 

釈放しない決定を出した場合，その理由も付けなければならない。 

 

第２１７条（被疑者による釈放の申立て） 

被疑者は，いつでも，釈放を申し立てることができる。予審判事は，直ちに，その申立

てを検察官に送付し，審査をしてもらい，意見を出してもらわなければならない。検察官

は，早急に意見を述べなければならない。予審判事は，その申立てを検察官に送付した日

から５日以内に決定をしなければならない。 

釈放拒絶が出た場合，被疑者は，１か月以内に予審判事又は捜査委員会に対して再度釈

放の申立てを行うことができる。予審判事又は捜査委員会は，申立てを受取ってから５日

以内に決定を出さなければならない。 

釈放しない決定については，その理由も付けなければならない。 

もし予審判事が５日以内に決定をしない場合，被疑者は，捜査委員会に対して申し立て

て予審判事の代わりに決定をしてもらうことができる。 

 

第２１８条（釈放の決定の通知） 
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釈放の決定は，直ちに，検察官，拘置所又は留置所の所長に通知をしなければならない。

本法第２７６条（被疑者の釈放）を適用する。 

予審判事が被疑者の釈放を決定した場合，本法第２２３条（法廷監督義務）から第２３

０条（司法観察義務から逃れる被疑者）までの規定の条件の下で，その被疑者を法廷監察

下に置くことができる。 

 

 

第６節 拘留命令の決定 

第２１９条（予審判事による拘留命令の決定） 

予審判事は，拘留命令の決定を出すことができる。 

 

第２２０条（拘留命令の決定の定義） 

拘留命令の決定とは，拘置所又は拘留所の所長に対して，被疑者の身柄を受け入れて留

置することである。 

予審判事が拘留命令の決定を出すことができるのは，暫定拘留の対象の被疑者のみであ

る。 

 

第２２１条（拘留命令の決定に記載する事項） 

拘留命令の決定には，次の項目を記載しなければならない。 

‐被疑者の表示 

‐罪名，関連する法規及びその犯罪への制裁 

‐決定を出した判事の氏名及び職位 

拘留命令の決定には，日付，予審判事の署名及び公印がなければならない。 

 

第２２２条（拘留命令の決定の実行） 

拘置所又は拘留所の所長は，被疑者の身柄を受け入れて，その被疑者を自由に釈放する

通知を受けるまで留置をしなければならない。拘置所又は留置所の所長は，決定の原本若

しくは原本に相違がないと記載された謄本を保管しなければならない。 

 

 

第７節 司法観察 

第２２３条（司法観察義務） 

もし被疑者が禁錮刑の犯罪で起訴されるのであれば，予審判事は，いつでも，司法観察

下に置くことができる。 

司法観察下に置くことによって，留置所外にいる被疑者は，次の義務の１つ又は複数を

履行しなければならない効果がある。 
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１．予審判事が決めた地域から出ないこと。 

２．予審判事の許可なく転居しないこと。 

３．予審判事が禁止をする場所へ行かないこと。 

４．予審判事が指定した期日に指定した警察又は憲兵部隊へ出頭すること。 

５．予審判事が任命した人の呼出に対応をすること。 

６．身分に関する全ての資料を書記官事務所に提出をすること。 

７．車の運転をしてはならないこと。 

８．予審判事が指定した人に会わないこと。 

９．被疑者の財力に基づいて予審判事が決定した担保額を期日どおりに供託すること。 

１０．武器を所持又は携帯をしないこと。所持している武器を書記官の事務所に引き渡

すこと。 

１１．医師の診察を受けるか，入院治療をすること。 

１２．一部の仕事をしてはならないこと。 

上記の第１２号の実施に当たって，予審判事は，選挙活動禁止又は組合活動禁止を命令

してはならない。 

 

第２２４条（１４歳未満の未成年者に対する司法観察の禁止） 

１４歳未満の未成年者に対して，司法観察下に置いてはならない。 

 

第２２５条（受領書の交付） 

本法第２２３条（司法観察義務）第６号から第９号までの場合，身分関連資料，供託金，

武器の受領書を被疑者に交付しなければならない。身分に関連する資料の受領書には，書

記官が署名をしなければならない。 

供託金又は武器の受領書には，裁判所所長，検察官及び書記官の３人が署名をしなけれ

ばならない。 

供託金は，銀行の特別な口座に預けるか，安全な場所で保管をしなければならない。そ

の場所は，裁判所所長と検察官の一致した意見で決めなければならない。 

武器についても，上記の場所で保管をしなければならない。 

 

第２２６条（司法観察下に置く命令の決定） 

予審判事は，職権又は検察官の申立てで，被疑者を司法観察下に置くことができる。予

審判事は，決定の中で，被疑者に課する義務を明確にしなければならない。 

司法観察下に置く命令の決定は，最短の時間で検察官及び被疑者に通知をしなければな

らない。 

検察官から被疑者を司法観察下に置く申立てを受け取った予審判事は，その申立てを拒

絶した場合，５日以内に拒絶の決定を出さなければならない。 
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その決定を最短の時間で検察官に通知をしなければならない。 

もし予審判事が５日以内にその申立てを判断しない場合，検察官は，捜査委員会に直接

訴えて，予審判事の代わりに判断をしてもらうことができる。 

 

第２２７条（予審判事による司法観察状態の変更） 

予審判事は，いつでも，司法観察の義務内容の変更，追加若しくは取消しをすることが

できる。 

また，予審判事は，司法観察そのものを終了させることもできる。 

予審判事は，それを決定で行い，最短の時間で検察官及び被疑者に通知をしなければな

らない。 

 

第２２８条（検察官による司法観察状態の変更の申立て） 

検察官は，いつでも，司法観察状態の終了又は変更を申し立てることができる。予審判

事は，それに対して，５日以内に決定をしなければならない。その決定は，最短の時間で

検察官に通知をしなければならない。 

もしこの期間内に予審判事が判断をしない場合，検察官は，捜査委員会に申し立てて，

予審判事の代わりに判断をしてもらうことができる。 

検察官の申立てを拒絶する決定には，その理由を記載しなければならない。 

 

第２２９条（被疑者による司法観察状態の変更の申立て） 

被疑者は，いつでも，司法観察状態からの解放又は変更を申し立てることができる。予

審判事は，直ちにその申立てを検察官に送付し，審査をしてもらい，意見を出してもらわ

なければならない。検察官は，早急に意見を述べなければならない。予審判事は，申立て

を検察官に送付した日から５日以内に決定をしなければならない。その決定は，最短の時

間で検察官及び被疑者に通知をしなければならない。 

もし予審判事若しくは捜査委員会が前の申立てを審査中で，再度の司法観察状態からの

解放又は変更の申立てがあった場合，上記５日間は，前の申立てに対する決定の日から算

定される。申立てを拒絶した場合，その理由も決定に記載をしなければならない。 

もし予審判事が申立てに対して５日以内に判断をしない場合，被疑者は，捜査委員会に

申し立てて，予審判事の代わりに判断をしてもらうことができる。 

 

第２３０条（被疑者の司法観察下で課されている義務からの逃れ） 

もし被疑者が意図的に司法観察下で課されている義務から逃れた場合，予審判事は，そ

の被疑者が犯した罪刑の長さに関係なく，また，本法第２０８条（重犯罪の場合の暫定拘

留期間）から第２１０条（人類に対する重犯罪の場合の暫定拘留期間），第２１３条（重

犯罪の場合の１４歳から１８歳未満までの未成年者の暫定拘留期間）及び第２１４条（中
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犯罪の場合の１４歳から１８歳未満までの未成年者の暫定拘留期間）の規定による拘留が

最長期間になったとして，その被疑者を暫定拘留することができる。 

上記の理由で被疑者の暫定拘留を決定した場合，予審判事が被疑者に通知をし，被疑者

からの意見をもらわなければならない。もし被疑者に弁護士がついていれば，その弁護士

は，被疑者に対して，防御方法を示さなければならない。 

予審判事は，理由付きの決定で，被疑者の拘留を命令する。この決定は，直ちに検察官

及び被疑者に通知をしなければならない。 

本条による暫定拘留期間の決定は，成人の場合４か月，未成年者の場合２か月を超える

ことはできない。 

 

 

第４章 呼出及び通知 
第１節 総則 

第２３１条（期間に共通する事項） 

本編で規定されている手続のための期間は，最終日の２４時に終了する。通常，最終日

が土日又は休日に当たるとき，次の平日に延期される。 

全ての必要な署名については，署名の当本人が署名できない場合，指紋押捺に代えるこ

とができる。 

 

第２３２条（呼出の方法） 

拘留されていない被疑者，民事訴訟の原告及び証人の呼出は，郵便，行政，警察機関若

しくは憲兵部隊を通じて行う。 

被疑者の呼出は，本法第１４３条（調査に置かれたことの通知）の規定によって通知さ

れた最後の住所に行う。 

必要であれば，呼出は，あらゆる手段によって行うことができる。 

 

第２３３条（拘留中の被疑者の呼出方法） 

拘留中の被疑者の呼出は，拘置所又は留置所の所長を通じて行う。 

 

第２３４条（弁護士の呼出） 

弁護士の呼出は，郵便によるか，行政を通じて行う。 

 

第２３５条（記録調書への呼出の記載） 

書記官は，呼出の方法及びその期日を記録調書に記載しなければならない。 

 

第２３６条（弁護士への決定の通知） 
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被疑者に弁護士がついている場合，被疑者に通知する全ての決定を弁護士にも通知しな

ければならない。 

民事訴訟の原告に弁護士がついている場合，その原告に通知する全ての決定を弁護士に

も通知しなければならない。 

 

第２３７条（検察官への決定の通知） 

予審判事の決定は，口頭で，直接，検察官に通知をしなければならない。 

予審判事は，検察官に通知したことや通知した期日を決定書の縁に記載しなければなら

ない。検察官は，署名する。 

検察庁の長官への決定の通知は，長官が決めた方法によって行う。 

 

第２３８条（被疑者への決定の通知） 

予審判事の決定は，拘留中の被疑者に対して，下記の方法で通知をする。 

‐口頭で 

‐拘置所又は留置所の所長を通じて 

予審判事の決定は，拘留されていない被疑者，民事訴訟の原告又は弁護士に対して，下

記の方法で通知をする。 

‐口頭で 

‐行政を通じて 

‐警察機関又は憲兵部隊を通じて 

口頭で通知を行った場合，書記官がその旨を決定の縁に記載をしなければならない。被

疑者及び民事訴訟の原告が署名をしなければならない。 

その他の場合，通知は，決定の謄本の交付によって行う。受け取った人が署名をする。 

 

第２３９条（呼出の決定又はその他の決定の交付） 

予審判事の呼出の決定又はその他の決定を受けた公務員，行政機関，警察機関又は憲兵

部隊は，予審判事の命令を実行しなければならない。 

予審判事によって任命された個人，機関は，呼出の決定又はその他の決定を本人に交付

しなければならない。また，受領者は，受領した旨を記載しなければならない。受領済の

記載のある決定は，最短の時間で予審判事に戻さなければならない。 

 

 

第２節 その他の規定 

第２４０条（予審判事が記録調書に記載しなければならない項目） 

全ての記録調書に，予審判事は，下記の項目を記載しなければならない。 

‐予審判事の氏名 
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‐書記官の氏名 

‐事件記録の番号，日付 

‐捜査送致決定の期日 

‐捜査送致決定で記載している犯罪の種類 

‐記録調書作成の期日 

記録調書の各ページには，予審判事及び書記官が署名をしなければならない。 

記録調書には行を空けてはならない。削除又は引用は，予審判事及び書記官がページの

縁に注記をしなければならない。 

 

第２４１条（最初の出頭の記録調書） 

本法第１４３条（調査に置かれたことの通知）の規定のように，最初の出頭記録調書の

各ページの縁には，予審判事，書記官及び出頭者本人が署名をしなければならない。 

被疑者が質問に対して答えた場合，その内容を正確に記録調書に記載をしなければなら

ない。 

 

第２４２条（記録調書の書き方） 

尋問をしたり，答えを聞いたり，相手との対面での質問応答をしたりするときは，記録

調書を作成しなければならない。 

質問や答えを正確に記録しなければならない。 

各ページには，被疑者が署名をしなければならない。また，通訳人がいた場合，その通

訳人も署名をしなければならない。 

署名をする前に，被疑者，民事訴訟の原告又は証人は，記録調書を再度読むことができ

る。読み書きができない場合，書記官が大きな声で読み上げなければならない。通訳人は，

それを通訳する。署名を拒絶された場合，予審判事がその旨を記録調書に記載をしなけれ

ばならない。 

 

第２４３条（予審判事が決定に記載をしなければならない項目） 

予審判事の全ての決定には，下記の項目を記載しなければならない。 

‐予審判事の氏名 

‐書記官の氏名 

‐事件記録の番号，日付 

‐捜査送致決定の期日 

‐捜査送致決定で記載している犯罪の種類 

‐もし犯罪が発表された場合被疑者の表示，生年月日，出生地，住所 

‐決定の番号及びその日付 

記録調書の各ページには，予審判事及び書記官が署名をしなければならない。 
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記録調書には行を空けてはならない。削除又は引用は，予審判事及び書記官がページの

縁に注記をしなければならない。 

 

第２４４条（資料送付の決定） 

予審判事が事件に関する資料を検察官に審査をしてもらうために送付をするとき，決定

で，それを送付しなければならない。 

予審判事が事件の記録調書を検察官に審査をしてもらうために送付をするとき，決定で，

それを送付しなければならない。 

本法第２４３条（予審判事が決定に記載をしなければならない項目）は，本条の送付の

決定にも適用する。 

 

第２４５条（弁護士による訴え） 

本法の規定で許されている被疑者の申立ては，被疑者の弁護士もその申立てをすること

ができる。 

本法の規定で許されている民事訴訟の原告の申立ては，民事訴訟の原告の弁護士もその

申立てをすることができる。 

捜査手続外の者が押収された物の返還の申立ては，弁護士も行うことができる。 

 

 

第５章 捜査の終結 

第２４６条（検察官の捜査終結の決定） 

捜査が終了したと考える予審判事は，検察官，被疑者，民事訴訟の原告及び弁護士に対

して，通知しなければならない。 

２日後，予審判事は，事件記録調書を審査のために検察官に送らなければならない。 

もし捜査の継続が必要であると考えた場合，検察官は，本法第１３２条（検察官による

業務実施依頼）に基づいて行わなければならない。 

検察官は，被疑者が留置されている場合には１５日以内に，被疑者が留置されていない

場合には１か月以内に，捜査終結の決定を予審判事に送付しなければならない。本期間は，

事件記録の受領日から起算する。 

もし検察官が予審判事と同じく捜査は終了したと考えた場合，検察官は，書面で，理由

も付けて捜査終結の決定をしなければならない。検察官は，被疑者を裁判所に起訴したり，

釈放を決定したりすることができる。 

 

第２４７条（解決の決定） 

予審判事は，解決の決定によって捜査を終結する。この決定で，裁判所に起訴するかし

ないかを決めることもできる。 
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もし被疑者の行為が重犯罪，中犯罪若しくは軽犯罪であると考えた場合，その被疑者を

裁判所に起訴をする。この決定で，起訴事実を述べ，罪名も記載をしなければならない。 

予審判事は，下記の場合において，起訴しないことを決定する。 

１．行われた行為は重犯罪，中犯罪若しくは軽犯罪に当たらない 

２．被疑者が不明 

３．容疑に係る証拠が不十分 

解決の決定には，必ずその理由を述べる。予審判事は，検察官の捜査終結の決定に従わ

なくてもいい。決定は，一部の行為に対して裁判所に起訴をすることを決めることができ，

また，一部の行為に対して不起訴を決めることができる。 

解決の決定は，最短の時間で検察官，被疑者及び民事訴訟の原告に伝えなければならな

い。 

 

第２４８条（押収物の元の所有者への返還） 

解決の決定の中で，予審判事は，押収された物を元の所有者に返還することを決定する。

本法第１１９条（当局者による元の所有者に対する押収された物の返還）も適用する。 

 

第２４９条（解決の決定による暫定拘留及び司法観察下についての決定） 

解決の決定は，暫定拘留を終結する。この場合，本法第２７６条（拘留されている被疑

者の釈放）を適用する。 

しかし，予審判事は，解決の決定で，被疑者を裁判所に身柄を見せるまで，特別に暫定

拘留を決めることができる。この決定では，予審判事が本法第２０５条（暫定拘留の理由）

に規定されている条件に基づかなければならない。 

本決定による被疑者の暫定拘留は４か月で効力を失う。もしその間，被疑者を裁判所に

連れて行かなければ，自動的に被疑者を仮釈放しなければならない。 

解決の決定は，被疑者が司法観察下から解放される。 

もし予審判事が被疑者に供託金の支払，身分関連資料の提出又は犯罪に関係のない武器

の引渡し命令をした場合，書記官によって，その供託金，身分関連資料又は武器を返還し，

被疑者から受領書をもらわなければならない。 

しかし，予審判事は，解決の決定で，被疑者を裁判所に身柄を見せるまで，特別に司法

観察下に置くこともできる。 

 

第２５０条（法廷審理のための送致） 

もし予審判事が事件を起訴すると決定した場合，直ちに事件を裁判所所長に送付し，法

廷の期日を決めてもらわなければならない。 

 

第２５１条（新しい違法行為に対する新たな捜査の着手） 
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予審判事が出した解決の決定で起訴又は不起訴が確定された後，もし新しい違法行為が

発見された場合，検察官によって新たな捜査に着手をすることができる。 

 

 

第６章 捜査の無効 
第２５２条（手続無視による無効） 

下記の条文で規定している方法及び手続は，捜査の手続に関する総則であり，絶対守ら

なければならないものである。守らない場合，その手続は無効である。 

‐第１２２条（捜査の実施） 

‐第１２３条（土地管轄） 

‐第１２４条（捜査請求決定）第３項 

‐第１２５条（訴えの範囲）第１項及び第２項 

‐第１２８条（書記官の支援） 

本法の重要な方法又は手続の違反，刑事訴訟法に関する規則等違反で，被害を受けた者

の利害に影響を与えた場合も無効になる。重要な方法及び手続とは，防御の権利を保障す

る手続などがある。 

 

第２５３条（捜査委員会への訴え） 

捜査委員会のみが手続の無効に関する判断の権限を有する。 

もし予審判事がある手続の資料は無効であると考えた場合，捜査委員会に，理由付きの

決定で訴えを起こすことができる。予審判事が検察官，被疑者及び民事訴訟の原告に通知

をする。 

もし検察官がある手続の資料は無効であると考えた場合，捜査委員会に，理由付きの申

立てを提出することができる。検察官が予審判事に通知する。 

もし被疑者又は民事訴訟の原告がある手続の資料は無効であると考えた場合，捜査委員

会に，理由付きの申立てを提出することができる。それを予審判事に通知する。 

本条で規定している申立ては，捜査委員会の書記官事務室で登録をしなければならない。

書記官は，直ちに予審判事に本件手続の記録調書を自分のところに送るように求めなけれ

ばならない。 

控訴できる決定については，無効の訴えの対象にならない。 

 

第２５４条（どちらかの当事者からの無効請求の放棄） 

重要な方法又は手続の違反によって損害を受けた側は，その無効請求の申立てを放棄し

て手続を修正し，正常に戻すことができる。この放棄については，予審判事が審査し，記

録調書に記載をしなければならない。もし当事者に弁護士がついていれば，予審判事は，

記録調書作成期日の遅くとも５日前に，弁護士を呼び出さなければならない。この間，弁
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護士は，その手続の記録調書を見ることができる。 

 

第２５５条（捜査委員会への訴えの場合の捜査の継続） 

捜査委員会が無効の訴えを受領したら，予審判事は，その捜査を継続することができる。

ただし，捜査委員会の委員長が異なる決定を出した場合，その限りではない。この決定に

対して異議申立てをすることはできない。 

 

第２５６条（解決の決定による手続無効の消滅） 

解決の決定が確定したとき，もしその前に無効な手続があった場合，その無効は消滅す

る。法廷での審理時，前の手続についての無効を訴えることはできない。 

 

 

第２部 捜査委員会 

第１章 総則 

第２５７条（控訴及び申立ての登録簿） 

捜査委員会の書記官の事務所には，控訴及び申立ての登録簿を備えなければならない。

訴えを受領したら，捜査委員会の書記官は，直ちに予審判事に通知をしなければならない。 

もし捜査委員会が申立てを直接された場合，捜査委員会の書記官は，予審判事の書記官

に事件の記録又は手続の記録を送るように依頼をすることができる。 

 

第２５８条（法廷開催期日の通知） 

捜査委員会は，事件が裁判所での審理に耐えられることを確認し，開廷の期日を決定す

る。捜査委員会の長は，口頭で，高等検察庁の長官に対して開廷の期日を伝える。高等検

察庁の長官は，当事者及び弁護士に通知する。 

拘留されている被疑者に対する通知は，下記の方法で行う。 

‐直接口頭で 

‐拘置所又は留置所の所長を通じて 

拘留されていない被疑者，民事訴訟の原告及び弁護士に対する通知は，下記の方法で行

う。 

‐直接口頭で 

‐行政機関を通じて 

‐警察機関若しくは憲兵部隊を通じて 

もし口頭で通知をした場合，書記官は，決定の縁にその通知の日時を記載しなければな

らない。被疑者，民事訴訟の原告及び弁護士は，署名をする。 

その他の場合の通知は，決定の謄本を渡すことによって行う。受領を記入してもらう。 
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第２５９条（事件記録についての協議及び準備書面） 

高等検察庁の長官及び弁護士は，法廷開催の期日まで事件の記録を見ることができる。 

高等検察庁の長官は，書面で，事件の摘要書を少なくとも開廷期日の１日前に渡さなけ

ればならない。 

当事者及び弁護士は，書記官に準備書面を提出することができる。 

書面による事件の摘要書及び準備書面は，書記官によって日付を記載し，直ちに事件記

録に綴らなければならない。 

当事者及び弁護士は，開廷まで準備書面の提出が許される。 

 

第２６０条（法廷対決の協議） 

口頭弁論の協議は，協議室で行う。 

捜査委員会の委員長の報告後，高等検察庁の長官及び当事者の弁護士は，それぞれの意

見の要約を陳述する。 

捜査委員会は，当事者及び拘留している被疑者の出頭を命令し，証拠物を提出するよう

に命令をすることができる。 

協議が終了したら，捜査委員会は，高等検察庁の長官，当事者及び弁護士の参加なしで

最終結論を協議する。 

決定は，その日又は次回の期日において，非公開の場で言い渡される。決定には，その

理由及び最高裁判所が審査を行うための重要な要素が記載されなければならない。決定に

は，捜査委員会の委員長が署名をしなければならない。 

決定は，最短の時間で口頭で高等検察庁の長官に通知をしなければならない。書記官は，

その通知の期日を決定の縁に記載をしなければならない。高等検察庁の長官は，受領の署

名をしなければならない。 

決定は，当事者及び弁護士に本法第２３８条（被疑者への決定の通知）に基づいて通知

をしなければならない。 

 

第２６１条（手続の正則性の審査） 

訴えを受領したとき，捜査委員会は，手続及びその運営についての正則性を審査しなけ

ればならない。 

審査の結果で手続に無効があったことが発見された場合，捜査委員会は，その手続全部

又は一部を無効にすることができる。捜査委員会は，本法第２８０条（無効化の効果）に

基づいて行わなければならない。 

 

第２６２条（追加捜査） 

必要があれば，捜査委員会は，追加の捜査を命令することができる。 

その追加捜査を行うために，捜査委員会は，当該委員会の委員の１人若しくは予審判事
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１人を任命して，捜査権限を委任することができる。 

捜査権限を委任された判事は，捜査委員会が決められた範囲内において，予審判事の権

限を講じることができる。 

捜査を終了した場合，手続の記録調書を捜査委員会の書記官事務所で保管をしなければ

ならない。捜査委員会の委員長は，新たな法廷審理の期日を決定する。本法第２５９条（事

件記録についての協議及び準備書面）を適用する。 

 

第２６３条（関連する犯罪についての捜査範囲の拡張） 

事件の手続の過程で関連する犯罪が発見された場合，捜査委員会が職権で若しくは高等

検察庁の長官の申立てで，その犯罪まで捜査範囲を拡張する命令を出すことができる。 

関連する犯罪とは， 

‐複数の人物が同じ時期に行った犯罪 

‐複数の人物によって合意された後，別々の人物によって行われた犯罪で，別の時期で

あっても，別の場所であってもかまわない 

‐盗難された物，横領された物又は犯罪から得られた物が別の人物によって隠されてい

る場合 

 

第２６４条（他の人物までの捜査範囲の拡張） 

捜査委員会は，予審判事が捜査の対象にしている人以外にも捜査範囲を拡張することが

できる。ただし，本法第１２条（既判力）の場合，その限りでない。 

 

第２６５条（新たな事実が出た場合の新たな捜査の着手） 

予審判事又は捜査委員会の不起訴の決定が確定された後，新たな事実が発見された場合，

検察官によって，再度，捜査に着手することができる。 

 

 

第２章 予審判事の決定に対する控訴 

第２６６条（予審判事の決定に対する高等検察庁の長官又は検察官の控訴） 

高等検察庁の長官又は検察官は，予審判事の全ての決定に対して控訴をすることができ

る。 

第２６７条（予審判事の決定に対する被疑者の控訴） 

被疑者は，予審判事の下記の決定に対して，控訴をすることができる。 

‐第１３３条（被疑者による捜査依頼）第２項での規定による捜査依頼に対して依頼を

拒絶した決定 

‐第１６１条（予審判事による押収物の所有者への返還）及び第２４８条（押収物の元

の所有者への返還）の規定どおり押収された物を返還しない決定 
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‐第１６２条（鑑定の必要性）第２項の規定どおり鑑定をしない決定 

‐第１７０条（鑑定の結果の通知）第７項で規定している追加鑑定の申立て又はクロス

鑑定の申立てに対する拒絶の決定 

‐第１部第３章（安全対策）第５節（暫定拘留），第７節（司法観察）及び第２４９条

（解決の決定による暫定拘留及び監察下についての決定）で規定している暫定拘留及

び司法観察に関する決定 

 

第２６８条（予審判事の決定に対する民事訴訟の原告控訴） 

民事訴訟の原告は，下記の決定に対して，控訴をすることができる。 

‐第１３４条（民事訴訟の原告による捜査依頼）第２項で規定している捜査の申立てに

対する拒絶の決定 

‐第１３９条（検察への訴訟の送付）第４項の規定による捜査の不実施の決定 

‐第１４０条（供託金の支払）の規定のよる供託金に関する決定 

‐第１４０条（供託金の支払）第４項で規定している民事訴訟の原告としての訴えの不

受理の決定 

‐第１４１条（濫用又は手続遅延の訴え）に基づく原告に対して罰する決定 

‐第１６１条（予審判事による押収物の元の所有者への返還）及び第２４８条（押収物

の元の所有者への返還）の規定どおり押収物の返還をしない決定 

‐第１６２条（鑑定の必要性）第２項の規定どおり鑑定をしない決定 

‐第１７０条（鑑定の結果の通知）第７項で規定している追加鑑定の申立て又はクロス

鑑定の申立てに対する拒絶の決定 

‐第２４７条（解決の決定）で規定している解決の決定 

 

第２６９条（押収物の元の所有者に対する返還拒絶の決定に対する控訴） 

本法第１６１条（予審判事による押収物の元の所有者への返還）を準用する捜査手続対

象外の全ての人で，押収された物の返還を申し立てたが，予審判事が返還しない決定を出

した場合，それに対して控訴をすることができる。 

 

第２７０条（控訴期間） 

高等検察庁の長官による控訴期間は，決定が出された日から１か月以内である。 

検察官による控訴期間は，決定の通知を受けた日から５日以内である。 

もし通知が受領の日付のある決定の謄本によって行われた場合，控訴期間は，その受領

日から起算される。 

 

第２７１条（捜査委員会の管轄） 

控訴状は，捜査委員会の高等裁判所へ送らなければならない。 
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第２７２条（控訴の方法） 

控訴は，控訴状を始審裁判所の書記官に提出することによって行う。控訴は，裁判所の

控訴登録簿に登録をしなければならない。 

控訴は，被疑者，民事訴訟の原告若しくは本法第２６９条（押収物の元の所有者に対す

る返還拒絶の決定に対する控訴）で規定している者の弁護士によっても行うことができる。 

拘留されている被疑者の控訴は，拘置所又は留置所の所長に提出をしなければならない。

拘置所又は留置所の所長は，直ちにその控訴状１部を始審裁判所の書記官に渡さなければ

ならない。この書面は，控訴登録簿に記入しなければならない。 

 

第２７３条（捜査委員会への事件記録の送付） 

控訴状を受け取ったら，始審裁判所の書記官は，直ちに予審判事に通知をしなければな

らない。 

予審判事の書記官は，事件記録を整理し，控訴状の写しを添付して資料を捜査委員会に

送る。控訴登録簿への登録を見たら，始審裁判所の書記官がこの写しを作成しなければな

らない。 

避けられない場合を除き，この事件記録を控訴の日から５日以内に捜査委員会の書記官

に送らなければならない。 

 

第２７４条（事件記録の予備） 

事件記録の予備が本法第１２９条（書記官の役割）に基づいて作成された場合，予審判

事が原本を保管しなければならない。事件記録の予備資料は，捜査委員会に送らなければ

ならない。 

 

第２７５条（控訴の場合の捜査の継続） 

解決の決定以外の決定に対する控訴があった場合，予審判事が捜査を継続することがで

きる。ただし，捜査委員会の委員長が異なる判断を出された場合，この限りでない。 

この決定に対しては，異議申立てができない。 

 

第２７６条（拘留されている被疑者の釈放） 

もし予審判事が拘留されている被疑者を釈放すると判断した場合，検察官の控訴期間が

経過するまでその被疑者を拘留しなければならない。ただし，検察官が即釈放に同意する

場合，この限りでない。検察官の判断に関する書面は，事件の手続の記録に綴じ込まなけ

ればならない。 

拘留されている被疑者の釈放を伴う不起訴の決定の場合についても，同様である。 

釈放又は不起訴に対して検察官が控訴をした場合，捜査委員会がその控訴に対して判断
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されるまで被疑者を拘留しなければならない。 

 

第２７７条（不起訴の決定に対する控訴） 

不起訴の決定に対する控訴を受領した場合，捜査委員会が本法第２８１条（無効化のデ

メリット）３号の規定に基づいて判断をしなければならない。 

 

 

第３章 暫定拘留 

第２７８条（暫定拘留を決める決定） 

暫定拘留についての予審判事の決定は，捜査委員会の書記官の事務所で事件を受領した

日から１５日以内に行わなければならない。この期間を経過した場合，被疑者を釈放しな

ければならない。ただし，別の捜査命令が出された場合又は予想もできない若しくは避け

られない場合で，この決定を期間内に出すことの障害になることもある。 

捜査委員会は，被疑者を暫定拘留する決定を出した場合，本法第２０５条（暫定拘留の

理由）に基づいてその理由も付けなければならない。 

決定の実行後，直ちに事件記録を予審判事に回さなければならない。 

 

 

第４章 無効 

第２７９条（無効化の訴えの受領不可について） 

下記の場合において，捜査委員会は，無効の訴えの受領を拒絶することができる。 

‐理由の付いていない無効の訴え 

‐控訴できる決定に対する無効の訴え 

‐合理性にない無効の訴え 

捜査委員会の決定に対して異議申立てをすることはできない。 

訴えの不受理の判断が出された場合，直ちに事件記録を予審判事に送付しなければなら

ない。 

 

第２８０条（無効の効果） 

ある手続又は資料の無効の訴えを受領した場合で，捜査委員会がその訴えを認めた場合，

捜査委員会は，その無効がその他の手続や資料も対象にするのかどうかを明確にしなけれ

ばならない。 

無効と判断された手続又は資料は，事件記録から抜き，捜査委員会の書記官事務所で保

管をしなければならない。 

 

第２８１条（無効化のデメリット） 
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無効化後，捜査委員会は 

‐事件記録を予審判事に回すことができる 

‐担当の予審判事を担当から外し，その他の予審判事に事件を担当させることができる 

‐捜査委員会自身で本件の捜査を継続することができる 

 

第２８２条（捜査委員会の捜査継続の権限） 

捜査委員会が本件の捜査を自分自身で継続をする決定を出した場合，捜査委員会の委員

にその業務を本編第１部（予審判事）第５章（捜査の終結）で規定されている権限を除き，

予審判事の全ての権限を使って遂行させる。 

捜査終了の場合，事件記録を捜査委員会の書記官の事務所で保管をしなければならない。

捜査委員会の委員長が尋問の期日を決定する。本法第２５９条（事件記録についての協議

及び準備書面）の規定を適用する。 

捜査委員会は，捜査の終結を解決の決定によって行う。本法の予審判事に対する規定の

第２４７条（解決の決定）から第２５０条（法廷審理のための送致）を捜査委員会の解決

の決定にも適用する。捜査委員会が拘留されている被疑者の釈放を決めた場合，その決定

を直ちに実行しなければならない。本法第２７６条（拘留されている被疑者の釈放）の規

定は適用しない。 

 

 

第５章 捜査委員会の委員長自身の権限 

第２８３条（捜査委員会の委員長の権限） 

捜査委員会の委員長は，捜査委員会が予審判事の正しい業務の実施を保障しなければな

らない。捜査委員会の委員長は，暫定拘留，裁判所のその他の決定，代理捜査及び鑑定に

関する規定の遵守を監視しなければならない。 

捜査委員会の委員長は，理由なき手続の遅滞がないようにしなければならない。 

捜査委員会の委員長は，捜査委員会の事務所を監査することができる。 

 

第２８４条（事件の一覧票） 

予審判事全員は，四半期毎に担当の事件の一覧票を作成し，そこに捜査の最終状況を記

載しなければならない。 

 

第２８５条（捜査委員会の事務所の監査） 

捜査委員会の事務所を監査するとき，その監査報告書を作成し，高等裁判所の長官に提

出をしなければならない。 

 

第２８６条（事件の終結の申立て） 
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起訴から１年が経過した場合，被疑者は，予審判事に対して捜査の終結を申し立てるこ

とができる。予審判事は，その申立てを受領した日から１か月以内に，それに対する判断

をしなければならない。もし予審判事がこの期間内に判断をしない場合，被疑者は，捜査

委員会の委員長に訴えを提起して，予審判事に命令を出すように請求をすることができる。 

起訴から１年が経過した場合，民事訴訟の原告は，予審判事に対して，捜査の終結を申

し立てることができる。予審判事は，その申立てを受領した日から１か月以内に，それに

対する判断をしなければならない。もし予審判事がこの期間内に判断をしない場合，民事

訴訟の原告は，捜査委員会の委員長に訴えを提起して予審判事に命令を出すように請求を

することができる。 

本条で規定している被疑者又は民事訴訟の原告の権限は，弁護士も使うことができる。 

 

 

第５編 判決について 

第１部 始審裁判所の判決 
第１章 管轄及び裁判所への起訴 

第１節 総則 

第２８７条（裁判所の土地管轄） 

各州の州庁の所在地又は市（特別市）において，その州又は市全体を管轄する第一審の

裁判所が設置され，それを始審裁判所という。 

 

第２８８条（裁判官の兼務禁止） 

裁判官と検察官又は検事補との間で，お互いの仕事を兼務することはできない。 

ある事件において検察官又は検事補若しくは予審判事としての業務を行った場合，その

事件の審理に参加をすることはできない。参加してしまった場合，その判決は無効である。 

 

 

第２節 物的管轄及び土地管轄 

第２８９条（始審裁判所の管轄） 

始審裁判所は，重犯罪，中犯罪及び軽犯罪の審理を行う。始審裁判所の重犯罪事件，そ

れに関連する中犯罪及び軽犯罪に対する判断は，３名の裁判官による合議制である。 

始審裁判所は，中犯罪事件及び軽犯罪事件に対して，単独の裁判官で審理を行う。 

第２９０条（始審裁判所間の管轄の争い） 

土地管轄を有する裁判所は，下記のとおりである。 

‐犯罪が行われた場所の裁判所 

‐被告人の居住地の裁判所 

‐被告人が逮捕された場所の裁判所 
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もし同じ高等裁判所の管轄内で複数の裁判所が同じ事件を受領した場合，高等裁判所の

長官は，その事件の担当の裁判所を決定する。 

同級の裁判所間の管轄の争いは，上級の裁判所が判断をする。 

この判断に対して，異議申立てをすることはできない。 

被告人に対する管轄は，共犯者，首謀者及び共謀者にも拡張する。 

訴えを受領し，自分は土地管轄を有しないと判断をした裁判所は，管轄を有しないこと

を判決で行い，検察官に事件を戻し，土地管轄を有する裁判所に再提起をしてもらわなけ

ればならない。またそれに合わせて，この裁判所は，被告人の拘留延長又は司法観察の延

長も決める。 

 

 

第３節 裁判所への訴え 

第２９１条（裁判所への訴えの方法） 

刑事事件において，始審裁判所は，訴えを下記の形で受領する。 

‐予審判事からの送致の決定，又は捜査委員会の送致の決定 

‐検察官から裁判所への直接の起訴 

‐検察官による即出頭の事件の記録調書 

上記のいずれかの方法によって裁判所に送られた者は，被告人と呼ぶ。 

もし予審判事が民事訴訟の原告として訴えをまだ起こしていない場合，被害者であれば

誰でも，民事訴訟の原告として訴えを起こすことができる。 

民事の責任を負う者とは，法律上犯罪の被害者の損害を修復しなければならない義務を

負う人たちである。 

 

第２９２条（審理の期日の決定） 

即出頭の場合を除き，審理の期日は，裁判所の所長によって決定される。 

検察官から裁判所への直接の起訴を受領した場合又は捜査委員会からの送致決定を受領

した場合，裁判所の所長が本法第４５７条（直接の審理のための呼び出し決定の交付と出

頭命令の決定までの期間）及び第４６６条（呼出の決定から出頭命令の決定までの期間）

の規定を考慮し，審理の期日を決定する。 

この期日は，検察官に直接通知をしなければならない。 

 

第２９３条（期間に共通する事項） 

本法で規定している行為又は手続を行うための期間は，最終日の２４時に終了する。通

常，最終日が土日又は休日に当たるとき，次の平日に延期される。 

必要な署名については，本人が署名できない場合，指紋押捺に代えることができる。 
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第２９４条（予審判事の送致決定又は捜査委員会の送致決定による当事者への法廷出席の

呼出） 

予審判事からの決定による訴えを受領した場合又は捜査委員会からの決定による訴えを

受領した場合，検察官は，次の人たちを出廷するように呼び出さなければならない。 

‐被告人 

‐民事訴訟の原告 

‐予審判事に対して民事訴訟の原告になることをまだ表明していない被害者 

‐証人 

‐専門家 

‐通訳人 

‐被告人又は民事訴訟の原告からの情報に基づく民事損害の責任者 

法廷での審理の呼出に関しては，本法第７編第２部に従って行う。この呼出状には，予

審判事の送致決定の写し又は捜査委員会の送致決定の写しも添付して，被告人に渡さなけ

ればならない。 

 

第２９５条（送致決定を裁判所に直接送付した場合の呼出） 

裁判所が送致決定を直接受領した場合，検察官は，次の人たちを出廷するように呼び出

さなければならない。 

‐被害者 

‐証人 

‐通訳人 

‐被告人又は民事訴訟の原告からの情報に基づく民事損害の責任者 

法廷での審理の呼出に関しては，本法第７編第１部に従って行う。 

 

第２９６条（即出頭した場合の当事者の呼出） 

即出頭手続の場合，検察官は，次の人たちを出廷するように呼び出さなければならない。 

‐被害者 

‐証人 

‐通訳人 

‐被告人又は民事訴訟の原告からの情報に基づく民事損害の責任者 

法廷での審理の呼出に関しては，本法第７編第１部に従って行う。しかし，緊急の場合，

検察官があらゆる手段を使って，たとえ口頭であっても，被害者，証人，通訳人及び民事

損害の責任者を呼び出すことができる。 

 

第２９７条（証人の呼出） 

訴追側の証人で，まだ被告人と対決させるための尋問をしていない人を証人として出廷
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させなければならない。 

 

第２９８条（被告人及び民事訴訟の原告を通じての証人の呼出） 

検察官が証人として呼び出していない人を被告人又は民事訴訟の原告が自己の費用負担

で証人として呼び出して，出廷してもらうことができる。この呼出は，本法第７編第３部

に従って行う。 

 

第２９９条（手続の統合） 

関連する複数の手続を受領した場合，裁判所は，それらの手続を統合することができる。 

 

 

第２章 当事者の出廷 
第１節 被告人の出廷 

第３００条（被告人の出廷） 

裁判所の法廷での審理の時，被告人は，自分で出廷をしなければならない。 

被告人は，自分で選任された弁護士と共に出廷をすることができる。被告人は，弁護士

会の規則で規定している条件に基づいて弁護士を選任してもらうことができる。 

 

第３０１条（弁護士の支援） 

下記の事件においては，弁護士の支援が絶対なければならない。 

１．重犯罪事件 

２．被告人が未成年者の場合 

もし被告人が選任をしない場合，裁判所の所長が弁護士会の規則で規定している条件に

基づいて選任をしなければならない。 

 

第３０２条（被告人の意思による出廷） 

裁判所への直接送致の場合，被告人が自分で出廷をする。 

 

第３０３条（保安隊の同行による被告人の出廷） 

即出頭手続による拘留は，裁判所へ出廷するまで保安当局の監視の下に置かれる。 

裁判所は，本法第４８条の規定に基づいて，暫定拘留を決定することができる。 

事実審に対する判決は，被告人の出頭の日から２週間以内に言い渡さなければならない。 

暫定拘留は，２週間を経過した場合，完全に釈放をしなければならない。 

 

第３０４条（即出頭の手続） 

即出頭命令の手続を行った場合，検察官は，次のことをしなければならない。 
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‐連れて来られた者の身分の確認 

‐その人に対する起訴事実及び罪名の通知 

‐本人の希望があればその人の言い分を聞く 

‐即出頭に係る記録の作成 

検察官は，被告人に対して，弁護士会の規則に基づいて弁護士を任意に選任し，若しく

は弁護士を選任してもらうことができる旨を伝えなければならない。 

任意弁護士若しくは選任された弁護士は，直ちにその情報が伝えられる。弁護士は，事

件の記録を閲覧したり，被告人に連絡をとったりすることができる。 

上記のことを全て記録に記載をしなければならない。そうでない場合，その手続は無効

となる。 

被告人は，裁判所に出頭するまで保安部隊に身柄を護送され，裁判は同日に行われる。 

出頭時，身分を確認した後で，被告人に防御の準備時間を請求することができる旨を伝

えなければならない。 

もし被告人が防御時間を請求し，若しくは裁判所が本件はこの法廷で直ちに審理するこ

とができないと判断した場合，事件の審理を次回の期日に回さなければならない。 

裁判所は，被告人を理由付きの判決によって暫定拘束を命じることができる。この判決

の中で，裁判所は，本法第２０５条（暫定拘束の理由）の条件を準用しなければならない。

裁判所は，決定で拘束を命じる。 

事件の本案に関する判決は，裁判所への出頭の日から２週間以内に出さなければならな

い。２週間を経過したら暫定拘束が解除される。 

即出頭命令の手続による訴えを受領した裁判所は，本法第４７条（即出頭）の条件が成

就していないと判断した場合，又は事件が複雑で更なる捜査が必要と判断した場合，検察

官に事件を移送し，取調べをするようにしなければならない。当日，被告人を予審判事の

ところに連れて行かなければならず，それでなければ被告人が自動的に釈放される。 

 

第３０５条（予審判事の送致決定又は捜査委員会の送致決定による被告人の出頭） 

裁判所が予審判事からの送致決定又は捜査委員会からの送致決定を受領した場合，予審

判事又は捜査委員会が暫定拘留を決定した場合を除き，被告人は，自由に出頭することが

できる。 

検察官は，必要な措置を取り，被告人を暫定拘留し，公権力で法廷へ連行するようにし

なければならない。 

本法第２４９条（解決の決定による暫定拘留及び司法観察下についての決定）の規定ど

おり，被告人の暫定拘留の決定は，４か月で効力を失う。もしその間，被告人を裁判所へ

連れて行かない場合には，自動的に釈放される。 

本案訴訟の判決は，適切な時期に出さなければならない。 

暫定拘留されている被告人は，出廷しても，裁判所の釈放命令が出された場合を除き，
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判決が出るまで暫定拘留のままである。 

 

第３０６条（暫定拘留の被告人の釈放） 

裁判所は，本法第２０５条（暫定拘留の理由）に基づいて，いつでも被告人の釈放命令

を出したり，暫定拘留継続命令を出したりすることができる。 

裁判所は，被告人，弁護士及び検察官の陳述を聞いてから判断をすることができる。 

 

第３０７条（拘留されている被告人からの釈放請求の訴え） 

拘留されている被告人は，法廷において口頭で又は書記官への書面で，裁判所に釈放を

申し立てることができる。 

釈放の申立ては，弁護士によって法廷において口頭で又は書記官への書面で行うことも

できる。 

もし口頭での申立てがあった場合，書記官は，法廷記録調書にその旨を記載しなければ

ならない。申立てが書面で行われた場合，書記官は，申立書に受領の記述を記載し，直ち

に裁判所の所長へ送付しなければならない。 

裁判所は，被告人，弁護士及び検察官の陳述を聞いてから判断する。裁判所は，最短の

時間で判断をしなければならず，口頭又は書面で申立てを受領した日から１０日以内に判

断をしなければならない。 

 

第３０８条（検察官の控訴期間が過ぎるまでの拘留） 

裁判所が釈放命令を出した場合，裁判官の即時釈放命令の場合を除いて，検察官の控訴

期間が過ぎるまで，被告人を拘留し続けなければならない。検察官の釈放の同意又は不同

意の書面は，手続の記録調書に綴らなければならない。 

裁判所による被告人の釈放の判決に対して検察官が控訴をした場合，控訴審が終了する

まで被告人を拘留しなければならない。 

 

第３０９条（出廷できない被告人） 

被告人が病気や他の重要な理由で出廷できない場合，裁判長は，被告人の居所での尋問

を命じることができる。 

裁判所は，尋問期日を決定する。 

尋問は，被告人が明確に弁護士の弁護を拒否した場合を除き，検察官，弁護士及び被告

人の面前で行われなければならない。 

 

第３１０条（裁判所の命令による被告人の強制出廷） 

重犯罪又は中犯罪事件の場合で，被告人が出頭をしない場合には，裁判所は，事件の審

理を中断し，被告人の強制出廷命令の決定を出さなければならない。裁判所は，次回の期
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日を設定しなければならない。 

強制出廷命令の決定には，下記の項目を記載しなければならない。 

‐被告人の表示 

‐罪名，関連する法規及びその犯罪への制裁 

‐決定を出した裁判官の氏名及び職位 

強制出廷命令の決定には，期日，裁判長の署名及び公印がなければならない。 

本法第１９２条（連行命令の決定の実行）を適用する。 

裁判所への出頭までの間，被告人は，警察，憲兵部隊，拘置所若しくは留置所へ連行さ

れる。被告人は，検察による尋問を要求することができる。検察官は，尋問の結果の記録

調書を作成しなければならない。 

 

 

第２節 民事訴訟の原告の出頭 

第３１１条（法廷での審理時の民事訴訟の原告としての参加） 

法廷での審理時，民事訴訟の原告になることの訴えを書記官に表明する。この訴えの表

明は，法廷審理の記録調書に記載をしなければならない。 

検察官が本案の考察2を行った後，民事訴訟の原告としての訴えを受領することはできな

い。 

捜査時，既に民事訴訟の原告としての訴えを起こした被害者は，法廷で再度その訴えを

する必要はない。 

 

第３１２条（民事訴訟の原告と証人の兼任不可） 

民事訴訟の原告は，証人として尋問をすることはできない。 

 

第３１３条（民事訴訟の原告の支援及び代理） 

民事訴訟の原告は，弁護士を選任して弁護してもらうことができる。 

民事訴訟の原告は，弁護士，配偶者，親族を代理に立ててもいい。代理人は，弁護士で

はない場合，書面による委任状が必要である。 

 

 

第３節 民事訴訟上の責任者の出頭 

第３１４条（民事訴訟上の責任者の出廷） 

民事訴訟の責任者は，弁護士の支援を求めることができる。民事訴訟の責任者は，弁護

士，配偶者，親族を代理に立ててもいい。その場合，書面による委任状が必要である。 

 

                                                        
2 訳注：「起訴の最終判断」とほぼ同義。 



89 
 

 

第４節 証人の出廷 

第３１５条（証人の出廷） 

呼出があったとき，証人は出廷をしなければならない。裁判所は，公権力を使って証人

を強制的に出廷させることができる。 

 

 

第３章 尋問 
第１節 尋問の公開性及び法廷の運営 

第３１６条（尋問の公開性及び尋問の秘密性） 

尋問は，公開の法廷で行われなければならない。 

しかし，裁判所は，その公開によって公共秩序又は習慣を害すると考えた場合，その理

由を明確にして，尋問の一部又は全部を非公開で行うことができる。裁判所は，本案の判

決と別の判決で，それとも本案の判決の中での特別決定でそれを決めなければならない。 

裁判所の非公開での審理の決定に対して，異議申立てをすることはできない。 

 

第３１７条（判決の言渡し） 

全ての場合において，判決の言渡しは，公開の法廷で行わなければならない。 

 

第３１８条（法廷の秩序の保証） 

裁判長は，尋問を仕切らなければならない。裁判長は，防御の権利がきちんと自由に使

えるように保障をしなければならない。しかし，裁判長は，審理の遅延行為や真実の追及

に役立たない尋問を制することができる。 

裁判長は，尋問時の秩序を保障しなければならない。 

裁判長は，一部の未成年者又は未成年者全員が公開の法廷に参加することを禁止するこ

とができる。 

裁判長は，尋問の秩序を妨害する人々を法廷から出るように命令をすることができる。 

任務を遂行するために，裁判長は，公権力を使うことができる。 

 

第３１９条（事件記録の閲覧） 

弁護士は，事件の記録を書記官の事務所で，書記官の監督の下，閲覧をすることができ

る。 

裁判長の許可があれば，弁護士又は弁護士の事務所の職員は，事件記録の写しを自己の

費用及び書記官の監督の下ですることができる。 

 

第３２０条（法廷での違反行為） 
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もし法廷で違反行為があった場合，裁判長がその違反の記録を作成しなければならない。 

裁判長は，直ちに違反者の拘束命令を出して検察官に連行し，検察官にその違反に対す

る処分をしてもらうことができる。 

違反が軽犯罪又は中犯罪に当たる場合で，検察官の訴え及び違反者が同意をした場合，

裁判長は，直ちにその違反行為に対する審理を行うことができる。 

 

 

第２節 証拠方法 

第３２１条（裁判所による証拠の評価） 

本法と異なる規定があった場合を除き，刑事事件の証拠は，自由に提出することができ

る。 

裁判所は，提出された証拠を自分の心証で評価をすることができる。 

裁判所は，判決の中で事件の中に出ている証拠及び法廷で出された証拠のみを引用する

ことができる。 

裁判所は，自白もその他の証拠と同様に評価をする。身体的又は精神的な強制によって

出された供述は，証拠の価値がない。 

被告人及び自分の弁護士との間の会話を証拠にすることはできない。 

 

 

第３節 尋問 

第３２２条（法廷出席者関係の手続） 

書記官は，被告人，民事訴訟の原告，民事損害の責任者，証人及び専門家を呼び，その

人たちの身分の確認をしなければならない。 

民事訴訟の原告は，配偶者又は親族によって代理された場合，書記官がその代理の身分

の確認及び委任の有効性を確認しなければならない。民事損害の責任者についても，同様

である。必要な場合，書記官が裁判長の意見を求めなければならない。 

法廷の中で，各当事者は，所定の場所に座らなければならない。 

被告人は，お互いに話し合ったりすることはできない。 

専門家及び証人は，用意された待合室で待機をしなければならない。待合室は，法廷内

の様子を見たり聞いたりすることができない。 

法廷内又は待合室内では，証人はお互いに連絡をしたり，話し合ったりすることができ

ない。 

 

第３２３条（呼出の正則性の争い） 

法廷への召喚の決定の争いや，即出頭の記録調書に関する正則性の争い，法廷への出廷

の呼出の争いは，本案の審理の前に主張しなければならない。そうでなければ，その争い
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は受け付けない。 

 

第３２４条（呼び出されていない証人の尋問） 

尋問中に当事者は，法廷出席中の人を呼出なしで，証人として尋問することを裁判所に

求めることができる。この尋問は，裁判長の許可が必要である。書記官は，その証人の身

分を確認し，待合室に退去してもらわなければならない。 

 

第３２５条（被告人の尋問） 

裁判長は，被告人に起訴事実を伝え，尋問を行う。裁判長は，真実を解明するために必

要な質問を全て尋問する。裁判長は，被告人に有利な質問も，不利な質問もしなければな

らない。 

裁判長が尋問をした後，検察官，弁護士及び当事者も尋問をすることができる。尋問を

するとき，必ず裁判長の許可を得なければならない。検察の代表及び弁護士の尋問以外は，

裁判長を通じてしなければならない。異議申立てがあった場合，裁判長の裁量で尋問の可

否を決定する。 

 

第３２６条（当事者の尋問） 

裁判長は，民事訴訟の原告，民事損害責任者，被害者，証人及び専門家の尋問を裁判長

が事件を解明するのに役立つと考えている順番で行う。裁判長は，捜査に参加した司法警

察官，捜査関係者，司法警察の代理を証人として尋問する。 

検察官，弁護士及び当事者も質問をすることができる。質問をするとき，必ず裁判長の

許可を得なければならない。検察の代表及び弁護士の質問以外は，裁判長を通じてしなけ

ればならない。異議申立てがあった場合，裁判長の裁量で質問の可否を決定する。 

 

第３２７条（証人の尋問に対する反対） 

もし証人の尋問が真実追及のためにならないと考えた場合，検察官，弁護士及び当事者

は，それに対して反対することができる。異議申立てがあった場合，裁判長の裁量で質問

の可否を決定する。 

 

第３２８条（証人の宣誓） 

裁判長は，各証人に，被告人，民事訴訟の原告又は民事損害責任者の血族関係か，婚族

関係か，使用人の関係であるかどうかを聞かなければならない。 

質問に対して答える前に，証人に信仰又は宗教の下で真実を述べることを宣誓させなけ

ればならない。 

質問に答えた後，各証人は，また待機をしなければならない。もしその証人に対する尋

問がそれで終了した場合，裁判所が退廷をさせることができる。 
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本法第１５６条（宣誓不要な証人）の規定も適用する。 

 

第３２９条（告発者） 

自分の告発によって報奨金をもらった告発者に対しても，裁判所は，情報を得るために

尋問をすることができる。 

 

第３３０条（通訳人の支援及び宣誓） 

必要があれば，裁判長は，通訳人を呼ぶことができる。通訳人は，信仰又は宗教の下で

裁判所を支援し，陳述を正しく通訳することを宣誓しなければならない。どのような場合

においても，通訳人を裁判官，書記官，警察官，憲兵，当事者若しくは証人から選ぶこと

はできない。 

本法第１５６条（宣誓不要な証人）の規定を適用する。 

 

第３３１条（ろうあ者又は耳の不自由な人） 

ろうあ者又は耳に不自由な人に対して尋問をするとき，書記官は，質問を書いて，本人

に読ませ，答えてもらわなければならない。もし本人が読み書きできない場合，裁判長は，

本法第３３０条（通訳人の支援及び宣誓）の条件で通訳人を探さなければならない。 

裁判長は，本人と交流があった人を呼んで通訳してもらうことができる。その人は，信

仰又は宗教の下で裁判所を支援し，陳述を正しく通訳することを宣誓しなければならない。 

 

第３３２条（証拠物の提示） 

裁判長は，誰かに証拠物の提示させることができる。 

 

第３３３条（被告人の欠席時の真実の追及） 

被告人が欠席したとしても，裁判所は，真実を追求し，他の当事者や証人を尋問したり，

証拠を取り調べたりしなければならない。 

 

第３３４条（尋問終結するまでの陳述書の提出） 

尋問が終結するまで，被告人，民事訴訟の原告及び民事損害責任者は，陳述書及び真実

を示すためのあらゆる書面を提出することができる。 

陳述書は，裁判長及び書記官の公印を押し，事件記録に綴らなければならない。 

 

第３３５条（尋問後の当事者の陳述権） 

尋問後，裁判長は，下記の者に次々と陳述をさせる。 

‐民事訴訟の原告，民事損害責任者及び被告人に対して短い陳述をさせる。 

‐民事訴訟の原告の弁護士に弁護の陳述を行わせる。 
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‐検察官に求刑の陳述をさせる。 

‐民事損害の責任者の弁護士及び被告人の弁護士に弁護の陳述をさせる。 

民事訴訟の原告及び検察官は，陳述に対する反論の陳述を行うことができる。しかし，

被告人とその弁護士の陳述は最後に行う。 

この手続の実施については，法廷記録調書及び判決に記載をしなければならない。 

 

第３３６条（検察官による口頭の訴え） 

正義に寄与すると考えた場合，検察官は，最終の論告求刑を口頭で行うことができる。 

 

第３３７条（裁判所の最終協議及び判決） 

裁判所は，法廷から退廷し，協議室へ行って最終的協議をして判決を下す。それ以上の

訴えを提起することはできない。それ以上の事実を主張することができない。 

その協議には，検察官及び書記官が参加することはできない。 

 

第３３８条（裁判所の現場への赴き） 

真実を追求するために，裁判所は，全国どこでも現場へ赴くことができる。 

裁判所は，検察官及び書記官を同行させなければならない。自分で申し込めば，被告人，

民事訴訟の原告，民事損害責任者及び弁護士も同行することができる。 

これらの活動についての記録調書も作成をしなければならない。 

 

第３３９条（裁判所の命令による追加情報） 

もし新たな調査が必要であると判断した場合，裁判所が追加捜査の命令を出すことがで

きる。 

追加捜査を担当する人々は，下記のとおりである。 

‐裁判長 

‐合議体による審理の場合その合議体の中のある裁判官 

‐始審裁判所の他の裁判官 

追加捜査の命令を出した裁判所は，捜査する裁判官を任命しなければならない。 

任命された裁判官は，下記のように予審判事と同じ権限を有する。 

‐裁判所の管轄の範囲内又は全国的な範囲での捜査 

‐証人の尋問 

‐捜索 

‐証拠物件の押収 

‐鑑定の命令 

追加捜査を実施するために，裁判官は，尋問を他の人に委任することができる。 
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第３４０条（継続審理） 

もし尋問がその法廷で全部終了していない場合，裁判所がその審理を決められた次回の

期日に持ち越すことができる。 

 

第３４１条（法廷の記録調書の作成） 

法廷開催時，高等裁判所に手続の正則性を確認し，また尋問の内容を知るために，書記

官は，記録調書を作成しなければならない。 

書記官は，最善の努力で法廷での審理を見て，被告人，民事訴訟の原告，民事損害の責

任者，証人及び鑑定人に対する質問及び答えを聞いて詳細の記録を取らなければならない。 

この記録調書は，書記官が署名をし，裁判長が判決の言い渡し日から１０日以内にチェ

ックをして公印を押さなければならない。 

記録調書の管理などをきちんとしない書記官は，職務上の懲戒を受ける。 

 

 

第４節 反論 

第３４２条（反論における裁判所の任務） 

訴追事件を受領した裁判所は，特別法による規定の場合を除き，当事者から出された全

ての反論に対しての判断の権限を有する。 

裁判所は，予審判事からの送致決定及び捜査委員会からの送致決定による場合を除き，

当事者から出された手続の無効の反論に対して判断をすることができる。 

 

第３４３条（喫緊的な問題及び判断の停止） 

もし当事者から喫緊的な問題を出され，その判断が他の裁判所の専属管轄である場合，

裁判所は，その判断を停止しなければならない。 

喫緊的な問題を受領できるのは，被告人が訴追されている犯罪を覆すためのもののみで

ある。 

民事関係では，所有権，不動産上の物権及び身分関係は，民事裁判所の管轄である。 

 

第３４４条（反論の提起） 

反論は，本案の審理までに申立てをしなければならない。本案の審理に入ったらそれを

受領することができない。 

 

第３４５条（喫緊的な問題の受領） 

喫緊的な問題を受領しない場合，裁判所が理由付きの判決で行わなければならない。 

喫緊的な問題が提起され，裁判所がそれを受領した場合，審理を停止し，当事者が管轄

を有する裁判所に訴えるための期間を定めなければならない。 
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上記期間が経過し，関係する当事者がすでに管轄を有する裁判所に申し立てた証拠を出

した場合，そのことを判断してもらうために，裁判所は，新たな期間を決定しなければな

らない。検察官は，訴えを受領した裁判所にその期間を通知しなければならない。 

もしその期間が過ぎても判断がされていない場合で，その遅延が関係の当事者の過失に

よるものであれば，刑事事件の審理が継続される。 

 

第３４６条（反論に対する審理） 

裁判所は，反論に関する判断を判決と別の判決で行わなければならない。 

しかし，裁判所は，その事実を本案に統合して，１つの判決で本案訴訟と反論について

の判断をすることができる。 

 

 

第４章 判決 
第１節 判決の言渡し 

第３４７条（判決の言渡し） 

判決は，尋問の法廷の時又は次回の法廷で言い渡さなければならない。この場合，裁判

長は，参加している当事者全員に判決の言渡し日を通知しなければならない。 

 

第３４８条（裁判所への起訴事実に対する判断の範囲） 

裁判所は，予審判事の送致決定，捜査委員会の送致決定，法廷への召喚の決定又は即出

頭命令の記録調書で記載されている行為に対してのみ判断をすることができる。 

事件がすでに合議体によって審理された場合，起訴事実が中犯罪若しくは軽犯罪である

と分かっても，そのままの合議体で審理をする。事件が単独の裁判官によって審理された

場合，起訴事実が重犯罪であると分かったら，裁判所が検察官に事件を戻し，再捜査をし

なければならない。 

 

第３４９条（個人に対する裁判所への訴え） 

裁判所は，裁判所に送致された被告人に対してのみ審理を行うことができる。 

証人として呼び出された者が首謀者又は共謀者などで起訴される可能性があった場合，

その人に対する審理は，本法第４３条（起訴）の規定によって起訴された後でなければ行

うことはできない。 

 

第３５０条（罪名の言渡し） 

裁判所は，下記の項目を審理しなければならない。 

‐その行為は，重犯罪，中犯罪又は軽犯罪か 

‐被告人は，起訴された事実を行ったのかどうか 
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審理の結果，被告人が犯人であるのであれば，裁判所は，それに対して制裁を科するこ

とができる。 

もし裁判所がその行為は違反ではないか，それとも被告人は違反していないと判断した

場合，被告人を釈放しなければならない。 

 

第３５１条（被告人の欠席） 

推定無罪であり，疑わしきは被告人の利益になる。 

被告人が欠席した場合に，もし実際に被告人がその犯罪を行ったと判断したら，裁判所

は，判決を言い渡さなければならない。 

 

第３５２条（司法観察の修了） 

判決の言渡しによって，司法観察は終了する。 

 

第３５３条（裁判所が出す身柄拘束命令の決定及び逮捕命令の決定） 

もし裁判所が被告人を執行猶予なしの１年以上の拘禁刑を言い渡す場合，裁判所は，理

由を付けて，下記の特別な決定を法廷開催時に出すことができる。 

‐法廷に出席している被告人の拘留命令の決定 

‐欠席している被告人の逮捕命令の決定 

拘留命令の決定及び逮捕命令の決定は，直ちに効力を発揮する。 

それらの決定には，下記の項目を記載しなければならない。 

‐犯人の表示 

‐制裁の種類及び制裁の根拠の法律 

‐決定を出した裁判官の氏名及び職位 

この決定には，日付，裁判官の署名及び公印がなければならない。 

逮捕命令の決定の実行によって逮捕された犯人は，逮捕された場所の検察官に最短の時

間で連れて行き，その犯人に対してその決定を通知し，拘留をしなければならない。 

判決は，欠席裁判で行った場合で，もし犯人が故障を申し立てるのであれば，最短の時

間で判決を出した裁判所へ出頭しなければならない。犯人は，仮釈放を申し立てることが

できる。その場合，裁判所は，本法第３０７条（拘留されている被告人の釈放要求の訴え）

に基づいて決定する。 

 

第３５４条（押収物の返還） 

裁判所は，押収物の返還の権限を有する。 

 

第３５５条（民事上の利益に関する判断） 

裁判所は，刑事事件と同じ判決の中で，民事の利益に関する決定を行う。裁判所は，民
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事訴訟の原告としての訴えの可能性を検討し，民事訴訟の原告が被告人及び民事損害責任

者に対する訴えを判断する。もし裁判所は，まだその民事の利益を判断できない場合，次

回の期日で判断をすることができ，暫定金額を決めることができる。 

同じ犯罪で制裁をされた犯人は，連帯で損害に対する支払の責任を有する。 

 

第３５６条（民事訴訟の原告の法廷の欠席） 

民事訴訟の原告が法廷開催の前に損害賠償請求を出し，法廷開催時に欠席した場合で，

もし裁判所が被告人に有罪の判決を出した場合，その請求内容に基づいて被害者に対する

損害の支払を決めなければならない。 

 

第３５７条（判決書：理由及び主文） 

全ての判決は２部から構成されている。 

‐理由の部とは，判決の根拠となる事実に関係する証拠及び法律の規定に関する部分。 

‐主文とは，裁判所の判断。 

事実は明確でなければならず，疑わしきがないものである。裁判所は，各起訴事実を検

討し，法廷で出された証拠を取り調べなければならない。 

理由の部分において，裁判所は，当事者の書面による最終弁論に対して答えなければな

らない。 

主文の部分には，被告人の罪名，それに関連する法文及び民事制裁について記載をしな

ければならない。 

 

第３５８条（判決での記載事項） 

判決には，裁判長及び書記官が署名をしなければならない。 

判決には，下記の項目を記載しなければならない。 

‐法廷開催の期日 

‐裁判官の氏名及び職位 

‐検察の代表の氏名及び職位 

‐書記官の氏名及び職位 

‐被告人，民事訴訟の原告及び民事損害の責任者のそれぞれの氏名，住所，生年月日，

出生地及び職業 

‐弁護士の氏名 

裁判長及び書記官が署名した後，判決の原本は，言渡しから最長８日間，書記官の事務

所に保管しなければならない。書記官は，いつも原本を保存しなければならない。控訴が

あった場合，書記官が判決の写しを提供することができる。 

 

第３５９条（公開の法廷での判決の言渡し） 
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全ての判決の言渡しは，公開の法廷で行わなければならない。主文については，裁判長

が大きな声で読み上げなければならない。 

 

 

第２節 判決の種類 

第３６０条（対面の判決） 

言渡し時，もし被告人が法廷に出ていた場合，その判決は対面の判決である。対面の判

決は，被告人に通知をする必要はない。対面の判決は，控訴できる。 

被告人が法廷から出たとしても，対面の判決である。 

被告人の尋問が本法第３０９条（出廷できない被告人）に基づいて尋問をした場合でも，

判決は，対面の判決である。 

 

第３６１条（みなし対面判決） 

もし被告人が法廷に出席していなかったが，本人が法廷への召喚の決定又は呼出決定を

知った場合の判決は，みなし対面判決である。 

みなし判決については，被告人に通知をしなければならない。この判決は，控訴できる。 

もし被告人が欠席の理由を明確にし，裁判所が正当であると判断した場合，その審理を

次回の期日に持ち越すことができる。 

 

第３６２条（欠席判決） 

もし被告人が法廷に出席せず，それに被告人が法廷への召喚の決定又は呼出決定を知っ

ているという証拠がなければ，言い渡された判決は，欠席判決である。 

欠席判決は，被告人に通知をしなければならない。欠席判決に対して故障を申し立てる

ことができる。 

 

第３６３条（民事訴訟の原告に対する判決） 

もし民事訴訟の原告又はその正当な代理人が法廷に出席した場合，判決は，民事訴訟の

原告に対する対面判決となる。民事訴訟の原告に対する対面判決は，当該者に通知をする

必要はない。この判決に対して控訴できる。 

もし民事訴訟の原告又は正当な代理人が法廷に出席しない場合，言い渡された判決は，

民事訴訟の原告に対する欠席判決である。この欠席判決は，民事訴訟の原告に通知をしな

ければならない。欠席判決に対して故障を申し立てることができる。 

 

第３６４条（民事損害の責任者に対する判決） 

もし民事損害の責任者として呼び出された者又はその正当な代理人が法廷に出席した場

合，判決は，民事損害の責任者に対する対面判決となる。民事損害の責任者に対する対面
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判決は，当該者に通知をする必要はない。この判決に対して控訴できる。 

もし民事損害の責任者として呼び出された者又は正当な代理人が法廷に出席しない場

合，言い渡された判決は，民事損害の責任者に対する欠席判決である。この欠席判決は，

民事損害の責任者に通知をしなければならない。欠席判決に対して故障を申し立てること

ができる。 

 

 

第３節 欠席判決に対する故障申立て 

第３６５条（欠席判決に対する故障申立て） 

被告人は，自分に対する欠席判決に対して故障申立てをすることができる。 

 

第３６６条（故障申立ての書式及び受領の可否） 

故障申立ては，書面で下記のように行わなければならない。 

‐判決を出した裁判所の書記官に 

‐検察官，警察機関，憲兵部隊，拘置所若しくは留置所の所長の面前で 

被告人は，弁護士に弁護してもらうことができる。弁護士は，故障申立ての委任状がな

ければならない。しかし，被告人が未成年者の場合，親又は後見人が代理できる。この場

合において委任状は不要である。 

故障申立てを受領したら，検察官，警察機関，憲兵部隊，拘置所若しくは留置所の所長

は，直ちに判決を出した裁判所の書記官にそれを渡さなければならない。 

故障申立て人が署名できない場合，拇印の捺印をしなければならない。 

 

第３６７条（故障申立ての帳簿） 

裁判所の書記官は，故障申立ての帳簿を管理する。当事者及び弁護士は，その帳簿を自

由に見ることができる。 

 

第３６８条（故障申立ての期間） 

故障申立ては，１５日以内にしなければならない。 

‐被告人に欠席判決を直接渡した場合，欠席の判決の通知を受けた日から起算される。 

‐被告人に欠席判決を直接渡していない場合，被告人が確実にその判決を知った日から

起算される。 

 

第３６９条（民事に対する判決の部分に対する故障申立て） 

故障申立ては，判決の民事の部分にのみ行うことができる。 

 

第３７０条（故障申立ての効果） 
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もし故障申立てが判決全体に対するものであれば，その判決は，無効である。その判決

の実行は，保留される。 

しかし，身柄拘束の効果はまだ残る。被告人の釈放に関しては，裁判所の権限である。 

もし故障申立てが判決の民事の部分のみに対するものであれば，その判決の民事部分の

みは無効である。その判決の民事部分の実行は，保留される。 

 

第３７１条（故障申立てに対する判決） 

申立ては，同じ裁判所で審理をしなければならない。 

当事者全員の呼出は，検察官が行う。 

裁判所は，故障申立ての受領可否を確認し，本案を審理しなおさなければならない。 

もし故障申立人をきちんと呼び出したのに，本人が出廷しなかった場合，裁判所は，そ

の故障申立てを無効とすることを宣言する。故障を申し立てられた判決は，変更されない。

この判決は，全ての当事者に対して効力を及ぼす。故障申立人は，本法第３８２条（被告

人，民事訴訟の原告，民事損害の責任者の控訴期間）による規定の条件において，控訴を

することができる。 

 

第３７２条（民事訴訟の原告又は民事損害の責任者による故障申立て） 

民事訴訟の原告は，自分に対する欠席判決に対して，故障申立てを行うことができる。

この故障申立ては，判決の民事の部分に対して行うものである。 

故障申立ては，１５日以内にしなければならない。 

‐民事訴訟の原告に欠席判決を直接渡した場合，欠席の判決の通知を受けた日から起算

される。 

‐民事訴訟の原告に欠席判決を直接渡していない場合，民事訴訟の原告が確実にその判

決を知った日から起算される。 

故障申立ては，書面で判決を言い渡した裁判所の書記官の事務所で行わなければならな

い。 

民事訴訟の原告は弁護士，配偶者又は血族関係の人が代理をすることができる。 

本条は，裁判所が民事損害の責任者と判断された人に対しても適用する。 

 

 

第２部 判決に対する控訴 
第１章 高等裁判所の刑事事件捜査委員会の任務 

第３７３条（高等裁判所の刑事事件捜査委員会の管轄） 

高等裁判所の捜査委員会は，刑事事件における始審裁判所の判決に対する控訴を判断す

る権限を有する。 
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第３７４条（一部の裁判官の担当禁止） 

事件の起訴，捜査又は始審裁判所での審理に関わった裁判官は，高等裁判所で同事件の

裁判長若しくは１人の裁判官として参加をすることはできない。 

 

 

第２章 控訴の受領の可否 
第３７５条（控訴できる人） 

下記の者は，控訴できる。 

‐始審裁判所の検察官及び高等検察庁長官 

‐被告人 

‐民事訴訟の原告，民事の利益の部分について 

‐民事損害の責任者，民事の利益の部分について 

 

第３７６条（検察官，被告人，民事訴訟の原告及び民事損害の責任者による控訴の書式） 

検察官，被告人，民事訴訟の原告及び民事損害の責任者の訴えは，判決を出した裁判所

の書記官の事務所で行わなければならない。 

被告人は，弁護士によって代理されることができる。弁護士は，控訴の委任状を受けな

ければならない。しかし，被告人が未成年者の場合，親又は後見人が代理できる。その場

合，委任状は不要である。 

民事訴訟の原告は，弁護士，配偶者又は血族関係者によって代理されることができる。

この場合，控訴の代理の委任状が必要である。 

書記官は，控訴事件を裁判所で保管されている特別な登録簿に記録をしなければならな

い。控訴状には，書記官及び控訴人若しくはその代理人が署名をしなければならない。委

任状は，控訴状に添付しなければならない。 

 

第３７７条（拘留されている被告人による控訴） 

拘束されている被告人は，拘置所又は留置所の所長に控訴の意思を表明することができ

る。その被告人は，控訴状を作成し，日時を書いて，署名をしなければならない。 

控訴状は，拘置所又は留置所の所長によって特別な帳簿に登録をしなければならない。

被告人は，その登録簿の縁に署名をしなければならない。 

拘置所又は留置所の所長は，その控訴状を最短の時間で裁判所の書記官に提出し，書記

官が上訴事件簿に記録をしなければならない。 

 

第３７８条（控訴人は読み書きできない場合） 

もし控訴人が署名できない場合，親指の押捺を行わなければならない。 
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第３７９条（検察庁の長官による控訴） 

検察庁の長官の控訴は，高等裁判所の書記官の事務所に提起しなければならない。 

書記官は，控訴状を高等裁判所の書記官の事務所で保管している特別帳簿に登録をしな

ければならない。控訴状には，書記官及び検察庁の長官が署名をしなければならない。 

 

第３８０条（控訴事件の帳簿の閲覧） 

始審裁判所の控訴事件登録簿及び高等裁判所の控訴事件記録簿は，当事者及び弁護士が

いつでも閲覧をすることができる。 

 

第３８１条（検察官及び検察庁の長官の控訴期間） 

検察官の控訴は，１か月以内である。 

検察庁の長官の控訴は，３か月以内である。 

その期間は，判決の言渡し日から起算する。 

 

第３８２条（被告人，民事訴訟の原告，民事損害の責任者の控訴期間） 

被告人，民事訴訟の原告，民事損害の責任者の控訴期間は，１か月間である。 

もしその判決が対面判決であれば，控訴期間は，判決の言渡し日から起算される。 

もしその判決がみなし対面判決であれば，控訴期間は，通知方法にかかわらず，判決の

通知日から起算される。 

 

第３８３条（控訴の追加期間：付帯控訴） 

もし上記の期間において，どちらかの当事者から控訴が出された場合，その他の当事者

の付帯控訴期間は，７日間である。この追加の期間は，前の期間の経過後から起算される。 

 

第３８４条（拘留の場合の検察官及び被告人の控訴期間） 

拘留の場合の検察官の控訴期間は，４８時間であり，被告人の控訴期間は，５日間であ

る。この期間は，裁判所が拘留を決定した日から起算される。 

 

第３８５条（中間判決に対する控訴） 

裁判所が中間判決を出した場合，もしその判決で手続が終了したらすぐ控訴をすること

ができる。これと異なる場合，中間判決を高等裁判所が審理を行うためには，本案に対す

る審理も同時に行わなければならない。 

 

 

第３章 高等裁判所に対する手続 
第３８６条（事件記録を高等裁判所への送付） 
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控訴が提起された場合，始審裁判所の書記官は，事件の記録を高等裁判所へ送付をしな

ければならない。 

書記官は，最短の時間で，高等裁判所の書記官に対して，次の書類を送付しなければな

らない。 

‐手続の記録 

‐原本に相違がないことの証明のある控訴状の写し 

‐原本に相違がないことの証明のある判決の謄本 

裁判所による被告人の拘留の判断に対して控訴をした場合，どうしても避けられない状

況の場合を除き，この事件の記録を１０日以内に送らなければならない。避けられない状

況の場合には，その旨を送り状に記載しなければならない。 

 

第３８７条（法廷の期日及び審理の期間の決定） 

事件記録が高等裁判所に着いたら，刑事委員会の委員長は，その控訴の手続が正しいの

かを確認し，法廷の期日を決定する。 

高等裁判所は，適切な期間内に決めなければならない。始審裁判所の拘留の判決に対す

る控訴の場合，高等裁判所は，事件受理した日から１５日以内に判断しなければならない。 

 

第３８８条（通知及び出廷の呼出） 

刑事委員会の委員長は，法廷の期日を高等検察庁の長官に知らせる。 

高等検察庁の長官は，本法第７編（法廷への召喚の決定，呼出の決定及び通知決定）第

２部（被告の出廷の呼出）及び第３部（被告人以外の人に対する出廷の呼出）の規定に基

づいて，被告人，民事訴訟の原告及び民事損害の責任者を呼び出さなければならない。 

 

第３８９条（被告人の移送） 

高等検察庁の長官の命令により，拘留されている被告人は，最短の期間で，高等裁判所

に一番近い拘置所又は拘留所に移送をしなければならない。 

 

第３９０条（高等裁判所の報告） 

刑事委員会の委員長は，報告してもらう裁判官１人を任命しなければならない。報告書

作成者は，委員長又はその他の裁判官であってもかまわない。 

報告書には，事件の概要及び高等裁判所に送られてきた判決の概要を書かなければなら

ない。報告書は，書面で行い，事件記録に綴られる。報告書は，裁判所が情報を全て得ら

れる程度に細かく書かなければならない。 

 

第３９１条（事件記録の閲覧及び準備書面の提出） 

高等検察庁の長官及び弁護士は，法廷開催期日まで事件の記録を閲覧することができる。 
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当事者及び弁護士は，書記官に準備書面を提出することができる。書記官は，その準備

書面に受領の期日を記入し，事件記録に綴らなければならない。 

 

第３９２条（尋問の公開性及び尋問の秘密性） 

尋問は，公開の法廷で行われなければならない。 

しかし，裁判所は，その公開によって公共秩序又は習慣を害すると考えた場合，その理

由を明確にして，尋問の一部又は全部を非公開で行うことができる。裁判所は，本案の判

決と別の判決で，あるいは本案の判決の中での特別決定で，それを決めなければならない。 

裁判所の非公開での審理の決定に対して，異議申立てをすることはできない。 

 

第３９３条（被告人の尋問） 

報告書を読み上げた後，裁判長は，被告人を尋問する。 

検察庁の長官，弁護士及び当事者も，被告人を尋問することができる。尋問をするとき

は，必ず裁判長の許可を得なければならない。検察の代表及び弁護士の尋問以外は，裁判

長を通じてしなければならない。異議があった場合，裁判長が，職権で，その尋問の可否

を判断する。 

 

第３９４条（民事訴訟の原告，民事損害の責任者，鑑定人，証人の尋問） 

被告人の尋問後，裁判長は，民事訴訟の原告及び民事損害の責任者を事件の解明に役立

つと考えられる順番で行う。 

証人及び鑑定人の尋問は，裁判長の命令があった場合に限って行う。 

 

第３９５条（話しの順番） 

検察庁の長官及び弁護士は，名前を呼ばれた順番で話をする。 

どの場合であっても，被告人は，最後に話す。被告人の弁護士は，最後に追加の陳述を

行うことができる。 

 

第３９６条（始審裁判所で適用している規定の高等裁判所への拡張） 

始審裁判所で適用されている規定は，高等裁判所にも適用する。 

 

 

第４章 控訴の効果 
第３９７条（控訴の効果） 

高等裁判所に引き渡される事件は，控訴人別で控訴状の訴えの範囲内である。 

 

第３９８条（判決の実行に対する控訴の効果） 
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控訴の期間中，判決の効力は，停止される。 

しかし，始審裁判所に最初に出頭し，拘留された被告人は，検察官の控訴期間中及び事

件に対する高等裁判所の刑事判断が出るまでの期間において，続けて拘置所で拘留される。

もし始審裁判所が無罪と判断し，若しくは判決で出された禁錮刑の期間が暫定拘留期間よ

りも短い場合，検察官が同意して控訴期間の経過前に釈放することもある。 

検察官の控訴期間は，刑の執行の障害にならない。 

 

第３９９条（被告人からのみの控訴の効果） 

被告人からの控訴しかない場合，高等裁判所は，その被告人の刑をより重くすることは

できない。裁判所は，刑を軽くする変更しかできない。高等裁判所は，被告人にさらに制

裁を加えることはできない。 

高等裁判所は，始審裁判所が決めた罪名を別の罪名に変更をすることができるが，それ

の制裁をさらに重くすることはできない。 

もし始審裁判所がある罪名に対する判断を忘れて，追加の判断を絶対にしなければなら

ない場合，高等裁判所は，始審裁判所の判決を取り消して，新たに犯罪に対する決定を行

う。 

もし被告人からの控訴しかない場合，高等裁判所は，民事訴訟の原告の訴えに対する損

害の修復の金額を増やすことができない。 

 

第４００条（検察官及び検察庁の長官の控訴の効果） 

検察官及び検察庁の長官の控訴は，始審裁判所の刑事に係る判断を見直す効果がある。 

高等裁判所は，始審裁判所の判決を取り消して，無罪の決定を出すか，若しくは始審裁

判所の判決よりも重い刑を科することができる。被告人の犯罪が証明されないと判断した

場合，高等裁判所は，いつでも被告人を無罪にすることができる。 

始審裁判所で判断し忘れた項目につき，絶対に判断しなければならないものに関しては，

高等裁判所が追加の制裁をすることができる。 

 

第４０１条（高等裁判所による事実の再認定） 

高等裁判所は，始審裁判所が認定した事実を変更することができるが，始審裁判所に提

出していない事実を追加することはできない。 

 

第４０２条（民事訴訟の原告又は民事損害の責任者の控訴の効果） 

民事訴訟の原告又は民事損害の責任者の控訴は，民事の利益についてのみ行うことがで

きる。 

高等裁判所において，民事訴訟の原告は，裁判所に対して提出していない新たな訴えを

出すことはできない。 
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第４０３条（決定の書式及び署名） 

始審裁判所の書式に関する規定及び署名は，高等裁判所の決定にも適用する。 

 

第４０４条（受領できない控訴） 

控訴期間経過後に出された控訴状又は条件に合致していない控訴状に対して，高等裁判

所は，受領できないことを決定する。 

 

第４０５条（判決の取消し） 

高等裁判所は，もし被告人が無罪であると判断した場合，始審裁判所の判決を取り消し

て被告人を無罪にする。 

 

第４０６条（高等裁判所の新利権） 

高等裁判所は，もし始審裁判所の判断に無効なところがあると判断した場合，高等裁判

所は，始審裁判所と同様に事実の審理を行うことができる。 

 

第４０７条（高等裁判所の拘留命令の決定又は逮捕命令の決定） 

高等裁判所は，もし執行猶予なしの１年以上の禁錮刑であると判断した場合で，治安に

関する措置が必要な場合，開廷時に下記の特別な決定を出すことができる。 

‐出廷の被告人を拘留する命令の決定 

‐出廷していない被告人の逮捕命令の決定 

拘束命令の決定及び逮捕命令の決定は，即実行可能である。 

これらの決定には，次の項目を記載しなければならない。 

‐犯人の表示 

‐制裁の種類及びその制裁の根拠規定 

‐決定を出した裁判官の氏名及び職位 

それらの決定には，期日，裁判官の署名及び公印がなければならない。 

逮捕命令の決定で逮捕された犯人は，最短の時間で，逮捕された場所の担当検察官に連

れて行き，決定の内容を伝えて拘留をする。 

決定の言渡しが被告人の欠席で行われた場合で，犯人が故障申立てを行いたい場合，最

短の時間で，決定を出した高等裁判所へ出頭しなければならない。この場合，高等裁判所

は，本法第３０７条（拘留されている被告人からの釈放請求の訴え）に基づいて判断する。 

 

第４０８条（決定の種類） 

高等裁判所が言い渡した決定には，対面の決定，みなし対面の決定及び欠席の決定であ

り，その区別は，始審裁判所と同様である。 
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第５章 欠席の決定に対する故障申立て 
第４０９条（欠席の決定に対する故障申立て） 

欠席の決定に対して，被告人は，故障申立てを行うことができる。 

 

第４１０条（故障申立ての書式） 

故障申立ては，次のように行うことができる。 

‐書面で，決定を出した高等裁判所の書記官の事務所に対して行う。 

‐書面で，検察庁の長官，警察機関，憲兵部隊，拘置所若しくは留置所の所長に対して

行う。 

被告人は，弁護士に代理人をしてもらってもいい。代理の弁護士は，委任状を持ってい

なければならない。 

しかし，被告人が未成年者の場合，親又は後見人が代理人になる。しかし，この場合，

委任状が不要である。 

故障申立てを受領したら，検察庁の長官，警察機関，憲兵部隊，拘置所若しくは留置所

の所長は，故障申立書を直ちに決定を出した高等裁判所に送付しなければならない。 

もし申し立てた人が署名できない場合には，拇印を押さなければならない。 

 

第４１１条（故障申立ての登録簿） 

高等裁判所の書記官は，故障申立ての登録簿を管理する。当事者及び弁護士は，いつで

も閲覧をすることができる。 

 

第４１２条（故障申立ての期間） 

故障申立ては，１５日以内にしなければならず，下記のように計算をする。 

‐決定を被告人に直接渡した場合，欠席の決定の通知日 

‐決定を被告人に直接渡さなかった場合，被告人が確実にその決定を知った日 

 

第４１３条（民事に関する判断の範囲内に対する故障申立て） 

故障申立ては，民事に関する判断に対して行うことができる。 

 

第４１４条（刑事の部分又は民事の部分の判断に対する故障申立て） 

もし故障申立てが決定全体に対して行うのであれば，その決定は無効となる。決定の執

行は，中断される。しかし，逮捕命令の決定は，なお効力を有する。高等裁判所は，釈放

の権限を有する。 

もし故障申立てが民事部分の判断に対して行うのであれば，この民事部分に対する決定
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は無効となり，この部分の執行は，猶予される。 

 

第４１５条（故障申立てに対する判断） 

この件を審理するのは，高等裁判所である。 

当事者は，検察庁の長官によって呼び出される。 

受領できると判断した場合，裁判所は，事実審を再度行う。 

正当に呼び出された故障申立人が法廷に欠席した場合，その故障申立ては無効とする。

故障を申し立てられた決定は，変更されない。この決定は，当事者に効力を及ぼす。しか

し，被告人は，最高裁判所への不服申立てを行うことができる。 

 

第４１６条（民事訴訟の原告又は民事損害の責任者による故障申立て：期間，書式，代理） 

民事訴訟の原告も，欠席の決定に対して，故障申立てを行うことができる。この故障申

立ては，決定の民事の部分に対するものである。故障申立ては，１５日以内に行わなけれ

ばならず，下記の日から起算される。 

‐決定を民事訴訟の原告に直接渡した場合，欠席の決定の通知日 

‐決定を民事訴訟の原告に直接渡さなかった場合，その原告が確実にその決定を知った

日 

故障申立ては，書面で，決定を出した高等裁判所の書記官事務所に対して行うことがで

きる。 

民事訴訟の原告は，弁護士，配偶者又は血族関係者によって代理されることができる。 

この条文の規定は，高等裁判所が民事損害の責任者であると判断した者に対しても適用

する。 

 

 

第６編 最高裁判所 
第１部 上告 
第１章 上告 

第４１７条（上告できる決定） 

外国犯人引渡し事件を含む捜査委員会の決定，最終管轄によって出された高等裁判所の

刑事委員会の決定は，上告をすることができる。 

しかし，捜査委員会による裁判への審理の送致決定に対しては，不服申立てを行うこと

ができない。 

 

第４１８条（上告できる人） 

下記の者は，上告をすることができる。 

‐最高検察庁の長官 
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‐高等検察庁の長官 

‐被告人 

‐外国犯人引渡し手続の犯人自身 

‐民事訴訟の原告 

‐民事損害の責任者 

上告は，最高裁判所の刑事委員会によって審理される。 

 

第４１９条（上告の理由） 

最高裁判所は，下記の場合において，決定を取り消すことができる。 

‐裁判所の構成が不適法 

‐権限の濫用 

‐法律違反又は法律不適用 

‐無効と定めている法律の違反又は手続違反 

‐検察庁又は当事者の訴えで，しかも内容的に明確である場合の未判断 

‐理由の記載なし 

‐理由と主文が異なる 

 

第４２０条（上告の期間） 

上告できる期間は，次のとおりである。 

‐高等裁判所の刑事委員会の決定に対するものは，１か月 

‐高等裁判所の捜査委員会の決定に対するものは，１５日 

‐外国犯人引渡し請求事件における捜査委員会の意見に対するものは，５日 

上告対象の決定は，対面の決定であれば，決定の言い渡し日から起算される。 

上告対象の決定は，みなし対面の決定であれば，通知の日から起算される。 

上告対象の決定は，欠席の決定であれば，故障申立期間経過後の日から起算される。 

 

第４２１条（中間決定に対する上告） 

高等裁判所が中間決定を出した場合，その決定の手続が終了すれば，上告は，即受けら

れる。それ以外の場合，中間決定は，本案の決定と一緒に最高裁判所に提出をして判断を

してもらうことしかできない。 

 

第４２２条（上告の方法） 

上告は，書面で，決定を出した高等裁判所の書記官の事務所に提出しなければならない。

この訴えは，裁判所の書記官の事務所で保管している特別な帳簿に記録をしなければなら

ない。 

外国犯人引渡し請求事件における被告人，犯罪人及び請求対象者は，弁護士を代理人に
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することができる。この場合，弁護士に対する委任状が必要である。しかし，未成年者の

被告人又は犯罪人の場合，親又は後見人が代理人になり，委任状が不要である。 

民事訴訟の原告は，弁護士，配偶者又は血族関係者によって代理されることができる。

代理人は，上告の委任状が必要である。 

 

第４２３条（上告状の署名） 

書記官，訴えた人又はその代理人は，上告状に署名をしなければならない。もし訴えた

人が署名できない場合，本人又はその代理人が拇印を押さなければならない。委任状は，

上告状に付けなければならない。 

もし書記官の署名がない又は期日の記載がない場合，変造でなければ受理される。書記

官には，５０００リエルの過料に処する。この過料額は，最高裁判所の決定で言い渡され

る。 

 

第４２４条（最高裁判所への事件記録の送付） 

高等裁判所の書記官は，最短の時間で，事件記録を準備し，最高裁判所の書記官へ送ら

なければならない。 

 

第４２５条（最高裁判所の登録簿への事件の登録） 

事件記録が最高裁判所に送られてきたら，書記官は，それを登録しなければならない。 

 

第４２６条（弁護士の選任） 

当事者は，事件の登録後，弁護士を選任することができ，最も遅くても法廷の期日の１

日前である。当事者は，選任された弁護士の氏名を最高裁判所の書記官に書面で出さなけ

ればならない。 

 

第４２７条（準備書面の作成期間） 

書記官は，当事者に事件の登録の通知を行う。 

上記の通知の１０日後，書記官は，上告者に対して，最高裁判所の刑事委員会に提出す

る防御方法の準備書面の作成には２０日間あることを通知する。もし訴えた人が弁護士を

選任し，その名簿を書記官に提出した場合，上記の通知を弁護士にも行う。 

もし準備書面を受領した場合，書記官がその他の当事者にも知らせ，彼らの弁護士にも

２０日間以内に応答の準備書面を出してもらうよう伝える。 

 

第４２８条（事件記録の閲覧） 

弁護士は，事件の記録を閲覧することができ，また自分の費用で複写することができる。 
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第４２９条（準備書面作成期間の延長） 

もし上記の２０日間でも足りない場合，刑事委員会に延長の申し出をすることができる。

この延長の期間は，１０日間を越えることはできない。 

 

第４３０条（報告する裁判官の任命） 

準備書面の提出期間が経過したら，裁判長は，報告書を作成する裁判官を任命し，事件

の記録及び準備書面をその裁判官に送る。 

 

第４３１条（報告書の作成） 

報告書には，次の項目を書かなければならない。 

‐手続及び事件の概要 

‐当事者が主張している法律問題 

‐報告裁判官提言の解決策 

 

第４３２条（事件記録を検察庁の長官に送付する方法及び書面による考察） 

事件記録，準備書面及び報告は，最高検察庁の長官に送付しなければならない。 

最高検察庁の長官は，結論を書面で準備し，事件記録に綴る。 

事件記録は，刑事委員会に送付しなければならない。 

 

第４３３条（当時者の対する法廷期日の通知） 

刑事委員会は，法廷の期日を決め，口頭で検察庁の長官へ通知する。検察庁の長官は，

当事者及び弁護士にその期日を通知する。 

拘留されている被告人又は外国犯人引渡し請求事件の対象者に対する通知は，下記の方

法で行う。 

‐口頭で 

‐拘置所又は留置所の所長を通じて 

拘留されていない被告人，拘留されている被告人，民事訴訟の原告，民事損害の責任者

及び弁護士に対する通知は，下記の方法で行う。 

‐直接口頭で 

‐行政機関を通じて 

‐警察機関又は憲兵部隊を通じて 

口頭による通知の時，書記官は，その通知の期日を事件記録に記載をしなければならな

い。被告人，民事訴訟の原告，民事損害の責任者及び弁護士は，署名をしなければならな

い。 

その他の事件については，通知は「受け取りました」との受領書を書いてもらわなけれ

ばならない。 
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第４３４条（尋問の公開性） 

尋問は，公開の法廷で行わなければならない。 

裁判長の出頭命令の場合を除き，当事者は，最高裁判所の刑事委員会によって尋問され

ることはない。 

報告裁判官は，事件の報告を行う。検察庁の長官は，論告求刑をする。弁護士が最終弁

論を行う。 

尋問の後，刑事委員会は退廷し，議論して結論を出し，決定書面を作成する。決定は，

当日の言渡し又は裁判所が決めた次回の期日で言い渡す。 

全ての場合において，最高裁判所は，法廷で尋問してないことに対して，協議して判断

することはできない。 

尋問の終了まで，当事者全員が準備書面及び補充の準備書面を提出することができる。 

 

第４３５条（上告による停止の効果） 

上告の期間中，高等裁判所の決定の執行は，停止される。 

上告は，停止の効果がある。最高裁判所が最終決定を出した段階では，申立てに係る決

定の執行は，停止される。 

もし高等裁判所で拘留されている者として出頭していた場合，拘留の執行は，停止され

ない。 

逮捕命令の決定は，まだ効力を有する。 

暫定拘留は，まだ継続される。 

外国犯人の引渡し手続で拘留されている者は，まだ続けて拘留される。 

もし無罪と判断された場合，被告人は，釈放される。 

 

第４３６条（法律問題に関する決定） 

最高裁判所は，上告人が主張し，準備書面で記載している法律問題について判断しなけ

ればならない。 

 

第４３７条（上告の放棄） 

被告人，外国犯人の引渡し請求の対象者，民事訴訟の原告及び民事損害の責任者は，自

分が出した上告を放棄することができる。この放棄は，最高裁判所の刑事委員会の委員長

が審査し，記録を行う。 

 

第４３８条（決定するための期間） 

最高裁判所は，避けられない事情があった場合を除いて，上告を受領してから６か月以

内に決定をしなければならない。 
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第４３９条（最高裁判所の決定の種類） 

最高裁判所の刑事委員会は，下記の決定を出すことができる。 

‐上告を全部棄却するか，一部棄却する 

‐異議を申し立てている高等裁判所の決定を全部か一部取り消す 

もし上告が棄却された場合には，異議を申し立てている決定に既判力が生じる。 

上告人は，再度その決定に対する上告をすることはできない。 

最高裁判所が異議を申し立てられた決定を取り消す場合，最高裁判所は，その事件を別

の高等裁判所若しくは同じ高等裁判所の別の裁判官によって構成される合議体に差し戻さ

なければならない。 

 

第４４０条（差戻ししない棄却） 

もし行われた行為が違反ではない場合，最高裁判所は，高等裁判所の決定を差し戻さず

に取り消す。 

 

第４４１条（取り消して事件を差し戻す） 

もし最高裁判所が起訴された行為は不服を申し立てられた決定で判断された犯罪とは異

なる犯罪であると判断したが，同じ罪刑である場合には，最高裁判所は，取り消さずに新

たな法律上の事実に変更し，罪刑及び民事の部分に対する決定は維持する。 

もし最高裁判所が起訴された行為は不服を申し立てられた決定で判断された犯罪とは異

なる犯罪であると判断し，その犯罪に対する罪刑も異なる場合には，最高裁判所は，高等

裁判所の決定を取り消して，事件の管轄を有する裁判所に送致する命令をしなければなら

ない。 

 

第４４２条（本会議の決定） 

もし差し戻された事件を受けた裁判所が最高裁判所の第１回目の決定に従わず，同じ理

由で再度同じ決定を出し，第２回目の上告があった場合，最高裁判所は，本会議3で事実審

及び法律審を行い，確定の決定を出す。 

 

 

第２部 事件の再審の訴え 
第１章 事件の再審の訴え 

第４４３条（再審の訴え） 

再審の訴えとは，確定し，既判力のある判決若しくは決定に対する不服の訴えである。 

最高裁判所の本会議は，この再審の管轄を有する。 

                                                        
3 訳注：裁判官全員参加の法廷（日本に置き換えると「大法廷」）とほぼ同義。 
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第４４４条（刑事事件における再審） 

刑事事件に対する再審は，どの裁判所の判断に対しても，またどのような罪名に対して

も行うことができる。 

 

第４４５条（再審の開始） 

再審の訴えは，下記の条件においてのみ行うことができる。 

１．殺人犯についての刑を宣告した後，被害者が生存している確固たる証拠が出ている 

２．２人の被告人は，同じ犯罪に対して刑を宣告されたが，それらの刑は矛盾している 

３．証人は被告人についてうその証言を行い，その証人がそれによって刑を宣告された 

４．新しい事実，新しい証拠又は新しい書面が発見され，受刑者の犯罪性が疑われる 

 

第４４６条（再審の訴えができる者） 

下記の者が再審を訴える権利を有する。 

１．司法大臣 

２．受刑者，もし受刑者が無能力者の場合，その法定代理人 

３．受刑者が死亡し，又は行方不明の場合，その配偶者，親，子供及び刑を取り消すこ

とによって物理的若しくは精神的利益を受ける人 

司法大臣は，再審請求をする前に，土地管轄を有する検察庁の長官に対して，追加の捜

査を命令することができる。 

 

第４４７条（再審の訴えの登録簿及び事件の閲覧） 

再審の訴えは，最高裁判所の登録簿に登録をしなければならない。 

再審を訴える人又はその弁護士は，その再審事件の記録を最高裁判所の書記官の事務所

で閲覧をすることができる。弁護士は，その事件の記録を謄写することができる。 

再審請求が司法大臣から出された場合，受刑者及びその弁護士は，閲覧をすることがで

きる。もし受刑者が行方不明であれば，その配偶者，親又は子供が閲覧をすることができ

る。 

 

第４４８条（再審の手続及び期間） 

書記官は，原告に対して，再審の訴えの書類を作成する期間は３０日間であることを通

知する。特別な場合，最高裁判所の長官は，この期間を延長することができる。 

この期間が過ぎたら，最高裁判所の長官が報告裁判官１人を任命する。報告書が作成さ

れたら，それを最高検察庁の長官に送付しなければならない。最高検察庁の長官は，３０

日以内に書面でその考察の決定を作成する。 
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第４４９条（決定による刑の執行停止の効力） 

もし明確な理由があれば，最高裁判所の刑事委員会は，刑の執行停止を命じることがで

きる。 

 

第４５０条（最高裁判所への再審の訴えの送付） 

刑事委員会は，再審の訴えを受領できると判断した場合，刑事委員会がその事件を最高

裁判所へ送付し，本会議で事実及び法律上の審理を行い，確定の決定を出す。 

 

第４５１条（法廷の期日の通知及び法廷での尋問の公開性） 

最高裁判所の長官は，法廷の期日を決定し，その期日を最高検察庁の長官に口頭で通知

する。最高検察庁の長官は，その期日を再審の請求者及びその弁護士に本法第４３３条（当

事者に対する法廷期日の通知）に基づいて通知する。もしこの再審訴えが司法大臣によっ

て行われた場合，最高検察庁の長官は，その法廷の期日を受刑者若しくはその家族に通知

する。 

尋問は，公開の法廷で行う。 

裁判所は，報告裁判官の報告を聞いて，次に訴えた人の弁護士の陳述を聞く。もし再審

の訴えが司法大臣によって行われた場合，裁判所は，受刑者又はその家族の弁護士の陳述

を聞く。もし必要であると考えた場合，裁判所は，受刑者の尋問を行う。 

裁判所は，最高検察庁の長官の論告求刑を聞く。訴えた人の弁護士は，再度の弁論を行

うことができる。 

 

第４５２条（追加の捜査） 

本件についての判断を十分できると判断した場合，最高裁判所は，事件についての判断

を決定で行い，その決定に対する異議申立てはできない。 

それ以外の場合，裁判所は，追加の捜査命令を出す。最高裁判所は，自分のところの裁

判官１人を任命し，その仕事を担当させることができる。任命された裁判官は，暫定拘留

及び裁判上の監査を除き，予審判事と同じ権限を有する。 

この捜査を終えた場合，それを訴えた人及びその弁護士に通知をしなければならない。 

裁判長は，法廷の期日を本法第４５１条（法廷の期日の通知及び法廷での尋問の公開性）

に基づいて決定する。 

 

第４５３条（決定での理由） 

決定には理由を書かなければならない。この決定は，公開の法廷で言い渡される。 

 

第４５４条（刑の執行停止の決定） 

再審の訴えを受けた後，最高裁判所は，いつでも本会議による審理で刑の執行停止を命
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じることができる。最高裁判所の決定には，その理由も書かなければならない。 

 

第４５５条（再審の訴えによる免罪及び恩赦の結果） 

免罪及び恩赦は，再審の訴えの妨げにならない。 

 

 

第７編 法廷への召喚の決定，呼出の決定及び通知の決定 
第１部 法廷への召喚の決定 
第１章 法廷への召喚の決定 

第４５６条（法廷への召喚の決定：書式） 

本法第４６条（法廷への召喚状）で規定しているように，法廷への召喚の決定とは，刑

事事件の審理を行う始審裁判所への出頭命令である。 

被告人の生年月日，出生場所及び住所のある決定には，日付及び検察官の署名がなけれ

ばならない。 

 

第４５７条（法廷への召喚の決定から呼出の決定までの期間） 

被告人に対する法廷への召喚の決定の交付から裁判所への呼出の期日までの期間は，次

のとおりである。 

‐被告人が始審裁判所の管轄内に住んでいる場合，１５日 

‐被告人が始審裁判所の管轄外で住んでいる場合，２０日 

‐被告人がカンボジアの隣国に住んでいる場合，２か月 

‐被告人が上記以外の所に住んでいる場合，３か月 

 

第４５８条（検察官による法廷への召喚の決定の交付） 

法廷への召喚の決定は，検察官によって直接交付することができる。 

この場合，検察官が直接被告人に決定の写しを渡さなければならない。検察官は，決定

の原本に，交付の日付及び場所を記載しなければならない。被告人は，そこに署名をしな

ければならない。 

 

第４５９条（執行官による法廷への召喚の決定の交付） 

法廷への召喚の決定の交付は，執行官によっても行うことができる。 

執行官は，あらゆる手段を使って，その決定を被告人に渡さなければならない。 

 

第４６０条（執行官による法廷への召喚の決定の写しの交付） 

もし執行官が被告人を本人の自宅若しくはどこかで見つけた場合，その被告人に決定の

写しを交付する。執行官が決定の写しを被告人に直接交付した旨を記載する。執行官が交
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付の日付及び場所を記載し，被告人に署名をしてもらう。決定の原本を直ちに検察官に戻

さなければならない。 

 

第４６１条（被告人がいない場合の執行官による法廷への召喚の決定の写しの交付） 

もし被告人が自宅にいない場合，執行官は，その家にいる成人の人にその決定の写しを

渡す。執行官は，決定を渡した人及び渡した日時を記載しなければならない。決定の写し

を受け取った人は，決定の原本に署名をしなければならない。決定の原本は，検察官に直

ちに戻さなければならない。 

決定を受け取った人は，最短の時間で，被告人にその決定を渡す約束をしなければなら

ない。 

 

第４６２条（執行官によるコミューンの長又は区長への決定の写しの交付） 

下記の場合において，執行官は，コミューンの長若しくはその次長，又は区長若しくは

その次長に決定の写しを渡す。 

‐被告人が法廷への召喚の決定を受け取らない場合 

‐被告人に家には誰もいない場合 

‐被告人にいる人が誰も決定の写しを受け取らない場合 

執行官は，決定を渡した人，その人の地位及び決定の写しを渡した日時を記載しなけれ

ばならない。決定の写しを受け取った人は，決定の原本に署名をしなければならない。決

定の原本を直ちに検察官に戻さなければならない。 

決定を受け取った人は，最短の時間で，被告人にその決定を渡す約束をしなければなら

ない。 

 

第４６３条（法廷への召喚の決定のその他の交付方法） 

法廷への召喚の決定の交付は，次の方法によっても行うことができる。 

‐書記官による 

‐行政機関を通じて 

‐被告人がその他の罪で留置されている場合，拘置所又は留置所の所長による 

‐警察機関若しくは憲兵組織を通じて 

被告人への決定の交付を依頼された書記官，行政機関，拘置所機関，警察官又は憲兵組

織は，検察官の命令に従わなければならない。 

本法第４６０条（執行官による法廷への召喚の決定の写しの交付）から第４６２条（執

行官によるコミューンの長又は区長への決定の写しの交付）までの規定に基づいてこの業

務を行わなければならない。 

 

第４６４条（被告人の住所不詳） 
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もし被告人が住所又は居住地を持っていないか，カンボジア国内に住んでいない場合で

も，被告人を法廷への召喚による起訴ができる。この場合，決定の期日が決定の交付の期

日である。 

 

 

第２部 被告人の法廷への呼出の決定 
第１章 被告人の法廷への呼出の決定 

第４６５条（法廷への呼出の決定の書式） 

検察官は，本法第２９４条（予審判事の送致決定又は捜査委員会の送致決定による当事

者への法廷出席の呼出）で規定している予審判事の送致決定又は捜査委員会の送致決定の

事件のように，被告人を法廷へ出席するように呼び出さなければならない。 

被告人の呼出の決定には，下記の項目を記載しなければならない。 

‐被告人の表示 

‐被告人の生年月日及び出生地 

‐被告人の居所 

‐引用する決定又は送致決定 

‐起訴状を受領した裁判所 

‐法廷の場所，期日 

‐日付及び検察官の氏名 

呼出の決定には，被告人が弁護士と一緒に同行することができることを記載しなければ

ならない。 

 

第４６６条（呼出の決定から出頭命令までの期間） 

被告人に対する呼出の決定の交付から裁判所への出頭の期日までの期間は，次のとおり

である。 

‐被告人が始審裁判所の管轄内に住んでいる場合，１５日 

‐被告人が始審裁判所の管轄外で住んでいる場合，２０日 

‐被告人がカンボジアの隣国に住んでいる場合，２か月 

‐被告人がその他の所に住んでいる場合，３か月 

しかし，被告人が拘留されている場合，上記の呼出の決定の交付から裁判所への出頭の

期日までの期間は要求されない。 

 

第４６７条（検察官による呼出の決定の直接交付） 

呼出の決定は，検察官によって被告人に直接手渡すことができる。 

この場合，検察官が決定の写しを被告人に渡さなければならない。検察官は，決定の原

本に渡した期日及び場所を記載しなければならない。被告人は，決定の原本に署名をしな
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ければならない。 

 

第４６８条（執行官による呼出の決定の直接交付） 

呼出の決定の交付は，執行官によっても行うことができる。 

執行官は，あらゆる手段を使って，その決定を被告人に渡さなければならない。 

 

第４６９条（執行官による決定の写しの交付） 

執行官が被告人を本人の自宅若しくはどこかで見つけた場合，その被告人に決定の写し

を交付する。 

執行官は，決定の写しを被告人に直接交付した旨を決定の原本に記載しなければならな

い。執行官は，交付の日付及び場所を決定の原本に記載し，被告人に署名をしてもらう。

決定の原本を直ちに検察官に戻さなければならない。 

 

第４７０条（被告人がいない場合の執行官による決定の写しの交付） 

被告人が自宅にいない場合，執行官がその家にいる成人の人にその決定の写しを渡す。 

執行官は，呼出の決定の写しを家にいる人に渡したことを呼出の決定の原本に記載しな

ければならない。執行官は，決定を渡した人及び渡した日時を記載しなければならない。

決定の写しを受け取った人は，決定の原本に署名をしなければならない。決定の原本を検

察官に直ちに戻さなければならない。 

決定を受け取った人は，最短の時間で，その決定を被告人に渡す約束をしなければなら

ない。 

 

第４７１条（執行官によるコミューンの長又は区長への決定の写しの交付） 

下記の場合において，執行官は，コミューンの長若しくはその次長，又は区長若しくは

その次長に決定の写しを渡す。 

‐被告人が呼出の決定を受け取らない場合 

‐被告人宅には誰もいない場合 

‐被告人宅にいる人は誰も決定の写しを受け取らない場合 

執行官は，決定を渡した人，その人の地位及び決定の写しを渡した日時を記載しなけれ

ばならない。決定の写しを受け取った人は，決定の原本に署名をしなければならない。決

定の原本を直ちに検察官に戻さなければならない。 

決定を受け取った人は，最短の時間で，その決定を被告人に渡す約束をしなければなら

ない。 

 

第４７２条（呼出の決定のその他の交付方法） 

呼出の決定の交付は，次の方法によっても行うことができる。 
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‐書記官による 

‐行政機関を通じて 

‐被告人がその他の罪で留置されている場合，拘置所又は留置所の所長による 

‐警察機関若しくは憲兵組織を通じて 

被告人への決定の交付を依頼された書記官，行政機関，拘置所機関，警察官又は憲兵組

織は，検察官の命令に従わなければならない。 

本法第４６９条（執行官による呼出の決定の写しの交付）から第４７２条（執行官によ

るコミューンの長又は区長への決定の写しの交付）までの規定に基づいて，この業務を行

わなければならない。 

 

第４７３条（住所又は居所不明の被告人） 

被告人が住所又は居住地を持っていないか，カンボジア国内に住んでいない場合でも，

検察官が被告人を法廷に呼び出すことができる。この場合，決定の期日が決定の交付の期

日であるとみなす。 

 

第４７４条（呼出の決定に添付する資料） 

全ての場合において，法廷への召喚の決定の写しを呼出の決定に添付しなければならな

い。 

 

 

第３部 被告人以外の人に対する法廷への呼出の決定 
第１章  被告人以外の人に対する法廷への決定 

第４７５（民事訴訟の原告の呼出の決定） 

民事訴訟の原告に対する呼出の決定には，次の事項を記載しなければならない。 

‐民事訴訟の原告の表示 

‐民事訴訟の原告の住所 

‐被告人の氏名及び起訴されている罪名 

‐審理している裁判所 

‐法廷開催の日時，場所 

‐日付及び検察官の署名 

呼出の決定には，呼び出された人が民事訴訟の原告であることを明記しなければならな

い。 

 

第４７６条（被害者の呼出の決定） 

予審判事の前で民事訴訟の原告として訴えることを表明しない被害者については，被害

者として法廷に出席するように呼出の決定を出す。呼出の決定には，次の事項を記載しな
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ければならない。 

‐被害者の表示 

‐被害者の住所 

‐被告人の氏名及び起訴されている罪名 

‐審理している裁判所 

‐法廷開催の日時，場所 

‐日付及び検察官の署名 

呼出の決定には，呼び出された人が被害者であることを明記しなければならない。 

 

第４７７条（証人の呼出の決定） 

証人の出廷呼出の決定には，次の事項を記載しなければならない。 

‐証人の表示 

‐証人の住所 

‐被告人の氏名 

‐審理している裁判所 

‐法廷開催の日時，場所 

‐日付及び検察官の署名 

呼出の決定には，次のことを明記しなければならない。 

‐関係者が証人として法廷に呼び出されていること 

‐法廷への欠席や証人としての尋問の拒否又は偽証の場合，法律に基づいて罰せられる

こと 

 

第４７８条（専門家の呼出の決定） 

専門家の出廷呼出の決定には，次の事項を記載しなければならない。 

‐専門家の表示 

‐専門家の住所 

‐被告人の氏名 

‐審理している裁判所 

‐法廷開催の日時，場所 

‐日付及び検察官の署名 

呼出の決定には，関係者を専門家として呼び出すことを明記しなければならない。 

 

第４７９条（通訳人の呼出の決定） 

通訳人の出廷呼出の決定には，次の事項を記載しなければならない。 

‐通訳人の表示 

‐通訳人の住所 
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‐被告人の氏名 

‐審理している裁判所 

‐法廷開催の日時，場所 

‐日付及び検察官の署名 

呼出の決定には，関係者を通訳人として呼び出すことを明記しなければならない。 

 

第４８０条（民事損害の責任者の呼出の決定） 

民事損害の出廷呼出の決定には，次の事項を記載しなければならない。 

‐民事損害の責任者の表示 

‐民事損害の責任者の住所 

‐被告人の氏名 

‐審理している裁判所 

‐法廷開催の日時，場所 

‐日付及び検察官の署名 

呼出の決定には，関係者を民事損害の責任者として呼び出すことを明記しなければなら

ない。 

 

第４８１条（共通規定） 

民事訴訟の原告，被害者，証人，専門家，通訳人及び民事損害の責任者としての出廷呼

出の決定について，本法第４６７条（検察官による呼出の決定の直接交付）から第４７２

条（呼出の決定のその他の交付方法）の規定を適用しなければならない。 

 

 

第４部 裁判所の決定についての通知に関する決定 
第１章 裁判所の決定についての通知に関する決定 

第４８２条（通知の決定の目的） 

通知の決定とは，裁判所が判断した内容を通知する書面であり，法律上，関係当事者に

裁判所の判断を通知しなければならないものである。 

通知の決定は，検察官，検察庁の長官及び当事者の申立てによって行う。 

 

第４８３条（通知の決定の記載事項） 

通知の決定には，下記の事項を記載しなければならない。 

‐通知の種類及び判断の基礎となる参照文書 

‐判決の通知を受ける当事者の表示及び住所 

‐日付及び通知する人の署名 

通知の決定には，その判決に対する異議申立ての方法を明記しなければならない。 
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裁判所の判決書の写しを通知の決定に添付しなければならない。 

 

第４８４条（検察官による通知） 

関係当事者に対する通知は，検察官によっても行うことができる。 

この場合，検察官が裁判所の判決書の写しを関係当事者に渡す。 

検察官は，判決書の原本に写しを交付した日付及び場所を記載しなければならない。 

 

第４８５条（執行官による通知） 

通知は，執行官によっても行うことができる。 

執行官は，あらゆる手段を用いて，関係者に裁判所の判決を通知しなければならない。 

 

第４８６条（執行官による裁判所の判決書の写しの関係者への交付） 

執行官が関係当事者を本人の自宅若しくはどこかで見つけた場合，その関係当事者に判

決書の写しを交付しなければならない。 

執行官は，判決書の写しを関係当事者に直接交付した旨を判決書の原本に記載しなけれ

ばならない。執行官は，判決書の写しの交付の日付及び場所を判決書の原本に記載し，関

係当事者が署名する。判決書の原本を直ちに検察官に戻さなければならない。 

 

第４８７条（関係者不在の場合） 

関係当事者が自宅にいない場合，執行官がその家にいる成人の人に判決書の写しを渡さ

なければならない。 

執行官は，裁判所の判決書の写しを家にいる人に渡した旨を原本に記載をしなければな

らない。執行官は，渡した人及び判決書の写しを渡した日時を記載しなければならない。

判決書の写しを受け取った人は，判決書の原本に署名をしなければならない。その原本を

直ちに検察官に戻さなければならない。 

判決書を受け取った人は，最短の時間で，その判決書を関係当事者に渡す約束をしなけ

ればならない。 

 

第４８８条（コミューンの長又は区長に対する関係資料の写しの交付） 

下記の場合において，執行官は，コミューンの長若しくはその次長，又は区長若しくは

その次長に対して裁判所の判決書の写しを渡す。 

‐関係当事者が判決書の写しを受け取らない場合 

‐関係当事者宅には誰もいない場合 

‐関係当事者宅にいる人は誰も判決書の写しを受け取らない場合 

執行官は，判決書の写しを渡した人，その人の地位及び判決書の写しを渡した日時を記

載しなければならない。判決書の写しを受け取った人は，判決書の原本に署名をしなけれ
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ばならない。判決書の原本を直ちに検察官に戻さなければならない。 

判決書を受け取った人は，最短の時間で，その判決書を関係当事者に渡す約束をしなけ

ればならない。 

 

第４８９条（その他の通知方法） 

通知は，次の方法によっても行うことができる。 

‐書記官による 

‐行政機関を通じて 

‐被告人がその他の罪で留置されている場合，拘置所又は留置所の所長による 

‐警察機関若しくは憲兵組織を通じて 

裁判所の判決書の交付を依頼された書記官，行政機関，拘置所機関，警察官又は憲兵組

織は，検察官の命令に従わなければならない。 

本法第４８６条（執行官による裁判所の判決書の写しの交付）から第４８８条（執行官

によるコミューンの長又は区長への判決書の写しの交付）までの規定に基づいて，この業

務を行わなければならない。 

 

第４９０（住所又は居所不明の当事者） 

関係当事者が住所又は居住地を持っていないか，カンボジア国内に住んでいない場合で

も，検察官が裁判所の判決を関係の当事者に通知することができる。この場合，裁判所の

判決の期日が通知の期日であるとみなす。 

 

 

第５部 共通規定 
第１章 共通規定 

第４９１条（期間を守らない場合の問題） 

本法第４５７条（法廷への召喚の決定と呼出の決定までの期間）及び第４６６条（呼出

の決定から出頭命令までの期間）で規定している期間を守れない場合，次のようにしなけ

ればならない。 

‐被告人が出廷しない場合，裁判所が法廷への召喚の決定又は呼出の決定の無効を確認

する。起訴期間が経過した場合を除き，裁判所は，再度，法廷への召喚の決定又は呼

出の決定を出すように命令する。 

‐被告人が出廷した場合で，もし被告人が審理開始に同意すれば，裁判所が即審理を開

始することができる。もし被告人が審理開始を拒否した場合には，裁判所は，審理を

次回にするように命令をしなければならない。 

 

第４９２条（法廷への召喚の決定及び呼出の決定の無効化） 
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法廷への召喚の決定を無効にできるのは，その決定によって被告人の利益を害する場合

のみである。 

被告人，民事訴訟の原告又は民事損害の責任者に対する呼出の決定を無効にできるのは，

関係当事者の利益を害する場合のみである。 

 

第４９３条（法廷への召喚の決定又は呼出の決定に記載する事項） 

執行官，書記官，行政機関，拘置所若しくは留置所の所長，警察機関若しくは憲兵組織

を通じて，法廷への召喚の決定又は呼出の決定を交付した場合，その呼出の決定に次の事

項を記載しなければならない。 

‐決定を交付した人の表示 

‐決定を交付した人の署名 

 

第４９４条（封筒への記載事項） 

本法第４６１条（被告人がいない場合の執行官による決定の写しの交付），第４６２条

（執行官によるコミューンの長又は区長への決定の写しの交付），第４７０条（被告人が

いない場合の執行官による決定の写しの交付）及び第４７１条（執行官によるコミューン

の長又は区長への決定の写しの交付）の規定による交付の場合，決定の写しを封書に入れ，

次のように記載をしなければならない。 

‐封書の表側に決定を受けるべき当事者の氏名及び住所 

‐封書の裏側に決定を渡した人の公印 

本規定は，裁判所の判決の通知にも適用する。 

 

第４９５条（署名及び指紋押捺） 

署名を要求されている場合において，受取人が署名できない場合，署名の代わりに指紋

押捺を行うことができる。 

 

 

第８編 執行手続 
第１部 総則 
第１章 総則 

第４９６条（刑の執行及び民事処罰） 

刑罰及び身体に対する強制の執行は，検察庁によって行うものである。 

民事処罰の執行は，民事訴訟の原告によって行うものである。 

 

第４９７条（確定判決） 

検察庁が刑罰の執行を行うのは，判決が確定したときである。 
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検察庁の長官の控訴期間は，刑罰の執行の障害にならない。 

 

第４９８条（罰金及び手続に係る手数料の集金） 

罰金及び手続に係る手数料の集金は，検察庁の監督の下で，国庫のエージェントが行う。

罰金及び手続に係る手数料は，国庫に入金しなければならない。 

判決又は決定の確定によって，罰金及び手続に係る手数料の支払義務が生じる。 

 

第４９９条（公的権力の支援依頼） 

刑罰の執行を担保するために，検察官及び検察庁の長官は，公権力の支援を求めること

ができる。 

 

第５００条（刑の執行に係る困難さ） 

刑の執行に係る困難さは，その刑を科する始審裁判所若しくは上級審の裁判所に報告し，

解決をしてもらわなければならない。 

裁判所は，検察庁又は関係当事者からの報告を受ける。裁判所は，公開の法廷で検察庁，

関係当事者及びその当事者の弁護士の話を聞き，判断をする。 

裁判所によって，刑の執行を猶予することができる。 

 

第５０１条（刑の合算の申立て） 

刑の合算の申立ては，最終的に判断をする裁判所に提起しなければならない。 

その裁判所は，検察庁又は関係当事者からの訴えを受領する。裁判所は，公開の法廷で，

検察庁，関係当事者及びその当事者の弁護士から話を聞き，判断をする。 

 

 

第２部 暫定拘留及び自由の剥奪 
第１章 拘留方法 

第５０２条（留置所での拘留期間の算定） 

１日の禁錮刑は，２４時間である。 

１か月の禁錮刑は，３０日間である。 

１か月以上の禁錮刑は，１か月目のその日から２か月目のその日までとする。 

刑期を満了まで勤めた受刑者は，朝６時から夕方１８時の間に釈放される。 

 

第５０３条（暫定拘留の期間の合算） 

暫定拘留期間は，言い渡された期間若しくは実際の受刑している期間に合算しなければ

ならない。 
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第５０４条（拘置所の構成） 

拘置所及び拘留所の構成及び内規は，拘置所を監督する省庁の省令によって決定する。 

この省令で，拘置所等の中の受刑者の区分の条件，自由の剥奪の執行方法及び留置の手

続も規定をしなければならない。 

 

第５０５条（拘留者名簿） 

全ての拘置所及び留置所は拘留されている人の名簿を備え，留置している人の氏名，留

置の期日及び釈放の期日を記載しなければならない。その名簿は，常時，検察庁によって

監督される。各ページには，検察庁の確認の裏書をしなければならない。 

拘置所及び留置所の全職員は，裁判官の要求により，この名簿を裁判官にいつでも提出

しなければならない。また裁判所からの委任を受けた司法警察官にも見せなければならな

い。 

 

第５０６条（拘留状） 

拘置所又は留置所の行政職員は，誰であれ，ある者を司法機関からの拘留状なしで拘留

することができない。 

司法機関からの拘留状なしで人を拘留した拘置所又は拘留所の行政職員は，違法身柄拘

束で処罰される。 

 

第５０７条（違法拘留） 

人の違法拘留情報を得た裁判官は，直ちにその事件を調査しなければならない。 

 

第５０８条（請求による拘留者の紹介） 

拘置所又は留置所の行政職員は，請求に基づき，留置している人を裁判官及び司法機関

から権限を委任された司法警察官に紹介をしなければならない。 

 

第５０９条（拘置所の監査） 

高等検察庁の長官，検察官，捜査委員会の委員長及び予審判事は，常に拘置所の監査を

しなければならない。 

 

第５１０条（拘留者とその者の弁護士との会話） 

拘留者は，自分の弁護士との会話を秘密の下で行うことができる。 

 

第５１１条（重大な事態発生時の検察官に対する通知） 

拘置所及び留置所で重大な事態が発生した場合，直ちに検察官に通知しなければならな

い。 
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拘置所若しくは留置所から受刑者が脱獄した場合，検察官が本法第１９６条（身柄拘束

の決定）及びそれに続く規定を準用して，直ちに捜索逮捕命令及び緊急措置をしなければ

ならない。 

 

 

第２章 条件付き釈放 
第５１２条（態度に係る条件） 

受刑者全員が拘置所内で拘留期間においてまじめな態度で服し，社会に復帰しても問題

がない状況であれば，条件付きで釈放されることがある。 

 

第５１３条（刑期を務めた期間に係る条件） 

刑に服している受刑者は，下記の条件を満たした場合には，条件付きの釈放を受けるこ

とがある。 

‐１年以下の禁錮刑の場合，刑期の半分が経過したとき 

‐それ以外の場合，刑期の３分の２を経過したとき 

終身刑の受刑者は，すでに２０年以上の刑に服したとき，条件付きで釈放されることが

ある。 

 

第５１４条（所管官庁による条件付きの釈放） 

条件付き釈放は，拘置所を管轄する始審裁判所の所長によって与えられる。当該裁判所

の所長は，司法省で協議した国家委員会の提言を受けて判断をする。 

国家委員会の構成は，次のとおりである。 

‐司法大臣が任命した２人の委員，そのうち１人は委員長 

‐拘置所の所長 

 

第５１５条（国家委員会の提言） 

条件付きの釈放の申請があった場合，始審裁判所の所長は，国家委員会に次の資料を送

付しなければならない。 

‐申請書 

‐罪刑を決めた判決又は決定 

‐複数の罪刑を受けた受刑者については，それらに関係する判決及び決定 

‐起訴簿の情報誌第１号 

‐検察官の意見 

‐必要な全ての書類 

国家委員会は，最短の時間で提言をまとめる。この提言は，理由付きの書面で行い，直

ちに始審裁判所の所長に送付しなければならない。 



129 
 

 

第５１６条（条件付き釈放の決定） 

始審裁判所の所長は，国家委員会の提言には拘束されない。 

始審裁判所の所長は，理由付きの決定で判断を行う。 

この裁判所の所長の決定に対して，５日以内に，高等裁判所の所長に対して異議申立て

を行うことができる。この異議申立ては，高等検察庁の長官又は当該裁判所の検察官のみ

が行うことができる。 

もし始審裁判所が条件付きの釈放の決定を出した場合，本条第３項で規定している５日

間の期間において効力を有しない。異議申立てがあった場合，高等裁判所の所長の決定が

出るまで，本決定は効力を有しない。 

高等裁判所の所長は，理由付きの決定で判断を行い，この判断に対して異議申立てをす

ることはできない。 

 

第５１７条（執行の手続及び条件付き釈放の条件） 

条件付き釈放の決定には，執行の手続及び受刑者の釈放の執行条件を決めなければなら

ない。 

この決定で試行期間を決め，この期間は，刑の残存期間を超えることはできない。 

 

第５１８条（決定の取消） 

新しい罪刑があった場合又は決定で決められた釈放条件が守られなかった場合，始審裁

判所の所長は，自分の決定を撤回することができる。 

 

第５１９条（釈放された受刑者の逮捕） 

緊急の場合には，当該裁判所の検察官は，釈放された受刑者を逮捕する命令を出すこと

ができる。検察官は，直ちに始審裁判所に対して通知をしなければならない。 

 

第５２０条（条件付き釈放の撤回） 

条件付き釈放が撤回された場合，受刑者は，残存期間の刑に服しなければならない。 

残存期間は，受刑者が条件付きの釈放の通知を受けた日から起算する。 

受刑者は，本法第５１９条（釈放された受刑者の逮捕）の規定に基づいて逮捕された場

合，条件付き釈放の撤回までの拘留期間も残存期間として算定される。 

 

第５２１条（撤回されない場合の問題） 

条件付き釈放が試行期間内に撤回されず，本法第５１７条（執行の手続及び条件付き釈

放の条件）で規定している期間を経過した場合，その釈放は確定される。 

この場合，条件付き釈放の日に刑の執行を受けたものとみなす。 
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第５２２条（司法省の省令） 

条件付きで釈放された受刑者に対する追跡，監督及び社会活動への参加の手続は，司法

省の省令によって規定する。この省令によって，公的機関又は私的機関に対して，受刑者

の社会活動への参加支援業務を委託することができる 

 

 

第３部 身体強制 
第１章 身体強制 

第５２３条（身体の強制の執行） 

身体強制の執行は，刑事裁判所によって刑を言い渡された人で，下記の費用を支払わな

い人に対して行う。 

‐罰金 

‐手続の手数料 

‐民事訴訟の原告に対する損害賠償及び慰謝料 

 

第５２４条（完全に法律に基づく執行） 

身体強制は，完全に法律に基づいて行う。身体強制は，裁判所の言渡しは不要である。 

 

第５２５条（罰金又は手続の手数料不払いの場合の身体強制） 

受刑者が罰金や手続の手数料を支払わない場合，国立銀行の機関が始審裁判所の検察官

に通知をしなければならない。 

検察官は，支払の最終期限を受刑者に通知し，支払がない場合には身体強制をすること

も同時に知らせる。この期限は，１０日以下にすることはできない。 

通知は，次の方法で行う。 

‐口頭で直接 

‐行政を通じて 

‐警察機関若しくは憲兵組織を通じて 

この通知について，記録調書を作成しなければならない。この記録調書に受刑者が署名

をしなければならない。もし受刑者が署名できない場合，指紋押捺をしなければならない。 

 

第５２６条（身体強制及び拘留命令） 

支払命令の期間が経過しても受刑者が支払わない場合，検察官が，受刑者に対して身体

強制及び拘留命令を出す。検察官は，受刑者の健康状態などの人道の観点で，この決定を

停止することができる。 

身柄強制及び拘留命令には，次の事項を記載しなければならない， 
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‐受刑者の表示 

‐罪の種類及び関連の法規 

‐本法第５２５条（罰金又は手続の手数料不払の場合の身体強制）で規定している通知

の決定の引用 

‐未払の金額 

‐身体強制の期間 

この命令には，検察官の署名及び公印がなければならない。 

検察官は，公権力に依頼し，受刑者の逮捕及び拘留を依頼する。 

 

第５２７条（身体強制及び拘留命令に対する異議申立て） 

逮捕時，拘留時又はその後，受刑者が検察官の命令に対して異議申立てをした場合，受

刑者を裁判所の所長のところに連れて行かなければならない。 

裁判所の所長は，その逮捕及び拘留の適法性を審査しなければならない。違法の場合に

は，裁判所の所長は，その身体強制及び拘留命令を取り消さなければならない。 

裁判所の所長は，理由を付けて，決定でしなければならない。 

始審裁判所の所長の決定に対して，２日以内に，高等裁判所の所長に対して異議申立て

をすることができる。この異議申立ては，始審裁判所の検察庁の長官，検察官又は受刑者

が行うことができる。 

始審裁判所の所長が身体強制及び拘留命令を取り消した場合，この取消の決定は，本条

第４項で規定している２日間は効力を有しない。もし異議申立てがあった場合，高等裁判

所の所長の異議申立てに対する決定が出るまで，この決定の効力を有しない。 

高等裁判所の所長が理由を付けて決定を出し，この決定に対して異議申立てができない。 

 

第５２８条（釈放） 

身体強制及び拘留命令を取り消された場合，受刑者を釈放し，自由の身にしなければな

らない。 

 

第５２９条（禁錮刑と同じ条件） 

身体強制の条件は，禁錮刑と同じである。 

 

第５３０条（身体強制の期間） 

身体強制の期間は，下記のとおりである。 

‐未払金額が250,000リエル以下の場合，１０日間 

‐未払金額が250,001リエルから500,000リエル以下の場合，２０日間 

‐未払金額が500,001リエルから1,000,000リエル以下の場合，１か月間 

‐未払金額が1,000,001リエルから2,500,000リエル以下の場合，２か月間 
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‐未払金額が2,500,001リエルから5,000,000リエル以下の場合，３か月間 

‐未払金額が5,000,001リエルから10,000,000リエル以下の場合，６か月間 

‐未払金額4が10,000,001リエルから20,500,000リエル以下の場合，１年間 

‐未払金額が20,500,001リエルから50,000,000リエル以下の場合，１８か月間 

‐未払金額が50,000,000リエルを超えた場合2年間。 

複数の債務に係る身体強制の場合の身体強制期間は，各債務に対する期間の合計である。 

 

第５３１条（身体強制からの解放） 

身体強制は，６５歳以上の女性，７０歳以上の男性又は犯罪を起こした未成年の受刑者

に対して行うことができない。 

身体強制は，異なる罰金の回収を目的とするものであっても，夫婦に対して同時に行う

ことができない。 

 

第５３２条（債務未払状態） 

身体強制の制裁に服された受刑者の債務は消滅されない。しかし，その受刑者は，同じ

債務に対して身体強制を再度受けることはない。 

 

第５３３条（民事訴訟の原告の訴えによる身体強制） 

受刑者若しくは民事損害の責任者から損害賠償及び慰謝料の支払がない場合，民事訴訟

の原告が検察官に対して身体強制を請求することができる。 

損害賠償及び慰謝料の請求に係る身体強制は，受刑者にのみ行うことができる。 

民事訴訟の原告は，自分が全力で法律上できる動産及び不動産の差押えなどを行った証

拠を提示しなければならない。検察官は，民事訴訟の原告に対して，改めて別の手続で損

害賠償及び慰謝料の支払請求を行わせることができる。 

もし受刑者が同意しない場合，身体強制は，本法第５２３条5（罰金又は手続の手数料不

払いの場合の身体強制）から第５３２条（債務不払状態）によって規定されている条件の

下で行う。罰金及び手続の手数料と損害賠償及び慰謝料との間で競合があった場合，損害

賠償及び慰謝料が優先される。 

 

 

第４部 法的資格の再付与又は復活 
第１章 裁判上の法的資格の再付与 

第５３４条（法的資格の再付与の審理を管轄する裁判所） 

法的資格の再付与の可否の判断は，制裁を行った裁判所を管轄する高等裁判所の刑事委

                                                        
4 「20,500,000」については，いずれも原文のまま。 
5 訳注：条文番号は正しく，条文タイトルが誤記と思料。 
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員会が行う。 

 

第５３５条（法的資格の再付与の申請に関する期間的な条件） 

高等裁判所の刑事委員会に法的資格の再付与を申請できるのは，次の期間が経過した場

合である。 

‐重犯罪の場合，５年間 

‐中犯罪の場合，３年間 

‐軽犯罪の場合，１年間 

本期間は，下記の起点から起算される。 

‐刑期満了時 

‐本法第５３６条（必要な証拠の提供）の場合において，身体強制の執行終了時 

 

第５３６条（必要な証拠の提供） 

受刑者は，罰金及び手続の手数料と損害賠償及び慰謝料を支払った証拠を提出しなけれ

ばならない。民事訴訟の原告が見つからない場合を除き，当該原告が損害賠償及び慰謝料

の放棄をした場合，受刑者がその放棄を確認できるものを提供しなければならない。 

受刑者が身体強制にすでに服した場合で，受刑者が無資力状態である証拠を提供すれば

罰金及び手続の手数料と損害賠償及び慰謝料の未払は，法的資格の復活の妨げにならない。 

債権者から未払の訴訟の提起があった場合，受刑者が破産手続によって相殺されたこと

の証拠を提供しなければならない。債権者が債権を放棄した場合，受刑者がその証拠を提

供しなければならない。 

 

第５３７条（法的資格の再付与の申請の書式） 

受刑者は，土地管轄を有する検察官に対して，法的資格の復活を申請しなければならな

い。受刑者は，受けた罪刑を明確にし，それに釈放された後の居住地を明確にしなければ

ならない。 

 

第５３８条（検察官による検察庁の長官への申請資料の送付） 

検察官は，釈放後の受刑者の生活の場周辺で，受刑者のモラルを調査しなければならな

い。 

検察官は，下記の資料を請求する。 

‐刑罰を決定する資料の写し 

‐刑の執行済みの期日に関する通知書 

‐起訴の情報誌第１号 

検察官は，申請資料に自分の意見及びその理由を付けて高等検察庁の長官に送らなけれ

ばならない。 
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第５３９条（高等裁判所での手続） 

検察庁の長官は，高等裁判所の刑事委員会に訴えを起こさなければならない。 

検察庁の長官は，訴えた人及び弁護士に法廷の期日を通知しなければならない。 

裁判所は，公開の法廷で，受刑者，弁護士及び検察庁の長官を尋問した後，判断をしな

ければならない。 

 

第５４０条（法的資格再付与の申請に対する拒絶） 

裁判所が訴えを棄却した場合，当事者は，２年間再度訴えを提起することができない。 

しかし，第１回の申立てを本法第５３５条（法的資格の再付与の申請に関する期間的な

条件）で規定している期間を無視したことを理由に裁判所が棄却した場合，その期間が経

過したら再度申立てをすることができる。 

 

 

第２章 法的条件の成就による法的資格の復活 
第５４１条（法的条件の成就による法的資格の復活） 

下記の条件において，法的資格が復活される。 

‐５年以下の禁錮刑若しくは罰金刑を課せられた場合，刑に服した後又は刑の時効の完

成後から５年が経過したとき 

‐１０年を超えた禁錮刑を課せられた場合，刑に服した後又は刑の時効の完成後から１

０年が経過したとき 

 

 

第５部 起訴名簿 
第１章 起訴名簿 

第５４２条（起訴名簿の起訴票の管理） 

起訴名簿は，司法省の部署によって管理される。 

カンボジア生まれの人間については，起訴名簿の起訴票に次の事項を記載しなければな

らない。 

‐カンボジアの裁判所で出された対面の判決，対面であるとみなされた判決及び欠席の

判決 

‐外国の裁判所で出された判決で，締結されている国際協定によって適用され，カンボ

ジア政府に通知されたもの 

‐カンボジア国王によって減刑され，あるいは恩赦されたもの 

‐条件付きの釈放の決定 

‐身体強制に関する決定 
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‐破産宣告に関する判決又は決定 

‐裁判上の法的資格の再付与の決定 

‐外国人の国外退去の決定 

受刑者が禁錮刑又は身体強制にすでに服した場合，その禁錮刑の期日又は身体強制の期

日を起訴名簿に記載しなければならない。 

受刑者が罰金及び手続の手数料を支払った場合，その支払の期日を起訴名簿に記載しな

ければならない。 

ある罪刑についてすでに法的資格が再付与された場合，その旨を起訴名簿に記載しなけ

ればならない。 

次の事項を起訴名簿から削除しなければならない。 

‐欠席判決による刑罰で，その刑罰が故障申立てによって無効となったもの 

‐恩赦によって消滅した刑罰 

‐身分の間違いによって課された刑罰 

‐再審で無罪になった刑罰 

 

第５４３条（身分に関する記載） 

起訴名簿には，下記の者に係る起訴票も含まれる。 

‐外国で生まれた人 

‐身分の確認ができないか，不明確な人 

上記の２つ目の場合において，起訴名簿には身分が確認できないか，不明確であること

を記載しなければならない。 

 

第５４４条（起訴名簿の情報） 

裁判所の書記官は，裁判所の所長の監督の下で，全ての決定の起訴票を起訴名簿管理機

関に送らなければならない。 

拘置所の所長は，起訴名簿管理機関に刑の執行又は身体強制の執行の終了期日を通知し

なければならない。 

銀行機関は，起訴名簿管理機関に罰金及び手続の手数料の支払を通知しなければならな

い。 

起訴名簿管理機関は，国王による恩赦又は刑の軽減及び外国人の強制送還について情報

を収集しなければならない。 

 

第５４５条（法人の起訴名簿の情報） 

起訴名簿には，法人に対する刑事起訴も起訴票に登録をしなければならない。 

 

第５４６条（情報誌の発行） 
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起訴名簿管理機関は，起訴情報誌を発行することができる。情報誌には特定の者に対す

る起訴情報を全部又は一部記載することができる。 

 

第５４７条（情報誌第１号） 

起訴名簿の情報誌第１号は，起訴された者の起訴情報を全部記載するものである。 

情報誌第１号は，裁判所機関のみが発行できる。 

 

第５４８条（情報誌第２号） 

情報誌第２号には，情報誌第１号とほぼ同じ内容であるが，下記の項目はない。 

‐裁判上の資格の再付与によって消滅した刑罰又は法律上消滅した刑罰 

‐法的資格の再付与において破産宣告をされた判決又は決定 

情報誌第２号は，下記の機関に開示する。 

‐裁判所機関 

‐軍の入隊申請書を受けた軍の機関 

‐商業名簿を管理すること機関 

本情報誌第２号は，下記の場合において市・州及び国家機関にも開示する。 

‐市・州及び国家機関が職員を採用するとき 

‐市・州及び国家機関が公共調達又は入札を行うとき 

‐市・州及び国家機関が施設の開設の許認可を与えるとき 

‐懲戒手続に関係するとき 

 

第５４９条（情報誌第３号） 

情報誌第３号は，執行猶予のない重犯罪及び中犯罪で刑罰を受けた人のみを掲載する。 

しかし，すでに法的資格の復活を受けた人は，情報誌第３号には掲載されない。 

情報誌第３号は，関係者に対して発行するが，どのような場合においても第三者には発

行されない。 

 

第５５０条（起訴名簿の運用：公表） 

司法省の省令によって，起訴名簿管理機関の必要な運営規定を定める。この省令で起訴

票の作成の条件，監査方法，書記官への送付，情報誌の編集，監査及び発行などを規定す

る。 

 

第５５１条（起訴名簿の修正） 

身分の間違いで刑罰を受けた場合，検察官が直ちに起訴名簿を修正しなければならない。 

 

第５５２条（法的資格の授与の効果） 
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法的資格の付与によって刑事処罰が消される。しかし，その刑罰は，起訴名簿に登録の

ままであるが，法的資格が回復された旨の記載が追加される。 

 

 

第６部 訴訟費用 
第１章 訴訟費用 

第５５３条（訴訟費用） 

訴訟費用は，国の負担である。 

訴訟費用の帳簿，訴訟費用の金額の表及びその他の規定は，省令で定める。 

 

第５５４条（手続の手数料） 

受刑者は，手続の合計の手数料を国に支払わなければならない。手続の手数料は，訴訟

によって異なる。 

手続の手数料は省令で定める。 

 

 

第９編 その他の手続 
第１部 個人に係る規定 

第１章 裁判官 
第１節 自己忌避 

第５５５条（自己忌避の正当な理由） 

正当な理由で捜査及び審理に参加しない裁判官は，自分の代わりに他の裁判官にお願い

することができる。その申請書は，自分の所属の裁判所の所長に出さなければならない。

その理由が正当であると判断した場合，裁判所の所長が他の裁判官を任命する。裁判所の

所長の決定に対して異議を申し立てることができない。 

 

 

第２節 担当裁判官に対する忌避の訴え 

第５５６条（担当裁判官に対する忌避に訴えの理由） 

忌避の訴えは，担当裁判官のみに対して行うことができる。 

下記の理由で，裁判官に対して忌避の訴えを行うことができる。 

‐裁判官，裁判官の配偶者又は裁判官の元配偶者が訴訟のどちらかの当事者である 

‐裁判官がどちらかの当事者と６親等内の血族の関係にあるとき又は３親等内の姻

族の関係にあるとき若しくはあったとき 
‐裁判官がどちらかの当事者の後見人であるとき 
‐事件を担当する裁判官が当事者のどちらかの当事者との間で裁判上の争いがある
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とき又はあったとき 
‐裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき 
‐裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき又はあったとき 
‐裁判官が事件について仲裁判断に関与し，不服を申し立てられた裁判又はその前審

の裁判に関与し，又は事件について法的な助言をしたとき 
 

第５５７条（担当裁判官に対する忌避の訴え） 

担当裁判官に対する忌避の訴えを行いたい当事者は，忌避の理由を知ったときに提起し

なければならない。そうでなければ，受理できない。 

いずれの場合であっても，尋問終了後の裁判官に対する忌避はできない。 

 

第５５８条（担当裁判官に対する忌避の訴えの受領者） 

当事者は，下記の者に対して訴えを提起しなければならない。 

‐始審裁判所の所長又は裁判官に対する忌避の場合，高等裁判所の所長 

‐最高裁判所の裁判官，高等裁判所の長官又は高等裁判所の裁判官に対する忌避の場合，

最高裁判所の長官 

訴えには，忌避の理由を明確にしなければならず，証拠も提出しなければならない。そ

うでなければ，受理できない。 

 

第５５９条（担当裁判官に対する忌避の訴えの通知） 

忌避の訴えをされた裁判官に通知しなければならない。この裁判官は，捜査又は審理か

ら退かなければならない。 

緊急の場合，その裁判所の所長によって新たに任命された裁判官が忌避された裁判官の

代わりに事件の捜査又は審理を行う。 

 

第５６０条（忌避の訴えの係る裁判官の報告書） 

忌避の通知を受けてから８日以内に，忌避の訴えをされた裁判官は，報告書で自分がそ

の忌避の訴えに同意するか否かを明確にし，その理由も記載しなければならない。この報

告書を忌避の訴えに応じて，高等裁判所の長官又は最高裁判所の長官に送り，忌避の訴え

を判断してもらわなければならない。 

忌避に同意した場合，その裁判官は，直ちに別の裁判官によって代わられる。 

忌避を拒否した場合，訴えを審査して決定しなければならない。 

 

第５６１条（担当裁判官に対する忌避の訴えの審査） 

裁判官に対する忌避の訴えは，当事者又は裁判官の意見を聞かずに判断をしなければな

らない。 
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忌避の訴えを認めた場合，忌避された裁判官に代わる別の裁判官を任命しなければなら

ない。 

忌避の訴えを認めない場合，訴えた人は，忌避を訴えられた裁判官に対する慰謝料を別

にして200,000リエル以下の過料を科することができる。 

 

第５６２条（担当裁判官に対する忌避の訴えに対する判断） 

本法第５５８条（担当裁判官に対する忌避の訴えの受領者）で規定している機関は，決

定で行い，その決定に対して異議申立てができない。書記官がこの決定を関係する裁判官

及び忌避を訴えた人に通知しなければならない。 

 

第５６３条（忌避の訴えの通知以前に行われた行為） 

忌避の訴えの通知以前に行われた裁判官の行為は，有効である。 

 

第５６４条（複数名の裁判官に対する訴え） 

合議体による審理事件において，複数名の裁判官に対する忌避は，１つの訴えで行うこ

とができる。また，後から新しい忌避の理由を知った場合，更に忌避の訴えを行うことが

できる。 

 

第５６５条（最高裁判所長官に対する忌避の訴え） 

最高裁判所の長官に対する忌避の訴えがあった場合，当該最高裁判所の長官が裁量で判

断をする。 

 

 

第２章 身柄引渡しの訴え 
第１節 カンボジア国内に在留している外国人の身柄引渡しの要求 

第１款 身柄引渡し 

第５６６条（カンボジア国内に在留している外国人の身柄の引き渡しの要求） 

カンボジア王国は，次の場合において，国内に在留している外国人をその国の請求によ

り，当該外国人を身柄引渡しに同意することができる。 

‐当該外国の裁判所の起訴対象の人物 

‐当該外国の裁判所によって禁錮刑を言い渡された人物 

 

第５６７条（条約及び協定） 

カンボジア国内に在留している外国人の身柄引渡しは，カンボジア王国が批准した国際

条約及び協定に準ずる。条約又は協定がなければ，その他の法規があった場合を除き，本

章の規定に従う。 
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第５６８条（定義：身柄引渡しの要求国，要求された人） 

用語の定義は，次のとおりである。 

‐要求国とは，外国人の身柄引渡しを要求している国のことをいう。 

‐要求された人とは，カンボジア王国内に在住している外国人で，要求国によって身柄

の引渡しを要求されている対象者である。 

 

 

第２款 身柄引渡しの条件 

第５６９条（行為に関係する身柄引渡し要求条件） 

下記の条件に関わらず，身柄引渡しができるのは，要求された人の違反行為が要求国の

法律にも違反し，カンボジア王国の法律にも違反する場合である。 

‐その行為によって違反している法律は，要求国とカンボジア王国では異なる種類 

‐罪名，用語，定義若しくは違反条件が両国で異なる 

‐違反の要件は両国で異なる 

要求国が示した全ての行為を吟味し，カンボジア王国の法律にも違反すると判断した場

合である。 

 

第５７０条（企図罪及び共謀） 

要求国で起訴されている行為は，企図罪である場合には，カンボジア王国の法律の下で

も企図罪で罰せられなければ，身柄引渡しをすることができない。 

本条の規定は，共謀の場合にも適用する。 

 

第５７１条（禁錮刑に関係する条件） 

身柄引渡しの要求ができるのは，起訴されている行為が当該国の法律で最高２年以上の

禁錮刑に処せられる場合のみである。 

また，要求された人が要求国の裁判所で，すでに６か月以上の禁錮刑を言い渡され，そ

の判決が確定した場合でも，罪刑の期間に関わらず，身柄引渡しをすることができる。 

 

第５７２条（犯行場所に関係する条件） 

要求された人の犯罪が要求国で行われた場合，その人物の国籍が要求国の国籍でなくて

も，身柄引渡しをすることができる。 

要求された人の犯罪が要求国外で行われた場合，その人物の国籍が要求国の国籍の場合

のみ，身柄引渡しをすることができる。 

 

第５７３条（政治的な行為） 
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起訴されている行為は，政治的である場合には，身柄引渡しをすることができない。 

しかし，暴力行為が人の生命や身体に危険を及ぼしたか，人の自由を奪うような違反の

場合，政治的違反とみなさない。 

 

第５７４条（国内で行われた犯罪ですでに確定した事件） 

違反行為がカンボジア王国内で行われ，カンボジア王国の裁判所で判決が出されて，そ

れが確定した場合，身柄引渡しをすることができない。 

 

第５７５条（起訴時効） 

要求国において起訴時効になった場合，身柄引渡しができない。 

犯罪行為がカンボジア王国で行われ，カンボジア王国の法律で起訴時効にかかった場合，

身柄引渡しができない。 

 

第５７６条（１人に対する複数の身柄引渡し請求） 

１人の人物に対して要求国が複数あった場合，下記の事項を十分考慮し，身柄引渡しを

判断しなければならない。 

‐関係する条約における義務 

‐犯罪の重大性 

‐犯罪場所及び期日 

‐要求の期日及び順番 

‐要求された人及び被害者の国籍，居住地及び居所 

‐要求国による要求された人の逆の引き渡しの可能性 

 

第５７７条（申請書に関係する身柄引渡しの条件） 

身柄引渡しができるのは，要求国が要求書に書いている犯罪以外で起訴をすることがな

く，それに違反が身柄引渡し要求をする前に行われたものである。 

しかし，起訴をするためにカンボジア王国の同意が必要である。この場合，要求国がカ

ンボジア王国の国家機関に追加の申請を出さなければならない。 

 

第５７８条（身柄引き渡しの猶予） 

要求された人がカンボジア王国の裁判所に起訴された場合，身柄引渡しを猶予しなけれ

ばならない。また，刑未執行の場合でも，身柄引渡しを猶予しなければならない。 

しかし，カンボジア王国は，要求国に対して，要求された人を暫定的に引き渡して，要

求国内で事件の審理をしてもらうことができる。要求国は，カンボジア王国に対して事件

の審理の手続を終えたら，要求された人をカンボジア王国に戻す約束をしなければならな

い。 
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第３款 身柄引渡しの手続 

第５７９条（身柄引渡し要求の正当性の確認） 

身柄引渡しの要求は，外交のチャンネルを通じて出さなければならない。要求書には，

証拠も添付しなければならない。 

要求書は，次の項目を記載しなければならない。 

‐要求された人の身分を確認できる資料 

‐要求された人が起訴された事実に関する報告書 

‐行われた行為を処罰する法律資料及びその罪刑 

‐もしあれば，刑を決めた判決の謄本 

全ての資料は，公印を押し，封書に入れなければならない。また，クメール語，フラン

ス語又は英語でなければ，その３つの言語のうち，どれか一つに翻訳し，その翻訳は正し

い翻訳であることの確認がなければならない。 

 

第５８０条（身柄引渡し要求の送付） 

外務大臣は，身柄引渡しの要求書及び立証に関する資料を司法大臣に送らなければなら

ない。司法大臣は，要求書の法的正当性を審査し，その要求書をプノンペンの高等検察庁

の長官に送る。 

 

第５８１条（暫定逮捕の要求） 

要求国は，要求された人の暫定逮捕を求めることができる。 

緊急の場合，暫定逮捕要求を本法第５７９条（身柄引渡し要求の正当性の確認）で規定

している身柄引渡し要求よりも先に出すことができる。 

要求された人の逃亡を防ぐための暫定逮捕要求は，特別な手続の遵守を要しない。 

カンボジア政府は，本法第５７９条（身柄引渡し要求の正当性の確認）で規定している

書類を逮捕の日から２か月以内に受け取っていない場合，暫定逮捕された人を釈放しなけ

ればならない。 

 

第５８２条（身柄引渡しを請求された人の逮捕及び拘留命令） 

プノンペンの高等検察庁の長官が身柄引渡しを要求された人の逮捕及び拘留命令を出す

ことができる。 

命令には，次の事項を記載しなければならない。 

‐要求された人の表示 

‐外国の暫定逮捕要求の引用 

‐この命令を出した裁判官の氏名及び職位 



143 
 

この命令には，日付，検察庁の長官の署名及び公印がなければならない。 

逮捕及び拘留命令は，カンボジア王国全土で効力を有する。 

 

第５８３条（身柄引渡しを要求された人の管轄を有する検察官又は検察庁の長官への連行） 

要求された人を逮捕した場合，最短の時間で，その人を土地管轄の検察官の所へ連れて

行き，その人に対して逮捕及び拘留を通知し，尋問を行う。 

要求された人をプノンペンの拘置所へ転送しなければならない。その人は，プノンペン

の高等検察庁の長官に，自分の主張を聞くように要請をすることができる。 

 

第５８４条（捜査委員会への訴え） 

高等検察庁の長官は，事件を整理し，プノンペン高等裁判所の捜査委員会に訴えを起こ

さなければならない。 

 

第５８５条（捜査委員会に対する手続） 

要求された人を捜査委員会の所へ連れて行かなければならない。要求された人は，自選

の弁護士若しくは弁護士会の規定によって選任された弁護士と一緒に同行することができ

る。 

尋問は，公開されない部屋で行わなければならない。必要な場合，通訳人を呼ぶことが

できる。 

要求された人を尋問し，検察庁の長官の意見陳述及び弁護士の意見陳述を聞いた上，捜

査委員会は，その身柄引渡し要求に対して，理由付きの決定を出さなければならない。 

 

第５８６条（捜査委員会の意見） 

身柄引渡しの要求が法律で規定している条件を満たしていない場合，捜査委員会は，そ

の要求を拒絶する意見を出さなければならない。 

 

第５８７条（身柄引渡しを請求された人の釈放の申立て） 

要求された人は，釈放を申請することができる。 

申請書は，書面で行わなければならない。 

申請書は，捜査委員会に提出し，捜査委員会が本人の尋問，検察庁の長官の意見陳述及

び弁護士の意見陳述を聞いた後で判断する。 

 

第５８８条（身柄引渡し請求に対する同意） 

要求された人が身柄引渡しに係る問題の説明を聞いた後，要求国の身柄引渡し要求に応

じた場合，捜査委員会が決定にその旨を記載しなければならない。 
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第５８９条（捜査委員会の意見の効果） 

捜査委員会の決定が確定した場合には，司法大臣に通知しなければならない。 

捜査委員会が要求に同意しない場合には，カンボジア王国政府は，その身柄引渡しをし

てはならない。要求された人を別件で拘留をしなければならない場合を除き，直ちに釈放

しなければならない。 

捜査委員会が要求に同意をした場合，司法大臣が政府に本件を送致し，政府が政令で要

求された人の身柄引渡しを命令する。 

身柄引渡し命令が出た場合，要求国に引き渡す。身柄引渡しに係る費用は，要求国の負

担である。要求された人がカンボジア王国外に出た場合には，要求された人の安全な連行

の責任は，要求国にある。 

身柄引渡し命令を要求国に通知した後，当該国がその手続を３０日以内に行わない場合，

直ちに要求された人を釈放しなければならない。 

 

 

第２節 カンボジア王国が外国に対する身柄引渡し請求 

第５９０条（捜査委員会の管轄） 

プノンペン高等裁判所の捜査委員会は，身柄引渡しの要求の適法性を判断するカンボジ

ア王国の唯一の機関である。 

身柄引渡しを要求された人は，カンボジアに入国してから１５日間以内に身柄引渡しの

無効を申し立てることができる。 

この申立ては，書面で行わなければならない。 

 

第５９１条（捜査委員会での手続） 

捜査委員会は，要求された人の尋問を行い，検察庁の長官及び弁護士の陳述を聞いた後

で判断を行う。 

 

第５９２条（無効の申立てによる効力不停止） 

身柄引渡しの無効の申立ては，要求された人に対する起訴の手続を停止することはない。 

 

第５９３条（身柄引き渡しの無効の効果） 

捜査委員会が身柄引渡しは無効であるという決定を出し，それが確定した場合，起訴さ

れた手続は全て終了となる。要求された人は，釈放され，カンボジア王国を自由に出国す

ることができる。 

しかし，釈放されて，３０日が経過した後，要求された人がまだカンボジア王国内にい

る場合，再度同じ行為で身柄引渡し要求によって逮捕され，起訴の手続の対象となる可能

性がある。 
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第５９４条（カンボジア王国に対する引渡し要求に同意した国） 

カンボジア王国が，ある国から外国人の身柄引渡しを受けた後，別の国から同じ人物の

身柄引渡し要求の申立てをしてきた場合，身柄引渡しをした国の了解があった場合のみ，

その申立てを受けることができる。 

しかし，要求された人が３０日以内にカンボジアから出国する手段があった場合，上記

の同意は不要である。 

 

 

第３章 通過 
第５９５条（通過の申立て） 

身柄引渡しを要求された人のカンボジア王国の通過は，その身柄引渡しの原因が政治以

外の場合のみ許可される。申立ては，外交チャンネルを通じて行う。申立書には，証拠等

の資料も添付をしなければならない。 

 

 

第４章 一部の罪刑の執行に対する特別規定 
第５９６条（一部の犯罪に対する執行の申立て） 

刑法で規定している刑の執行に関係する争いについては，裁判所が一般の訴訟と同じ手

続で受領する。検察は，関係者に法廷の期日を通知する。 

 

 

第５章 法人 
第５９７条（法人と関係する管轄） 

法人の犯罪に対する起訴，捜査及び審理は，下記の機関がその管轄を有する。 

‐犯罪が実行された場所の検察官，予審判事及び始審裁判所 

‐法人の本部の住所地の検察官，予審判事及び始審裁判所 

 

第５９８条（裁判所での法人の代表） 

起訴は，起訴時点の法人の法的代表に対して行う。法的代表者は，法人に係る全ての手

続について法人を代表して行う。 

法的代表者に所用があった場合，検察官が始審裁判所の所長に法人の代理人を選任する

よう申し立てることができる。 

同じ事実若しくは関連する事実について，法人及びその法的代表者に対して行われた場

合，その法的代表者が始審裁判所に対して法人の代理人を選任するよう申し立てることが

できる。 
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この申立ては，書面で行うことができる。 

 

第５９９条（法人の代表者の表示） 

法人の代表者は，起訴された裁判所に対して自分の身分を示さなければならない。この

ような代表者の表示は，手続中に代表者の変更があった場合も同様である。 

 

第６００条（法人に対する強制方法） 

法人の代表として手続を行った場合，証人としての手続を除いて，どのような強制も受

けることはない。 

 

第６０１条（裁判所の下での法人の監督） 

予審判事は，法人を裁判所の監督下に置くことができる。この予審判事は，下記のこと

を言い渡すことができる。 

‐金額，納付の期限及びその手続を決め，供託金を納付させる 

‐営業活動の一部禁止 

‐６か月以下の期間で，裁判所の調査下に置く 

裁判所の調査下に置いた場合，裁判所の代理人１人を選任し，その代理人の任務は予審

判事が決定する。 

 

第６０２条（法人の呼出の決定及び通知の決定） 

本法で規定している全ての呼出及び決定は，自然人に係る規定と同じ条件で法的代表者

を通じて法人に通知する。 

 

 

第２部 資料の紛失，決定の解釈及び修正 
第１章 資料の紛失 

第６０３条（資料紛失の場合の執行に関する規定） 

この部の規定は，下記の資料を滅失，毀損又は紛失した場合に適用する。 

‐裁判所の判決書又は決定の原本 

‐手続に関する資料 

 

第６０４条（原本の代用である写し） 

裁判所の書記官又はその他の機関によって原本と相違がないことが記載された判決書若

しくは決定があった場合，その写しは，裁判所の判決書若しくは決定の原本とみなす。裁

判所の所長の依頼に基づいて，その原本と相違がないことが記載された書面の所有者は，

書記官にそれを提出しなければならない。書記官は，原本と相違がないことを記載された
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新しい写しを当該者に渡さなければならない。 

原本と相違がないと記載した写しがない場合，新しい判決書若しくは決定をその写し，

法廷記録資料及び事件の記録資料に基づいて再発行しなければならない。 

 

第６０５条（手続資料の再作成） 

手続に関する資料の再作成は，警察，憲兵組織，専門家，書記官又はその他の者が持っ

ている資料に基づいて行わなければならない。 

 

 

第２章 決定の解釈及び修正 
第６０６条（決定を出された裁判所の任務） 

裁判所の全ての判決又は決定に関する解釈は，それを出した裁判所が行うものとする。 

当該裁判所は，判決又は決定の物的な間違いを修正する権限を有する。裁判所は，検察

の職権による申立て又は当事者からの依頼による検察の申立てを受領する。検察は，関係

者にその審理の期日を通知する。全ての場合において，審理のとき，検察は，自分の意見

を陳述しなければならない。 

 

 

第１０編 経過規定 
第１章 経過規定 

第６０７条（国家警察庁の長官及び憲兵組織の長に対しての司法警察官の資格の付与の条

件） 

本法の施行前に司法警察の研修の修了証書を持っている警察官は，自動的に高等司法警

察の修了証書が授与され，内務省及び司法省の共同省令によって司法警察官に任命される。 

本法の施行前に司法警察の研修の修了証書を持っている憲兵は，自動的に高等司法警察

の修了証書が授与され，国防省及び司法省の共同省令によって司法警察官に任命される。 

本法の施行後，司法警察官になるには本法第６０条（司法警察官）の規定に基づかなけ

ればならない。 

 

第６０８条（暫定拘留の執行の期限） 

審理中の事件において，暫定拘留期間は，虐殺や人類に対する犯罪及び戦争犯罪を除い

て旧法の規定による。 

 

第６０９条（上訴及び故障申立ての期間） 

本法施行前に出された裁判所の判決若しくは決定に対する上訴期間又は故障申立て期間

は，旧法の規定による。 
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第６１０条（起訴の時効及び罪の時効に係る期間） 

本法施行前に行われた犯罪についての起訴の時効期間及び罪の時効期間は，旧法の規定

による。 

 

 

第１１編 最終規定 
第１章 最終規定 

第６１１条（旧刑事訴訟の規定の廃止） 

下記の規定を廃止する。 

‐１９９２年以前の刑事訴訟法の全ての規定 

‐国連暫定統治下で適用された１９９２年９月１０日付けの裁判制度に係る手続の規

定，刑法及び刑事訴訟法 

‐１９９３年３月８日付けの政令第２１号の刑事訴訟法の規定 

‐暫定拘留期間に関する１９９９年８月２６日付けの勅令 

‐２００２年１月１０日付けの勅令No.NS/rkm/0102/005によって適用された改正刑事訴

訟法第３６条，第３８条，第９０条及び第９１条 

１９９３年２月８日付けの政令によって適用された民主カンプチアの裁判所構成及びそ

の運営に関する法律は，刑事事件に適用しない。 

 

第６１２条（刑事訴訟法の即適用） 

本法は，施行後に発生した全ての手続に対して，直ちに適用する。 

本法の即適用は，旧法の下で既に終了した手続には効力を有しない。6 

                                                        
6 訳注：原文では，引き続き，付属資料として「宣誓文」が記載されているが割愛。 
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